
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ ⌐ ╢  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会 



 

2 

 

   

 

 ─  ………………………………………………………………… ５ 

 ─ ≤ ─ ⌐≈™≡ …………………………… ６ 

１ 調査の契機について ……………………………………………………… ６ 

２ 特別委員会の設置 ………………………………………………………… ６ 

（１）設置決議 

（２）委員会の名称及び構成 

３ 調査事件 …………………………………………………………………… ７ 

 ─ ⌐≈™≡ ……………………………………………… ８ 

１ 市議会の責任について …………………………………………………… ８ 

２ 前市長の責任について …………………………………………………… ８ 

３ 担当職員の責任について ………………………………………………… ９ 

４ 損害賠償請求等について ………………………………………………… 11 

（１）（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットの未設 

置について 

（２）議会議員控室の移動間仕切りが２個削減されたことによる金額 

の未調整について 

（３）完成図の補正について 

５ 再発防止について ………………………………………………………… 12 

６ 執行部の対応について …………………………………………………… 12 

 ─ ≤∕─ ⌐≈™≡ ……………………………………… 14 

１ 調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作家具・備品の調達、 

検収・検査の実施状況から見えた設計書・仕様書・設計額と納入・ 

工作実際との納入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変 

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 ………………………… 14 

（１）設計変更に伴う追加工事を変更契約としたことの妥当性につい 

  て 

（２）追加工事（変更契約）における造作家具類と備品の施工におい 

て、数量・形状・材質が設計内訳書と不整合（（仮称）こどもプラ 

ザのトイレの洗面化粧キャビネット６台の未設置及び議会議員控 

室の移動間仕切りの設計変更に伴う金額未調整等）であることに 

ついて 

２ 調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

 に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、意図伝達業務委託 

の随意契約の妥当性に関する事項 ………………………………………… 29 



 

3 

 

（１）北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る設計意 

図伝達業務及び工事監理業務委託の契約額が当初予算額を上回っ 

ていること及び随意契約としたことの妥当性について 

（２）北本市新庁舎建設実施設計業務委託契約及び（仮称）こどもプ 

ラザ整備実施設計業務委託契約の妥当性について 

３ 調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性に 

関する事項 …………………………………………………………………… 48 

（１）北本市拠点防災倉庫建設工事における随意契約の契約金額が設 

    計金額と同額であることの妥当性について 

４ 調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事項 …………………… 64 

（１）発注支援業務委託の妥当性について 

５ その他調査の過程で確認できた事実 …………………………………… 70 

（１）北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事における完了 

検査と完成図の妥当性について 

（２）発注者側の市議会議員による設計事務所への下請の推薦につい 

  て 

 

 ─  ………………………………………………………………… 81 

１ 委員会の開催状況 ………………………………………………………… 82 

（１）委員会の開催状況 

（２）秘密会の状況 

（３）小委員会の状況 

（４）分科会の状況 

（５）連合審査会の状況 

（６）中間報告の状況 

２ 委員会の運営方針 ………………………………………………………… 85 

（１）確認事項 

（２）調査の方針 

（３）業務委託 

（４）費用の内訳 

  ３ 証人、参考人、説明員の出席等 ………………………………………… 87 

  （１）証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項 

  （２）参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項 

  （３）その他説明を求めた者、説明を求めた事項 

  ４ 記録、資料の提出 ………………………………………………………… 94 

  （１）地方自治法第100条第１項で提出を求めた記録 

  （２）地方自治法第100条第10項で提出を求めた記録 



 

4 

 

  （３）文書質問 

  ５ 委員派遣 ……………………………………………………………………102 

  ６ 証言拒否等 …………………………………………………………………102 

  ７ 告発 …………………………………………………………………………102 

  ８ 調査経費 ……………………………………………………………………102 

  （１）平成28年度分 

  （２）平成29年度分 

  （３）平成30年度分 

  ９ 証人等に対する公示送達 …………………………………………………103 

  10 その他 ………………………………………………………………………103 

  （１）決議 

  （２）根拠法令等の抜粋 

  （３）会社名の表記 

 

  



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 ─  

  
  



 

6 

 

 ─ ≤ ─ ⌐≈™≡ 
 

 ─ ⌐≈™≡ 
 

 北本市監査委員は、平成22年度から26年度までの５年間にわたる北本市新市庁舎

及び（仮称）こどもプラザ建設事業に係る事務の執行に関し、平成27年10月から29年

４月まで随時監査を実施した。また、現王園孝昭市長は、平成28年５月に北本市公共

施設等検証委員会を設置し、北本市拠点防災倉庫建設工事に係る入札の不落後の随

意契約、新庁舎建設に係る発注支援業務委託及び工事監理と意図伝達業務の委託に

関する調査をした。 

監査委員は、随時監査結果報告書で、市長及び市議会に対し、「このような不自然、

不透明な事務処理が繰り返された事実を真摯に受け止め、その責任を自覚するとと

もに双方の責任において疑惑の解明と再発防止に努めることを期待する」と述べて

いる。このことから、議会は、地方自治法第100条第１項に基づく調査を実施し、事

実の確認と真相の究明を図ることにした。 

 

 ─  
 

（１）設置決議 

 議提第12号「新庁舎等の公共工事等の調査に関する決議」 

 平成28年12月16日、全会一致により原案可決 

（２）委員会の名称及び構成 

 新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会 

   定  数  ８名 

委 員 長  工藤日出夫 

副委員長  高橋 伸治 

委  員  中村 洋子 

委  員  松島 修一 

委  員  大嶋 達巳 

委  員  保角 美代（平成29年６月22日まで） 

委  員  滝瀬 光一 

委  員  金子眞理子 

委  員  岸  昭二（平成29年６月22日から） 

 

   ※ 委員長及び副委員長以外は議席番号順、敬称略 
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（１）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る変更契約（追加工 

  事）分の付帯工事、造作家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見えた

  設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納入・完成数量、単価変更、仕

  様変更、器材・工法変更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

（２）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る設計委託業務及び

  施工、並びに工事監理、意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

（３）防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性に関する事項 

（４）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る発注支援業務及び

  入札の妥当性に関する事項 

 

 ※ （１）～（３）は平成28年12月16日議決により決定、（４）は平成29年３月２

日議決により追加。 
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 ─ ⌐≈™≡ 
 

本委員会は、関係者への証人尋問、参考人意見聴取等を行い、また、記録の提出を

求めて、調査を行った。その結果、法令からの逸脱や恣意的な解釈、一部議員等の関

与、公共工事における契約の原則に反する事象等、不適正又は不適切な事務執行が行

われていたことが確認された。 

以下、「１ 市議会の責任について」、「２ 前市長の責任について」、「３ 担当職

員の責任について」、「４ 損害賠償請求等について」、「５ 再発防止について」、「６

 執行部の対応について」の６項目に分けて述べる。 

 

 ─ ⌐≈™≡ 
 

今般、本委員会が調査対象とした北本市新市庁舎等の建設工事について、市議会は

庁舎建設事業に係る継続費の予算、工事請負契約、変更契約、拠点防災倉庫の設計及

び建設に係る予算を議決し、決算も承認した。また、庁舎建設特別委員会を設置し、

設計・施工・監理に関し、その都度執行部から報告を受け、調査・検討・審査をした。

その間、一部議員から一般質問等で事務執行についての疑義に関する質問があった

が、建設工事は計画どおりに進み、平成26年度末に完了した。 

平成28年第４回定例会中に、随時監査の中で、監査委員からの依頼を受けて執行部

が調査した中間報告、また、議員有志が執行部に申し入れた調査（北本市公共施設等

検証委員会による調査）の中間報告が行われ、それを契機に本委員会を設置した。し

かし、この事業は既に述べたように議会が議決した事業であったことから、議会の権

能である執行機関への監視が適時適切に行われていなかったことについては、猛省

しなければならない。 

なお、調査事件の調査の過程で、特定の市議会議員が、発注者側の公職者であるに

もかかわらず、新庁舎等建設に係る設計業務受託者のアドバイザーとして下請業者

を推薦したこと、業者から頻繁に接待を受けていたこと、さらに、新庁舎建設工事の

下請業者の顧問として、市担当者に受注等を働きかけていたことが証言等で明らか

になっている。また、顧問先の下請業者から新庁舎等建設工事期間中においても顧問

料を受領していたことが、提出された記録により明らかになっており、市議会として

議員の政治倫理のあり方として重く受け止める必要がある。 

 

 ─ ⌐≈™≡ 
 

市長には、地方自治法や地方財政法等の関係法令等コンプライアンスに従って、指

揮監督して誠実に事務処理を行う責任がある。しかし、石津賢治前市長には、今回の

新庁舎等の建設事業の事務の執行に関して、市の最高責任者として一部において関
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係規程の趣旨を逸脱した不適切な判断等があった。 

（１）追加工事を変更契約としたことは、自ら定めた工事等の契約内容の変更に伴う

事務取扱要領第２（変更契約の事由）に反している。 

（２）北本市建設工事共同企業体取扱要領第11条（対象工事）に規定する「大規模工

事であって技術的難度の高い特定建設工事」に該当しないにもかかわらず、北本

市拠点防災倉庫建設工事をフジタ・伊田特定建設工事共同企業体に発注したこ

とは、当該規定に反している。 

（３）技術提案型総合評価方式による入札の重要な評価基準策定業務を、市長の指示

で民間の設計事務所に委託したが、秘密保持に疑義がある。 

 本委員会は、事務の執行について調査し、上記の事項を確認した。 

 

石津前市長は、 

（１）変更契約で施工した議会議員控室の移動間仕切りを一部固定壁にしたことに

よる費用の調整がされていない。また、（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化

粧キャビネットが未施工であるにもかかわらずその費用を支払った。 

（２）実施設計書が契約期限内に完成しないことから本市庁舎建設物件以外のもの

を含む資料で完了検査をさせ、未完成であり成果品が確認されないまま実施設

計に係る費用を支払った。 

（３）新庁舎等設計意図伝達業務及び工事監理委託業務につき起案書を決裁し見積

りを徴取したが、提出された見積金額が決裁した金額を上回ったため、当初予算

を超える金額で契約した。このため、決裁印を押した起案書の表紙を残し設計金

額等を記した付属書類を書き換えた。当初の付属書類を破棄し、契約変更の経緯

を消滅したうえ、公文書管理に疑義を生じさせた。 

（４）完成図のない中で完了検査を行い、最終的に提出された完成図に不備があるま

ま事業を終了させた。 

について、証人尋問において、「記憶がない」「（部下からの）報告がなかった」「決裁

した責任はある」等と証言したが、職員を適正に指揮監督する任務を担っているにも

かかわらずこのような事務執行を防止できなかったことは、市民の信託に反してい

ると考えられる。 

 

 ─ ⌐≈™≡ 
 

平成21年度から26年度までの６年間にわたって事務を執行し、期限内の完成と予

算内で完了したことに対しては、この事業に関わったすべての職員の労をねぎらう

ものである。 

本事業においては、期間中設計及び施工の変更が目まぐるしく行われる中で、職員

体制も入れ替わるなど大規模事業の遂行には課題があった。このような状況で、担当
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職員個々の責任の有無を判断することは難しいが、全体の奉仕者として事務執行は

常に公正・公平であるべきという観点から、責任については次のように述べる。 

（１）北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事実施設計委託業務が、契約期

間内に完了していないことを知りながら、成果品の一部に北本市新市庁舎と異

なる資料を綴じて完了検査をさせたことは不適切であるといえる。 

（２）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事設計意図伝達及び工事監理

業務委託契約について、上司の指示とはいえ、当初予算内で設計金額を決裁した

起案書を廃棄し、当初予算を超える設計金額で起案書をつくり替えた。このこと

については、公文書の作成及び管理が不適切であるといえる。 

（３）設計変更に伴う追加工事は、工事等の契約内容の変更に伴う事務取扱要領の第

２（契約変更の事由）の規定に従えば、変更契約で行うのでなく別途工事として

入札にすべきであった。 

（４）完成図の不備は、完了検査の進め方や工事施工・監理の監督に問題がある。ま

た一括精算としたことは、工事費増減の具体的な根拠が不透明、不明確である。 

（５）北本市拠点防災倉庫建設工事は、新庁舎建設工事を施工している共同企業体に

発注したが、北本市建設工事共同企業体取扱要領第11条の規定への対応、また、

設計金額と同額でかつ７号の随意契約について、合理的な説明ができていない。 

（６）北本市拠点防災倉庫建設工事に係る入札の不落後、仕切り直しの業者決定方法

として、「市役所敷地内で先行して工事を進めている庁舎建設工事請負会社に随

意契約で行う方法」と記載し、発注先を具体的に示唆する文書（「北本市拠点防

災倉庫建設工事の入札結果について（報告）」）を建築開発課が作成し、くらし安

全課に通知している。このことは、業者選定に影響を与えた可能性が考えられ、

不適切であるといえる。 

本市の新庁舎建設は、平成26年度の開庁を決めており、これに縛られた担当者は、

基本設計策定の期間延長に伴う実施設計の遅れ、建設期間中の市長からの突発的な

指示により設計・施工の変更が頻繁に行われたことで、その対応に翻弄されたことは、

調査でも明らかになっている。 

また、担当職員は、石津前市長の強権的対応に敏感に反応しつつ、石津前市長の意

向を受けたと思われる桂前議員と設計事務所の対応に苦慮したことが証言等で明ら

かになっている。これらが行き過ぎたことで、正常な業務執行がゆがめることにつな

がったといえる。しかし、いずれにせよ、担当職員は事務執行にあたっては関係法令

や服務規程を遵守しなければならず、一部において不適正な行為があったことは、極

めて遺憾である。 

よって、当時の状況も考慮しつつ、関係法令等に照らし適時適切な処分を行うよう

勧告する。 
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 ⌐≈™≡ 
 

↓≥╙ⱪꜝ◙─♩▬꜠─ ◐ꜗⱦⱠ♇♩─

⌐≈™≡ 
 

（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットは、平成25年６月６日の

変更契約において、設計内訳書に６台設置するとして設計金額192万3,000円が計上

されているが、未施工である。この事実は、図面、内訳書、請書、現場の調査、証

言から確認した。執行部において、落札率87.32％を乗じて得た167万9,163円を損

害賠償請求すべきと勧告する。 

 

─ ╡⅜ ↕╣√↓≤⌐╟╢

─ ⌐≈™≡ 
 

議会議員控室の移動間仕切りは、第１回設計変更で当初設計の６か所からＳＬＷ

６（単価188万円）を２か所減らし固定壁とした。しかし、委員会の試算で、減らし

た２か所376万円に落札率87.32％を乗じた328万3,232円から固定壁の工事代金57万

4,720円を差し引いた270万8,512円が未精算となっていることから、損害賠償請求す

べきと勧告する。 

この精算については、施工者から提出された一括精算に係る一覧表で確認できず、

設計事務所が作成した軽微な変更一覧表でも確認できない。また、市の監督員は、減

らす変更の打合せはしたが、精算については報告を受けていないと発言している。そ

のため、本委員会としては、未精算となった経緯についてはこれ以上の調査はできな

い。 

 

─ ⌐≈™≡ 
 

 完成図は最終的な完成図面であり、設計図、設計内訳書、施工図そして現場が一

致していなければならないが、施工者から提出された完成図に、軽微な設計変更が

反映されていないことを施工者及び工事監理者が認めていることから、補正をさせ

るよう勧告する。 
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 ⌐≈™≡ 
 

 これまで述べた、当委員会の調査と分析を終えて再発防止のための行動指針とす

べき以下の項目を挙げる。 

（１）市長の恣意的な意思決定の防止 

市長は、職員を指揮監督するにあたり、全体の奉仕者として常に公正・公平

な事務執行に努めることが必須の条件であり、法令等を恣意的に解釈すること

や、正規の手続きを無視するようなこと等は、あってはならないことである。

このような事件を二度と繰り返さないためにも、全体の奉仕者であることを自

覚し、再発防止に向けた仕組みをつくることが必要である。 

（２）コンプライアンス強化と職員の意識改革 

本委員会の調査で明らかになったのは、数名の職員が起案書の作成と文書管

理等の事務執行において不適切な行為をしたことである。このことを是正する

ためには、全体の奉仕者として地方公務員法に従った上司の命令の服務ととも

に、社会通念としての公正・公平に則ったコンプライアンスを優先させる仕組

みをつくり、職員の意識を醸成させることが必要である。 

（３）市議会議員の倫理観の強化と市議会の審議・審査能力の強化 

本委員会の調査で明らかになったのは、二元代表制の一翼である議会が、行

政に対する監視機能が果たせなかったことである。このことを是正するために

は、市議会議員の倫理観を強化するとともに、市議会の審議・審査能力を高め

ることが必要である。 

 

 ─ ⌐≈™≡ 
 

 本委員会は、平成29年４月に提出された新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設事業

の事務の執行についての随時監査結果報告書と北本市公共施設等検証委員会の最終

報告書をもとに調査を進めてきた。両報告書は、事務執行に疑義が生じていると報告

しているが、本件は議会が調査するとともに、現市長を先頭に執行部は一丸となって、

事務改善に至る調査・検証をすべきではないかと本委員会は認識している。 

随時監査結果報告書では、監査委員意見に「市長及び市議会には、このような不自

然、不透明な事務処理が繰り返された事実を真摯に受け止め、その責任を自覚すると

ともに双方の責任において疑惑の解明と再発防止に努めることを期待する」とある

ように、市長はその責任において疑惑の解明と再発防止に向けた積極的な行動をと

るべきあるが、そのことが見受けられないことはまことに残念である。 

また、新庁舎等の建設工事に係る費用の支払い後に実施された、随時監査報告書に

もある（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットの未施工や設計変更で

削減された議会議員控室の移動間仕切りの工事に係る費用の未調整について、本委
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員会は中間報告で、損害賠償なども視野に入れた市としての対応を求めた。予算の執

行権、職員の指揮監督権、適正な事務執行の責任者である市長が、かかる課題の再発

防止についていまだ方向性を出していないことは遺憾である。本報告書の内容につ

いて早急に調査の上、適時適切に対応すること及び市長の責任において疑惑の解明

と再発防止策が講ぜられることを期待する。 
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 ─ ≤∕─ ⌐≈™≡ 
 

本委員会は、調査の契機に基づき、議決された４件の調査事件の関係法令等の逸脱

及び不適正な手続きの有無について調査した。その経過と結果について以下のよう

に報告する。 

 

  ┘ ↓≥╙ⱪꜝ◙

⌐ ╢ ─ ⁸

ה ─ ⁸ ה ─ ⅛╠ ⅎ√

ה ה ≤ ה ≤─ ה ⁸

⁸ ⁸ ה ⁸ ─

─ ⌐ ∆╢  

 
⌐ ℮ ╩ ≤⇔√↓≤─ ⌐≈

™≡ 
 

 

設計変更に伴う追加工事に係る予算について、市は、平成24年第１回定例会で議

会が可決した平成24年度当初予算のうち庁舎建設事業経費に係る継続費を、同年第

２回定例会に補正予算として計上し、議会が可決した。それを受け、市は、造作家

具類の削減等により35億5,929万円を設計金額とし、平成24年８月17日に総合評価方

式・制限付き一般競争入札により入札を執行した。その結果、フジタ・伊田特定建

設工事共同企業体が31億800万円で落札し、市は、平成24年９月27日から27年３月  

20日までを契約期間とする北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事請負契

約を平成24年９月27日に締結した。 

この入札の結果、４億5,129万円の落札減が生じることとなった。その後、議会は、

平成24年第４回定例会で「防災・環境に配慮した新庁舎の在り方に関する決議」を

可決した。それを踏まえ、議会は、平成25年第２回定例会で当該工事に係る議案「工

事請負契約の変更契約について」（３億3,579万円）を可決し、市は、フジタ・伊田特

定建設工事共同企業体と、契約金額を３億3,579万円増額し、34億4,379万円とする

変更契約を平成25年６月６日に締結した。 

本変更契約には、当初設置することとされていたものの見送られていた備品等が

含まれていることが判明した。 

監査委員が関係書類を検証した結果、機械設備の設置に伴い配管工事等が生ずる

ものについては、当初契約においてあらかじめ施工されており、かつ、そのうちの
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一部については変更契約において当該備品等の設置がなされていないことが判明し

た。 

一般的に、機械設備の設置に伴い配管工事等が生ずるものについては、当該配管

工事等に併せて当該機械設備を設置することで、重複する経費を削減し、結果とし

て全体の費用を軽減することができることから、機械設備の設置と当該配管工事等

を別々に施工することで本来不要な経費を要することとなっている可能性を否定で

きないし、当初契約において備品等の設置に伴う工事を施工しておきながら変更契

約において当該備品等の設置をしていないことは、当初契約における当該備品等の

設置に伴う工事そのものに疑義が生ずることとなるから、適当ではない。 

また、工事等の契約内容の変更については、工事等の契約内容の変更に伴う事務

取扱要領の第２（変更契約の事由）の規定により、「工事等の当初の契約の設計又は

積算の時において知り得ること又は予測することが困難で真にやむを得ない事由が

ある場合に行うものとする」としている。しかし、「真にやむを得ない事由」が生じ

たものとは到底解することはできず、またそれを肯定する正当な理由も見当たらな

いことから、変更契約の原則に反していることは明らかであると監査委員より報告

されたため、調査の対象とした。 

 

≤⇔≡─  

平成25年第２回定例会で議決した追加工事について、フジタ・伊田特定建設工事共

同企業体と変更契約を締結したことは、工事等の契約内容の変更に伴う事務取扱要

領の第２（契約変更の事由）の規定に反するもので、適正な事務執行とはいえない。

 また、平成24年８月に執行された、北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事入札において落札減が発生したことを理由に追加工事を発注したことは、当時の

事情に鑑みて、継続費であったとしても不用額としなかったことは、総計予算主義の

原則に反し不適切である。 

 

⌐ ╢  

ア この変更契約は、工事等の契約内容の変更に伴う事務取扱要領の第２（契約

変更の事由）の規定「工事等の当初の契約の設計又は積算の時において知り得

ること又は予測することが困難で真にやむを得ない事由がある場合」に合致

せず、事務取扱要領に反するものであり、本来新たな契約とすべきであった。 

イ 桂前議員は、入札前の平成 24 年６月 19 日に開催された庁舎等建設特別委

員会において、「一般的に国の落札減を見ても、現在は 10％以上落札するとい

うのが常でありますから、本体価格 25 億円の範囲においても２億 5,000 万、

総額、児童館だとかを含めれば、30 億からの金額でありますので、一般論で

考えると３億円ぐらいの落札減はあるのかなと。その中で、例えば必要な什器

備品とか、ソーラーを買うとかいうことでは十分対応できると思いますし、私

はそういう気持ちで、せっかく天井にふたをして、32 億弱といったものをま
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たふたをあけて、青天井にするという気持ちは全くございません」と発言して

いる。その後、落札減を財源に変更契約に至っていることから、監査委員の「特

に変更契約における予算措置が全くなされていないにもかかわらず、当初契

約における落札減が生ずることを見込んで工事の一部を分割し、契約変更に

おいて施工することとしたことは、総計予算主義の原則に従っているという

ことはできない事務処理であった」という報告に符合している。                                                  

ウ 参考人意見聴取において、市の担当者は変更契約にした理由について、「庁

内ルールや建設省の通達で契約金額の３割以内であること」、また入札にしな

かった理由について、別の担当者は、「入札は当初から考えていなかった。平

成 24年度にすでに決まっていた」と述べ、また別の担当者は「入札で別の業

者になった場合、資材を置くヤードや工事車両の出入りなどで、責任の分界点

が不明瞭になり、工事の進捗に影響が出る可能性を考えた」と述べた。それに

対し、当委員会の委員は独自の調査で得た「異なった業者が入ることはよくあ

るので特に問題はない」との建設業者の見解を示すとともに、監査委員が随時

監査でフジタから意見聴取した際、出席したフジタの部長が「公共工事ではよ

くあることだ」と述べていることから、市の判断とは別に、工事等の契約内容

の変更に伴う事務取扱要領に従い追加工事として別途入札にすべきであった

と思料する。 

 

─  

⌐ ∆╢

 
「市の職員の証言では、当初設計─これは実施設計ですけれども、そこに前に資料

がありますけれども、備品等を除外したときに、前市長、それから元副市長、それか

ら安井建築設計事務所を含めて、落札減ありきということで、それで復活させようと

いう話が出ていたということで聞くんですが、実際はどうだったんでしょうか」との

尋問に、「（平成24年）６月の時点では、落札減の話は、私はなかった記憶があります。

（中略）その後、実施設計に移って行きまして、先ほど６月に市長の説明ということ

がございましたが、この時点では、実施設計図ができて、１億円ほどオーバーしてい

たと思います。それを、別途工事を設定をしないといけませんねという話をしたのが

６月の話だったのではないかと記憶をしています」と証言した。 

「実施設計作成者として、そのような意図を持って設計変更したのかどうか、伺い

ます」との尋問に、「私どもは設計変更はできないんです。契約約款を御覧いただけ

ばわかるんですが、北本市の監督員に基づかないと設計変更の行為はできませんの

で、設計変更に我々が言及することはまずはあり得ないと思います」と証言した。 

「多くの職員が、安井建築設計事務所も含めて、市長、副市長あたりから、とにか

く落札減が出るから、かなりのものが出るから、それを要するに財源にして変更を、
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抜いたものをやればいいんだというようなことがあったと。監査は、落札減などとい

う不確定な財源を当て込んで庁舎建設全体を計画するなんて、これはもうゆゆしき

問題であると、これ当然ですよね。そこに今回の一つの大きな疑問点があるもんです

から、当時、設計の中心にいらした証人としては、（中略）どのようにお考えになっ

たでしょうか」との尋問に、「まず、落札残というのは、我々設計者というのは本当

にわからないんですね。ですから、私どもが設計をするとき、落札残を見込んで設計

をすることはまずないです。これは正直なところ、そういう意識を持っていつもやっ

ています」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「平成25年６月６日に契約した３億3,579万円の変更契約についてお聞きします。

変更契約の設計は、いつから始めましたか」との尋問に、「変更契約ですが、冒頭、

委員長からもお話しがありましたけれども、我々は、北本市の契約約款第19条に基づ

いて作業しています。基本的には、監督員の指示等、今回発注者ですから、推進室、

市長と協議の上、開始しています」と証言した。 

「平成24年６月に実施設計ができたとき、25億円を１億円オーバーしているので、

別途工事を設定しなければいけないと証言しているが、間違いないですか」との尋問

に、「実施設計が終わったのは６月14日だと思いますが、そのときに市長にそのよう

な発言があったと思います」と証言した。 

「証人は、別途工事項目を除けば、市の提示した金額で発注できると発言していま

すが、間違いないですか」との尋問に、「基本的にはそれで間違いないです。ただし、

基本性能を満たす形で、ぎりぎり必要最小限のところまでスペックを下げています

ので、それに対して利便性とか、メンテナンス性で追加が出る可能性もお話ししてい

ると思います。例えば、天井については、岩綿吸音板ですが、当初発注のときは１枚

張りの全て化粧石膏ボードで発注していますし、駐車場は、これは市長の意向もあっ

て、砂利まきの状態、ぎりぎりの状態で発注している図面です」と証言した。 

「別途工事の指示は、北本市の誰からありましたか」との尋問に、「別途工事の指

示というか、まず基本設計の中で別途工事で外している内容ですね。ここは、後から

の工事でも場合によっては対応していただきたいと外した内容と、あわせて、基本設

計のときにも、基本性能ぎりぎりの必要最小限でいきましょうという項目について

は、政策推進課、それに担当とは合意していたと理解しています」と証言した。 

「別途工事に関して、１社見積りが多いが、なぜ３社見積りにしなかったのですか」

との尋問に、「その積算の内容については把握しかねますが、原則は３社見積もりだ

と理解しています。ただ、第１回変更の時期は、もう工事が始まっていて、たしか積

算が上がったのが４月ということは、工事が始まって６か月ぐらいたちますので、施

工者側からも、追加の変更があるんでしたら、早く決めてくださいという強い要望が

ありました。ですので、かなり急いでいた作業だと理解しています」と証言した。 

「安井建築設計事務所は、変更契約の工事費について、フジタから見積りをとりま
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したか」との尋問に、「私の記憶では、ないと思います。基本的には、12月20日に積

算開始というのは聞いています。ただ、その翌年の25年１月に、フジタから積算質疑

が来ていますので、並行して作業しているもんだと理解しています」と証言した。 

 

◖☻♩ ⌐ ∆╢  
「平成25年６月６日に契約した３億3,579万円の第１回変更契約についてお聞き

します。この工事の見積りについては、１社見積りが多いです。なぜ３社見積りにし

なかったんですか」との尋問に、「国土交通省の積算要領で、当初の採用した項目に

関してはそこに出すことになってます。そこを３社見積りをとると、当然高くなって

しまいますので、そのような高くなる予算書はつくりません」、「第１回設計変更につ

いては、12月の末ぐらいから図面ができ、４月の中ぐらいに積算を終えています。そ

の後に、市のほうで変更があったと聞いています。積算で私がやったのは設計図Ａと

いう形でつくって、それを渡して私の業務は終わっておりますので、設計図Ｂについ

ては、私業務していませんので、その業務に関して最後のところは、わかっておりま

せん」と証言した。 

 

ⱨ☺♃ה ─ ⌐ ∆╢

 
「３億3,579万円の工事の見積りをどこに出しましたか」「工事の見積りはされて

いないんですか」との尋問に、「工事の見積もりはしております」と証言した。 

「市では受けていないようですけれども、間違いないですか」との尋問に、「私も

はっきり覚えていませんけれども、設計事務所に一度提出させていただいて、提出さ

れていると私は考えておりますけれども」と証言した。 

「（Ⅱ期メンテナンス用移動室について）見積業者も下請業者もどちらも日本ゴン

ドラです。（下請会社）が設計会社に提出した見積金額は1,245万円です。（同じ下請

会社）に実際に支払われた工事代金は370万円です。３倍以上の開きがあります。価

格差があり過ぎます。余りに高い見積金額ですが、おかしくないですか」との尋問に、

「掛け率等がありますので、取引業者によって金額の上げ下げは多少あるかと思い

ますんで、おかしくないと思います、それについては」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「平成25年６月６日に契約した３億3,579万円の第１回変更契約について聞きま

す。入札ではなく変更契約としたのは証人の指示によるものですか」との尋問に、「記

憶にございません」と証言した。 

「入札にしたほうが公正な手続で、かつ低価格で契約できたのではないですか」と

の尋問に、「すみません、何の変更契約ですか」と発言したため、「平成25年６月６日

に契約した３億3,579万円の第１回変更契約です」と再度尋問したところ、「記憶にあ
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りませんが、工事の変更契約であれば、当然その工事を行っている業者に随意契約で

契約するのが最も有利ということで判断をしたのではないかと。訂正します。記憶に

ございません」と証言した。 

「それは証人が平成21年１月23日に決裁した工事等の契約内容の変更に伴う事務

取扱要領に違反していないですか」との尋問に、「それは記憶にございませんので、

何とも申し上げようがございません。判こを押して私が決裁しているんであれば、そ

れは私の責任において行った事務でありますので、その責任は私にあると思います

けれども、その変更を指示したかとか、その内容とか、そういうことがどういうふう

に行われたかとか、そういうことまでは記憶にございません」と証言した。 

「変更の指示とかをしないで部下が勝手にやることがあるんですか」との尋問に、

「部下が勝手にやることはありませんが、最終的に印鑑を押しているのが私であれ

ば、私の責任において事務が行われたということであります」と証言した。 

「ということは、証人の責任において要領に反して入札にしなかったわけです。そ

のため工事代金が高どまりし、余計な公金の支出になったのではないですか」との尋

問に、「その事務がちょっとよくわかりませんので、何とも申し上げようがございま

せん」と証言した。 
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北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事請負契約において、議会は、平成

25年第２回定例会で当該工事に係る議案「工事請負契約の変更契約について」（３億

3,579万円）を可決し、市は、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体と、契約金額を

３億3,579万円増額し、34億4,379万円とする変更契約（第１回変更契約）を平成25年

６月６日に締結した。 

また、市は、平成25年６月６日に締結した変更契約の後に設計を変更した事項及び

施工図において調整を実施した事項について、軽微な設計変更を実施するとともに

フジタ・伊田特定建設工事共同企業体と平成27年２月６日に変更契約（第２回変更契

約）を締結した。なお、この軽微な設計変更にあっては当該変更に伴う金額の増減が

10万円未満であることに伴う端数処理により契約金額には変更が生じず、変更契約

にあっては当該変更に伴う金額の増減が生じていないため、結果として契約金額に

変更は生じていない。 

その後、市は、平成27年３月に駐車場等に係る外構工事が完了したことをもって、

新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設に係るすべての工事を完了した。 

しかし、随時監査結果報告書において、「追加工事（変更契約）分のうち、新庁舎

及び（仮称）こどもプラザの造作家具、受付カウンター、移動間仕切り、ブラインド

等の備品の設置について、第１回変更契約に係る変更設計書と一致していない52点

の備品等のうち36点の備品等については軽微な設計変更を実施していることを確認

するとともに、そのうち33点の備品等については軽微な設計変更において一括精算

と称する手法により個々の精算額を明らかにしない手法を用いて調整がなされてい

ることを確認したが、残る16点の備品等については、第１回変更契約に係る設計変更

書と仕様が異なるにもかかわらず、その金額を調整されていないことを確認した」こ

と等を踏まえ、「監査委員は、個々の精算額を明らかにしない一括精算の根拠を回答

するよう、平成29年２月10日、市長に文書で再度依頼した」ところ、「市は、平成29

年２月28日、一括精算の根拠となる個々の積算額を回答することは困難である旨を

監査委員に回答した」と報告されている。 

この中で、議員控室の移動間仕切りについて、６か所設置の予定だったものを４か

所に変更し、減らした２か所は固定壁を施工した。減らした２か所の間仕切り（ＳＬ

Ｗ６＠188万円）の金額と固定壁の工事費の相殺が未調整となっていることがうかが

える。また、（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットについて、６個
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設置の予定だったものを未施工のままで設置に係る費用192万3,000円が市から施工

者に対して支払われていることから、その妥当性について調査した。 

 

≤⇔≡─  

（仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットについて、当初６個設置す

ることで設計金額内訳書に192万3,000円と計上されていたが、設置されていなかっ

た。また、議会議員控室の移動間仕切りについて、変更設計により６か所から２か所

削減し４か所とし、削減した２か所は固定壁に変更したが、設計金額内訳書には６か

所分計上されている。一括精算した精算書からは金額調整の記録が確認できない。こ

のことから、洗面化粧キャビネットの未設置と議会議員控室の移動間仕切りの２か

所削減された分の金額が未調整であることがうかがえ、妥当とはいえない。当該設置

に係る費用は市から施工者に支払われていることから、その費用の返還等の措置を

講ずることが必要であると判断した。 

 

≢⅝√  

ア （仮称）こどもプラザのトイレの洗面化粧キャビネットは、設計内訳書で

６台設置されることになっていたが、未設置であることが確認できた。この

ことは、契約に反している。 

イ 議会議員控室の移動間仕切りは、実施設計書で６か所設置されることにな

っているが、費用の縮減を図るため市、設計事務所、施工者において協議

し、６か所のうち２か所を設置せず固定壁に変更することに決定し施工し

た。しかし、費用の調整がされていない。 

ウ 設計図書及び設計内訳書に記載された仕様と施工において、材質と形状な

どが異なるもの52点が軽微な変更として一括精算で処理したとされている

が、精算書の書類等で個々の増減を示す具体的かつ客観的な説明が得られて

いないことから、個々の精算額が不明である。 

 

─  

─ ⌐ ∆╢ ─ⱥ▪ꜞfi◓ 
「（移動間仕切りについて）なぜ内訳書に入っていたのが、図面上で落ちたんでし

ょうか」との質問に、「移動間仕切りは当初設計で入ったものを一度外し、それを戻

しました。戻していく過程の中で、設計事務所とまず北本市の会派の数を検討します

と、全部移動間仕切りじゃなくとも、最大２間までつながれば数は確保できると思い

ましたので、固定壁にすれば変更設計額は少しでも抑えられる可能性がありました

ので、ＳＬＷ６のうち２枚を固定壁にしましょうということで、設計事務所と打ち合

わせをしました。それで、図面のほうは反映されているんですが、図面をもとに積算

部署は積算をしますので、全部をＳＬＷ６を移動間仕切りにしたままの設計書で上

がってしまい、それがそのまま設計書となってしまったということで、固定壁は含ま
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れていないというところで不整合が生じたと思います」と述べた。 

「こどもプラザのキャビネットがなくなったことについてはどういう経緯だか、

わかりますか」との質問に、「キャビネットの下の配管などを隠す部分、それからそ

れを固定するフレームなどですが、庁舎も含め、全てが一旦縮減の中で取りやめとな

りました。その中で、変更設計で戻していくという決定をしていく中で、洗面化粧の

中のキャビネットについては戻すという方針が決まり、それで戻ったと思います。た

だ、それも、これは設計と積算の話だと思うんですが、積算は全て、トイレについて

はキャビネット、目隠しが戻ると判断し、図面を書く担当者は、洗面カウンターが一

回り大きくなってしまうので、それがこどもプラザのトイレでは、逆に使い勝手に影

響が出るというところからか、下作業、図面のほうでは反映させないで変更設計がま

とまったというところで不整合が生じたんだと……」と述べた。 

「設計書のほうは積算には全然影響しないんですか」との質問に、「まず設計図、

図面があって、それをもとに積算を」と述べ、「図面のほうがきちっとなっていると

いうことであれば、16点についても、６月に第１回の変更工事をして３億3,500万、

そのくらいの増額補正を組んでいるから、その中で調整がきいているんじゃないの

か」との質問に、「変更契約時に、先ほど言いました固定壁に図面のほうは直りまし

たが、その内容が積算に反映されなかったんです」と述べた。 

「反映されていない」との質問に、「はい。一律スライディングウォールを戻すと

いう。ただ……」と述べ、「第１回の変更工事のときに３億3,500万からの契約で、払

っているでしょう。追加で変更契約……」と述べ、「契約しているんでしょう」との

質問に、「はい」と述べた。 

「その中には反映されていないのか。今、設計図から積算するって言われたじゃな

いですか」との質問に、「図面から積算を進めていきます。図面と設計書に不整合が

あったので、積算書ではスライディングウォール全てが入っている金額となってい

ますし、キャビネットも全て入っているという金額になって契約をしてしまったん

です」と述べた。 

「監査委員が言うように、16点については精算がされていないということなのか」

との質問に、「最終的にもそこが、いろんな変更のリストを取りまとめていく中でも

ずっと見逃されてしまったと」と述べ、「さっき言ったように、ほうれんそう（報告・

連絡・相談）がなかったら知らなかったんでしょう、（監督員）ね」との質問に、「安

井、フジタからはなかったので…私も気がつかなかった。（中略）この16点について

はリストからも漏れてしまったため確認ができなく、監査によって指摘されたとい

うところです」と述べた。 

 

⌐ ∆╢ ─ⱥ▪ꜞfi◓ 
「最終的には工事監理の委託をした安井建築設計のほうできちっとやっていただ

いていない、あるいは何かしらの変更があったことが反映されていないのか、その辺

についてはどういうふうに」との質問に、「実際、今回第１回の変更があって、第２
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回の変更があったわけですけれども、そのほかに軽微変更ということで、100何項目

かの変更を多分していると思うんです。その一つ一つをチェックといっても、なかな

かそれは難しい話があると思うので、実際、図面を作成して、なおかつ金額を、実際

その変更額が、軽微変更ということですからゼロ変更になるわけなので、その中でゼ

ロに追っつけるための作業は多分されていると思うんです」と述べた。 

 

⌐ ∆╢ ─ⱥ▪ꜞfi◓ 
「全部で50点か60点ぐらいの指摘の中で、33点の備品については軽微な設計変更

等において一括精算したため、個々の積算額が不明であるということが判明したと。

これも我々から見ると、軽微なものがどの程度のものを指しているのかわかりませ

んけれども、これも一括精算という非常にわかりにくい処理の仕方をしているとい

うことはあるわけですけれども、建築にかかわっていて、日常的にこういう業務をさ

れている（検査員）から見て、この33点の備品の軽微なものという理由のもとで一括

精算して、一つ一つのものがどのような流れの中で処理されていったのかわからな

いような報告ということについては、どのように考えますか」との質問に、「一括精

算、建築用語でないのでわかりづらいんですけれども、多分、一式幾らとかそういう

積算をしているのかなと想像するんですけれども、一式幾らの中には、そこには別紙

の明細書があるわけなんです。それを積み上げて、一式で幾らという項目になってく

るんですけれども、そういう精算の仕方をすべきなので、一括で軽微だから、それは

もうはしょってしまうという、そういうやり方ではないのかなと、本来のやり方では

ないのかなと思います。それは内訳があってしかるべき話が当然なのかなと思って

います」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
「こどもプラザ３階トイレの洗面化粧キャビネットがついていませんが、なぜで

すか」との尋問に、「この経緯については、監査委員会のときにもありましたけれど

も、最終的な食い違いについての是正がされなかったんだとに思っています」と証言

した。 

「なぜ食い違いが是正されないんですか」との尋問に、「基本的には、我々の監理

と、監督員で、通常、図面との食い違いがあった部分については、施工者からの質疑、

あるいは連絡帳等で確認するルールになっています。今回、そこが抜け落ちていたの

かなと理解します」と証言した。 

「抜けたということですけれども、北本市はこどもプラザ３階トイレの洗面化粧

キャビネットがついている金額を支払っています。高い金額を支払わされたことに

なっています。どういうことでしょうか」との尋問に、「最終的にそれを変更に入れ

るか、入れないかの判断するのは監督員でありますので、監督員が何らかの判断をし

ていただいたのか、それを最後まで見逃していたのかという、いずれかだと思ってい
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ます」と証言した。 

「議会の控室のスライドが本来６本付くように計画としてはあったけれども、途

中で設計会社と話をして、（市の監督員）も言っているんですけれども、２本は壁に

しようということになったというような話を伺っているんです。それは、証人も関わ

っていることですか」との尋問に、「それは、庁舎等建設特別委員会の、議会で了解

された事項と理解しています。たしか、設計変更のとき、平成24年11月ごろの議会で。

といいますのも、監査のときにも説明をさせてもらいましたけれども、当初、第１回

の設計変更を開始したときには、まだ６本入っている状態で積算を開始しています。

最終的には、それが11月以降─年明けかわかりませんけれども、議会で、そのときた

しか、これも桂前議員からもお話を聞いていますが、議場のスペックを落としてくだ

さいというお話がありました。それは、けんらん豪華な議場であっては、市民目線も

あるのでということで。それに対して、幾つか減額案を提案しています。その中の一

つとして、議員控室の可動間仕切りの数を減らすと、あるいは可動間仕切りの遮音性

能を下げるということで、幾つかの提案を差し上げています。それが、第１回設計変

更の図面作成と並行しておりましたので、当初は全部入った状態で積算をしている

んですが、その後、議会での了解を得たということで、最終的に施工者と北本市の契

約の協議の中で修正されて、その契約に基づいた形で図面を修正してくださいとい

う依頼があって、最後、図面を修正しました」と証言した。 

「結局、先ほどの洗面化粧キャビネットもこの間仕切りも、別途契約をするための

設計金額として積算されているというところがあるわけです。実際はそれが金額調

整が最終的にされていないので、こことここの差がどこへ行っているのかわからな

いというのが監査の報告で。そうすると、これは、もちろん施工者側の責任もあるけ

れども、少なくとも設計監理と施工者と市との間で、何度か十分協議しながら進めて

いっていると思うんですが、市の監督員もそれらのことについての報告は一切受け

ていないので、その辺の調整はよく理解できていなかったというなんですが、そうい

うことは、どこに問題があって、どのようなところの責任というか、監理上の問題が

発生していると考ますか」との尋問に、「まずスライディングウォールについての内

容は、最終的に我々が積算したものと違う形で契約になりましたと。その数が減るの

は、我々が積算をやっている間に議会の承認がとれましたので、それを追加事項とし

て契約の中に織り込みましたという話ですから、その中で、施工者と市の間で契約を

結ぶ間で整理されているものだと我々は捉えています。それに対して、我々は指示の

あった形に、じゃ、最終形の図面はこう直しますという指示で直しているのが、スラ

イディングウォールについてはです。洗面化粧キャビネットについては、正直、我々

の出している図面と内訳の内容が食い違っている部分がありましたので、それを現

場の中で是正し切れていないところがありますので、結果からいうと、図面どおりで

きてしまったと。ただ、積算上は食い違ったままの数字が残ってしまったといったと

ころで、最終段階でその是正を我々も見逃していましたし、監督員の方も見逃してい

たという、そういう状況だと思います」と証言した。 
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⌐ ∆╢  
「監査委員から、追加工事で設置されるはずだった備品等について、実際に終わっ

た後に現場を調査をした結果、数量が合わない、足りない、変わっている、付いてい

ないといったようなものも含めて、しかもそれらが金額の調整もされていないとい

うような指摘が、16点の備品類がありました。そのうちの一つが、議員の控室の移動

間仕切りが当初、全部で６本つくようになっておりました。それが変更で、２本につ

いては壁にすることになりました。壁になるということで、図面も壁になっています。

しかしながら、金額を設計する書類においては、そこの調整がされないままに業務が

終わっている。そのために、固定壁になった費用は抑えられると設計事務所と話し合

ったと、市の監督員は説明しているけれども、変更設計金額に反映されていなかった

ことは知らなかったと証言をしているんですが、なぜこれらの金額は調整されなか

ったと考えますか」との尋問に、「設計図から施工図を起こす時点で、変更要望とし

てそれが入っておりました。そのスライディングウォールが幾つか抜けていたのは

把握したんですけれども、その設計書、いわゆる金額を書いた書類というのは私は持

っておりませんので、そのチェックは私はしておりませんでした」と証言した。 

「それは、工事監理という業務の中には含まれないものなんですか」との尋問に、

「設計変更業務とその金額の調整については、工事監理業務には入っていない、北本

市の契約約款の中にも、監督員が行う業務だと記されていますので、工事監理業務に

は入っていないと考えています」と証言した。 

「そうしますと、その調整というのは、最終的にはどこで、どんな形で調整される

べきものだと証人は考えますか」との尋問に、「最終的には、監督員が調整して、金

額の調整をするものだと考えております」と証言した。 

「監督員は、報告も、連絡もなかったので、全く知らなかったということですが、

そういうことはあり得ないということでしょうか」との尋問に、「通常、それはあり

得ないと思います」と証言した。 

「同じように、こども図書館のトイレの洗面化粧キャビネット、これも当初はゼロ

の状況ですが、変更設計で６個設置することになり、追加として192万3,000円が設計

金額に計上されました。しかし、実際は１個も設置されていない。洗面化粧キャビネ

ットが設定されていないことの状況については、工事監理者としてはどのように考

えますか」との尋問に、「設計図から施工図を起こしたときに、既にそのキャビネッ

トはなかった。施工図どおり施工されておりますので、問題はないと考えました」と

証言した。 

「そうすると、施工者側のミスというか、責任ということになると考えますか」と

の尋問に、「施工者側のミスかどうかわからないですが、何らかの変更の指示があっ

て、それで施工図が作成されたと考えています」と証言した。 

「市の監督員は、この洗面化粧キャビネットについては何も把握していません。誰

が変更したんですか」との尋問に、「私はわかりません」と証言した 
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「施工者のフジタが勝手にやったんですか」との尋問に、「施工者かどうかわから

ないです」と証言した。 

「施工者は、勝手にやってないと言うんですよ。そうすると、安井建築設計事務所

が勝手に変えたんじゃないんですか」との尋問に、「勝手に変えたかどうかは別とし

て、少なくとも私は変えておりません」と証言した。 

「市の監督員は、洗面化粧キャビネットについては、もともと打ち合わせた記憶も

ないし、報告もなかったということです。しかしながら、変更契約の設計積算書の中

には、６個設置するということで192万3,000円計上されているんです。結果から見れ

ば、こういうものがついていないことは明らかで、現場を確認してもですね。なおか

つ、フジタもその材料を発注している事実もないということなんです。実際にそうい

う状況なので、工事監理をしていく中で、完全に見落とされていたものなのかどうな

のかは、工事監理上の問題はないんだろうかが、我々委員会の今、１つの疑問点にな

るわけですけれども、工事監理者としては、改めて伺いますけれども、どのように考

えますか」との尋問に、「設計図から施工図が起こされたときに、既になしの状態で

出てきましたので、それを正と考えて、現場等のチェックをいたしました」と証言し

た。 

 

ⱨ☺♃ה ─ ⌐ ∆╢

 
「一括精算は施工者であるフジタ、あるいは工事監理をしている安井建築設計事

務所の間で打合せの上精算されている（か）」との尋問に、「当然、プラスマイナスゼ

ロ、要するに金額がゼロになるということ自体については何度も書類を提出させて

いただいて打合せして確定しています。ただ、ぽんと一発でゼロになっている書類自

体が私ども持っていませんので、あくまで一覧表とたしか増減精算表の内訳を一緒

に添付してその中でお話しさせていただいて、最終的にゼロになってはいるんです

けれども、変更項目は、当然別紙の添付資料に載っていた分全て網羅されております

ので、そういう認識でおりました、ずっと」と証言した。 

「こども図書館のトイレの洗面化粧キャビネットですが、当初設計でゼロ、変更設

計で６個設置になり、192万3,000円計上していますが、実際は設置をされていない。

このことについて証人は確認をしていますか」との尋問に、「これについては、当初

何度も変更がございましたんで、当初たぶん図面には存在していたと思うんですけ

れども、たしか変更でなくなっていると思います、これにつきましても。どのタイミ

ングで修正になったかとは私も記憶にない、覚えていませんですけれども」と証言し

た。 

「市の監督員である職員の証言では、洗面化粧キャビネットについては、そういっ

たなしにするという打合せをした記憶がないと証言していますが、その点について

どうでしょう」との尋問に、「基本的には当然協議して、当然検査も最終で受けてい
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ますので、勝手に変更したとかそういうことはないと思います。必ず協議して工事は

入っていると思います、これについては」と証言した。 

「議員控室の間仕切り壁について、ＳＬＷ６が３枚設置を２枚は固定壁にし、間仕

切り１枚になっております。証人は固定壁で費用を抑えられると設計事務所と話し、

設計金額に反映されていなかったことは証言しているようですが、なぜ調整しなか

ったのでしょうか」との尋問に、「ちょっとこの内容はよく私も理解しておりません」

と証言した。 

「間仕切りについては固定壁にすることで費用は抑えられますね」との尋問に、

「抑えられます」と証言した。 

「それで先ほどちょっと知らないというようなことをおっしゃっていましたけれ

ども、精算の段階でなぜ調整されなかったんでしょうか」との尋問に、「ちょっと私

も記憶が定かでないんですけれども、最後の増減精算のときに多分精算の対象にな

っていたんじゃないかと思いますけれども、これについては一番最終で。一番最後に

精算したときに、プラスマイナスゼロで終わったときに、精算されているという私認

識だったものですから。途中段階での資料でちょっと私もどれがどの最終段階かと

言われるとわからないんですけれども、減っているのは確かに減っている事実、それ

は当然こういうふうにしてくれというようにはもともと要望がありましたんで、普

通の間仕切りに変えております、それは」と証言した。 

 

ⱨ☺♃ה ─ ⌐ ∆╢

 
「児童館のキャビネットの未設置の件、これについてはその後、何か思い出された

ことはございますでしょうか」との尋問に、「それにつきましては、前回、多分書類

で提出させていただいていると思うんですけれども、私たちが受領していた設計変

更というのは、最終的には設計変更されていた図面で発注業務を行うんですけれど

も、たしかそれにはもともと存在しなかったという話だったと思います。それで、当

然、図面にも存在しないものを我々のほうで発注できないので、そのまま発注せずに

終わっている。要するに、もともとなかったという認識になっています」と証言した。 

「設計図になかったから施工図に落とさず、したがって、キャビネットについては

設置をしていないということでよろしいでしょうか」との尋問に、「はい」と証言し

た。 

「それから、議員控室の可動間仕切りの件です。これも、当初予定されていた数か

らしてみますと、２本が壁に変更になって固定壁になっている。というのは、それで

よろしいですね、その辺の認識」との尋問に、「後から書類でうちも提出しているか

と思うんですけれども、これもたしか第１回─―協議中はどうだったか、ちょっと私

もはっきり覚えておらんのですけれども、第１回設計変更の際の契約図では、もう今

の形になっていたと認識しています」と証言した。 
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「今回、当委員会で、フジタから資料提出を受けた一覧表があるわけですけれども、

その中では児童館のキャビネット、そしてまた可動間仕切りを壁にした。だから、２

つ固定壁に変更になっている、その辺の精算が一覧表の中にはないわけですけれど

も、したがって、未精算になっていると思われるんですが、その点についてはいかが

でしょうか」との尋問に、「先ほど申し上げたとおりで、当然、図面に、契約図に反

映されてなかったので見積もり自体をしてないので、物自体が存在していないとい

う認識になっています。もともとですね、要するに契約した時点で。当然、契約図っ

て契約したときにいただいていますので、第１回変更図とか初期の契約図はいただ

いていますので、そこから変更の過程でいただいた書類の中には、もう既にそれは存

在してなかったので、もともとそれ自体を見積もりしたという経緯がありません。だ

から、それが変更なったという認識、私はちょっとそこまではっきり覚えてなかった

ので、一応調べたんですけれども、要するにもともといただいた契約図の中に存在し

なかったと。だから、当然、存在しないものを見積もりできないので、精算対象に多

分してないと思います、それについては」と証言した。 
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北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る設計意図伝達業務及び工

事監理業務委託の契約については、市の担当者が当初予算内の設計金額で起案し、

石津前市長に決裁を受けた後、安井建築設計事務所に見積りを依頼したが、安井建

築設計事務所から提出された見積金額は市の設計金額を大きく上回った。そこで、

石津前市長の指示で金額を調整し、当初予算額を上回る金額で１者特命の随意契約

をしている。 

また、当初予算内で積算した設計金額を一度前市長が決裁したが、その後、設計

金額を上回る見積金額が提出され、金額を調整した後起案書が差し替えられた。そ

のため、差し替えられた元の起案書が破棄されたことを含め、契約に至る経緯の妥

当性について調査した。 

調査の結果と経過は以下のとおりである。 

 

≤⇔≡─  

北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る工事監理業務及び設計意図

伝達業務委託の契約については、安井建築設計事務所から当初予算内の設計金額を

上回る見積金額が提出されたが、競争見積方式に切り替えず１者随意契約を進め、当

初予算を約１千万円上回る金額で契約したことは、好ましいこととはいえない。 

また、石津前市長からの指示があったとしても、当該随意契約が、西岡元副市長、

庁舎建設推進室長（当時）、担当者（当時）を含めて組織的に行われていることは、

全体の奉仕者である地方公務員のとるべき適切な対応とは言いがたい。 

さらに、一度石津前市長が決裁した起案書が差し替えられ、また差し替えられた元

の起案書が破棄されていることは、遺憾である。 

なお、差し替えられた元の起案書の一部が破棄されたことは、刑法第258条の公用

文書等毀棄に該当する可能性がある。 
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≢⅝√  

ア 当初予算の3,847万6,000円は、市建築開発課担当者が県基準を基本に積算

した金額であるので、契約できる妥当なものであったと考えられる。 

イ 平成24年９月５日、設計金額3, 562万6,500円で見積徴取のための起案をし、

石津前市長の決裁を受けて安井建築設計事務所へ見積りを依頼した。その後、

同月11日、安井建築設計事務所から5, 334万円の見積書が提出された。設計額

を約1,500万円以上上回っていたので、この時点で競争見積方式による随意契

約や入札方式に切り替えるという方法も考えられた。 

ウ 西岡元副市長が、石津前市長から価格を調整するよう指示を受け、安井建築

設計事務所と予算を超える価格調整を行った。その結果、安井建築設計事務所

が580万円の出精値引きをし、市がそれに合うように予算を増額して契約に至

った。 

エ 庁舎建設担当職員（当時）は、安井建築設計事務所と価格調整をした設計金

額の4,725万円に合わせるため、通常工事監理の積算では使わない、「複数棟」

という設計で使う計算をしたら、およそ目途額4,800万円となった旨の証言を

した。 

オ 平成24年９月４日に、石津前市長が決裁した当初予算（3,847万6,000円）内

で積算された設計金額（3,562万6,500円）の起案書の一部が後日予算の記載の

ない新しい起案書に差し替えられたことは、文書の改ざんにあたり公文書作

成・管理がずさんであったといえる。 

 

─  

─ ⌐ ∆╢  
「平成24年度当初予算編成に当たり、新庁舎建設工事継続費に計上する設計意図

伝達業務委託費と工事監理業務委託費の積算設計書は、どなたが、いつごろ作成し

たのでしょうか」との尋問に、「建築開発課に積算依頼をして、積算をしてもらった

ものを予算計上したという形になります」と証言した。 

「証人が最初に積算した3,800万円がありますよね。この金額を出された過程の中

で、今後、契約をするに当たって、この金額で十分委託業者が決められるんだとい

うことについて、担当レベルで議論をされて、最終的にどのようにして積み上げた

のかをお尋ねしたい」との尋問に、「基本的にはこの当初の設計書、予算をとったと

きの設計書については、もちろん県の歩掛といいますか、計算書に基づいてやって

いるものですので、そのままもちろん予算化していますので、これで契約できると

考えて、そのときは予算計上しています」と証言した。 

「証人は大変この種の業務に長く関わってこられたというお話をいただきました。

これまでも、県の基準をもとにして、面積等いろいろな条件を入れて設計積算をし

て設計書をつくって、その範囲を、例えば3,800万円が4,800万円に大きく超えてい

って、入札が不調になるというようなことは、御経験の中でどういうふうにお考え
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ていますでしょうか」との尋問に、「工事監理自体がそんなに件数は多くないんです

が、工事監理で不調になったというのは記憶にありません」と証言した。 

 

─ ⌐ ∆╢  
「平成24年度当初予算編成に当たり、新庁舎建設継続費に計上する設計意図伝達

業務費と工事監理委託業務費の積算設計書は、どなたがいつごろ作成されたという

ふうに御記憶されているでしょうか」との尋問に、「24年度の予算をとるために、我々

のほうは設計の通常委託業務の歩掛はございませんので、都市整備部建築開発課に

依頼をして積算をしていただきました」と証言した。 

「当時の庁舎担当の責任者、管理職の一人として、この3,800万円何がしかの予算

金額で、十分工事設計発注が可能である金額であると考えて多分つくられたものだ

ろうとは推測しますけれども、現状において、そのことについてどのようにお考え

になられていますでしょうか」との尋問に、「我々は県の歩掛を使用して積算をして

いますので、それが間違いだとは思っていません」と証言した。 

「ただいまお手元にあるものは、私工藤日出夫が、意図伝達と工事監理の委託費

の一般質問をするときに、当初予算の積算根拠を確認するため、平成26年９月18日

に資料請求し、執行部から議長に提出され、議会事務局に保存されているものです。

この平成24年度設計業務委託設計書は、証人が設計者から提出されたものと同じよ

うな内容であるとお感じになられますでしょうか」との尋問に、「私は、平成24年５

月31日をもって庁舎建設担当が私の手元から離れまして、それ以降の設計書につい

ては携わっていません」と証言した。 

 

─ ⌐ ∆╢  
本業務の契約に至る経緯について、「なぜ、議会が承認した予算を約1,000万円上

回る設計金額になったと思いますか。この間の経緯も含め、御説明ください」との

尋問に、「見積りを当時の安井建築設計事務所に依頼したところ、設計額、予算範囲

内の3,800万円を超える数字で見積りが出てきました。それによって、起工をまた最

初からやり返す形で指示がありまして、起工をやり変えました。金額については、

具体的にはっきり覚えていませんが、当時の室長と業者とのやりとりで行ったもの

と考えています」と証言した。 

「まず、最初の設計基準との3,800万円の予算と、今回4,800万円にするための、

4,700万円ぐらいの設計書が上がっていますよね。同じ役所の中において、同じルー

ルの中においてつくっているものが、なぜ1,000万円も金額が大きく変更するような

設計書になったのか。そして、そこに向かってどういう人たちがどんな形で関わっ

ていたのかを、証人が御存じであればお話を聞かせていただきたい」との尋問に、

「本来であれば、県の基準に定まった3,500万円程度の設計で行えばいいところ、実

際見積りをとりましたら、安井建築設計事務所の金額が設計を上回る数字になりま
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して、その段階で私にも、金額、予算を削るなとかいうことが、議員からも直接話

がありました。副市長からも、安井建築設計事務所の見積りに合わせて契約をしろ

という話が直接ございました」と証言した。 

「この安井建築設計事務所から出てきた見積金額は、お幾らぐらいだったんです

か」との尋問に、「正確には覚えていないんですが、5,000万円を超える数字です」

と証言し、「5,000万円を超える金額だったのではないかということですと、約1,500

万円ぐらいの差があります。この1,500万円の差を、どのようにして見積りについて

対応しようとされたのでしょうか」との尋問に、「継続費の費用の中で対応した記憶

がございます」と証言した。 

「（起工を）最初からやり直したほうがいいんじゃないかという指示を出されたの

はどなたですか」との尋問に、「副市長です」と証言した。 

「副市長から最初からやり直すような指示を出されたときに、証人はどのように

感じましたか」との尋問に、「非常に違和感を感じました」と証言した。 

「大変違和感があったという証言をいただきましたが、この指示に基づいて、上

司も含めて、部内、課内でどのような御議論をされたんでしょうか」との尋問に、

「その辺は、ちょっと記憶が定かでございません」と証言した。 

「今、証人は、おおよその金額で3,800万円ぐらいの予算で3,500万円ぐらいの積

算をしたのではないかというお話でしたけれども、今、私たちが地方自治法第100条

に基づいて、執行部に記録の提出を求めましたところ、記録が存在していないんで

すけれども、こういうような記録が実際には当時、証人がお仕事している段階では

そういう起案が出されたと御記憶なされているのかどうか、お尋ねをいたします」

との尋問に、「私がいた当時は、その起案用紙にバッテンをつけて保存していた記憶

がありますけれども」と証言した。 

「バッテンをつけたということは焼却というか、それは廃棄してしまったという

意味でしょうか、どういうことなんでしょうか、詳しく証言していただけませんで

しょうか」との尋問に、「バッテンをつけて、そのままフォルダーに保存した記憶が

ございます」と証言した。 

 

─ ⌐ ∆╢  
「なぜ、議会が承認した予算を約1,000万円上回る設計金額になったと思いますか。

この間の経緯を含めて説明してください」との尋問に対して、「まず、平成24年当初

予算、合計約3,800万円のことについては、私が着任したときに、3,800万円ほどの

予算があることはわかりました。私が９月に着任、異動して、異動時からこの工事

監理、意図伝達業務の設計書の起案に携わりました。異動してすぐ、工事監理の起

案をしたときに、この予算に、3,800万円の予算に合う設計額について起案をしまし

た。その起案は、前任者でデータ等はほぼ作成され、それを出力し、内容を見て起

案しました。その起案をしましたところ、こちらは随意契約で行うということはあ

らかじめ指示がありました。それは設計事務所、設計を行った設計事務所です。そ
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の随意契約の起案を行い、見積りが提出されたところ、上司から見積額が設計額と

合わないという報告を受けました。その報告の後、工事監理の見積りの内容につい

て確認する打合せがあり、私も出席しました。そのときに、たしか約5,300万円の見

積りだったと記憶しています。その後、その打合せが終わった後、上司から元の設

計額を増額するという方針となり、指示があり、今、委員長がおっしゃられた９月

４日、９月５日の4,855万円の設計書を作成することとなりました。それが4,855万

円に至った経緯です」と証言した。 

「証人は、予算の範囲内で（前任者）が当初関わって積算したものをさらに精読

して、最終的にこの金額で委託業務の見積り徴収が可能だと判断されて、見積り徴

収の起案をし、見積り徴収したということになるのでしょうか、いかがでしょうか」

との尋問に、「通常の設計監理委託料の積算の方法を用いているやり方でしたので、

それが適正妥当だったと思います、妥当です」と証言した。設計事務所からの説明

について、「今回、新庁舎の工事につきましては、まずⅠ期工事があり、解体工事を

挟んでⅡ期工事、それから最後、残りの建物の解体工事ということで、工事期間が

通常より長期になることと、それから今回、配属させる技師について、技師Ａとい

う上位の技術者を配置するということにより、その積算の結果、5,300万円となった

という説明でした」と証言した。 

4,800万円の積算について、「4,800万円の設計書についています、こちらの後半の

部分ですが、まず見積りの結果合わなかったということで増額の指示がありました。

そのときに4,800万円を目途にということを受け、これはちょっと困ったといいます

か、通常の積算とは異なり、どうしたものか考えました。通常では、設計委託業務

の発注のときの積算方法の中に、複数棟の場合、棟を合算して計算する方法があり、

通常は設計で使われるんですが、工事監理の積算では、今までそういった建物の事

例もなかったんですが、そちらを使うことで増額が可能になる可能性があるという

ことで積算したところ、およそ目途額となりましたので、そのような設計書でまと

めました」と証言した。 

「4,800万円を目途に増額するという方針、または指示は、どなたから伺いました

か」との尋問に、「私は（当時の）主幹から受けました」と証言した。 

「幾つか私が見た感じで、素人ながらちょっと変だなと思うのは、設計事務所は

技師をＡ、いわゆる技術の高い人を入れなきゃ駄目だとおっしゃっている。しかし

ながら、証人が積算したところ、技師Ｃという単価しか出てこないわけですけれど

も、何ゆえに、技師Ａが、こちらのほうの設計書をつくるときには反映しないでつ

くったんですか」との尋問に、「まず、目途額が示されました。その示されたものと

なるように設計書を作成しましたが、作成する上では、やはり基準となるものに少

しでも沿った形となるような設計書をということで、先ほどの設計業務委託のとき

に使われることがある複数棟の捉え方、それが基準ですとか起案名に書いてあった

りしています。それから、技師については技師Ｃを基本とするということが基準に

書いてありました。そちらを変えることはできないと思い、技師Ａは使いませんで
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した」と証言した。 

「元来、出精値引きというのはどういうものだとお考えでしょうか。また、この

内容を見て、この金額に合わせなさいという指示は、どういう意味だと考えました

か」との尋問に、「出精値引きを見たのは、増額の指示が出て、それから目途額に合

う設計書ができ、それから見積り、正式な見積書として出されたものの中で、出精

値引きがありました。もとの見積りがあるのを主張したような見積書をつくられた

なとは感じました。その打合せのときではないんですね、その後に出されたのが出

精値引きということで、そういうふうに捉えました」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「議会が承認した予算を約1,000万円上回る設計金額になったと思われますが、こ

の間の経緯を含め説明してください」との尋問に、「９月の上旬にこちらの起案を起

こしました。その起案は、多分予算額ではなかったかと思います。予算額で起案を

したところ、相手方から予算額を超える見積りが出され、その段階で、見積りの相

手方といろいろと内容について協議をしました。その結果として、予算額は超えて

いますが、先ほど委員長からありました4,855万2,000円という起案に至ったという

ことです」と証言した。 

「安井建築設計事務所から見積りが5,500万円ぐらいの予算を大きく上回る見積

りが出てきました。この見積りが出てきたことについて、証人は室長としてどのよ

うな対応をとられたのでしょうか」との尋問に、「金額の開きが大変大きかったもの

ですから、ある程度金額も今も覚えてございまして、回数は明確には覚えていませ

んが、担当者とともに安井建築設計事務所の技術者ですか、そういったものと３回

から４回ぐらい庁内での打合せを持ちまして、その見積額についていろいろと尋ね、

また調整をしていたところです」と証言した。 

「この4,700万何がしかの契約金額に、打合せ会議では折り合いがつかなかったと

いうことは、この金額を決める上で、最終的な決断は、どの辺のレベルで行われて

きたものなんでしょうか」との尋問に、「常にこの会議が終わりますと、予算、金額

のことですので、私の上司であります部長なり副市長に話をしています。ただ、先

ほども申し上げましたように、期日が迫るということで、ある程度の金額を提示さ

れたということで、上司に判断を仰いだというところです」と証言した。 

「その指示を受け、証人はその後の対応をどのようにとられましたか」との尋問

に、「まず、既に起案が起きておりますので、その起案の取り直しをしました。この

4,855万円で再度、起案を起こし直したということで、その後の手続を行ったという

ことでございます」と証言した。 

「増額をした4,855万円の起案書ですけれども、設計額として4,855万円と記載が

あります。しかし、予算額が記載されておりません。このことについて、何か記憶

はありますか」との尋問に、「当然予算を上回っておりますので、多分予算額のとこ

ろは記入をしなかったのかなと。これはあくまでも自分の記憶の外でございますけ
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れども、そういうふうに思っております。ただ、あくまでも継続費ですので、その

中で金額が動くといいますか、流動するといいますか、そういう気持ちはあったか

なと思います」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「なぜ予算を1,000万円上回るような契約の設計金額になったのかについて関係

者に証言を求めたところ、4,800万円を目途に設計するようにとそれぞれの上司、最

終的には副市長から指示がありましたという証言を得ておりますが、当時の関係者

の一人として、このような指示をどのような形で出されましたか、そのことについて

証言いただきたいと思います」との尋問に、「具体的な記憶がない部分もあるんです

が、最初、起案の3,800万円でしたか……。予算で起工伺が回ってきて、当時、上司

のほうから─市長ですね。工事の契約の前にこれは早く契約しろという指示が市

長と議員からありまして、かなり急がした記憶がございます。その中で上がってきた

金額が、ちょっと大きな金額だったような気もするんですけれども、予算に収まりま

せんという報告が当時の担当から私に上がってきました。私のほうからは、それじゃ

一般競争入札にしたほうがいいんじゃないのということを申し上げたのと、そうし

たら、担当から、それじゃ、市長がだめなんですという話がありまして、だめだとい

うのは、この会社じゃないとだめだという意味です。この会社じゃないとだめだった

んだったら、予算の範囲内に収めるよう交渉するしかないじゃないのと言って、その

内容を市長に報告しておくようにという形でおったんですけれども、その日だった

か後日だったか、ちょっと記憶はないんですが、市長のほうから、これじゃちょっと

高いから値段の交渉をしてこいという指示を私受けまして、具体的な金額を示され

たかどうかは記憶にありませんが、担当に命じて建築設計事務所と協議するように

ということで、値引き交渉の場に立ち会った形になります」と証言した。 

「値引き交渉には同席しているという証言でよろしいんでしょうか」との尋問に、

「市長の指示のもと、交渉に立ち会っております」と証言した。 

「市長の指示のもとに値段の価格交渉をされたということですけれども、金額等

の最終的な決定といいましょうか、おおむねこれぐらいの金額でいこうという御判

断は、その交渉の結果、交渉の場におられた副市長が御判断されたのでしょうか、そ

れともそのさらに上のレベルの話だったのでしょうか」との尋問に、「最終的には市

長に報告して承認をいただいております」と証言した。 

「早く契約しろと言ったのが市長と議員という証言だったと思いますけれども、

それぞれ具体的にお名前を言っていただけますか」との尋問に、「石津賢治前市長と

桂祐司前議員と記憶しています」と証言した。 

「副市長から部長に、部長から担当課にという（指示の）流れは、当時はどうだっ

たんでしょうか」との尋問に、「当然私のほうが指示をして動いていますけれども、

重要なものについては、全て市長の指示のもと私やっておりますので、このような大

きなものについては私の指示でできるはずがないと認識しています」と証言した。 
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⌐ ∆╢  
「設計意図伝達業務と工事監理業務委託は、安井建築設計事務所を１社随意契約

でという話については、契約する前から話はございましたか」との尋問に、「一般的

になんですけれども、基本設計を受託すると、実施設計と監理というのは通常ついて

きちゃうもんなんですね。ですから、私どもから、随意契約にしてほしいと働きかけ

たことはございません」と証言した。 

「値引き交渉では、証人とともに、（企画本部総括）が大変関わりが深いという調

査報告書も我々には来ているわけですけれども、そのような状況であったと考えら

れますか」との尋問に、「金額的なものは、私が原案をつくって、弊社（企画本部総

括）の了解を得て、北本市に提出するという流れでやっておりました」と証言した。 

「証人から市のほうに提出された見積書、こちらの金額に関して、市の積算と差異

があったことについては御記憶ございますでしょうか」との尋問に、「北本市の建築

のやり方が、まず半分建てて、壊した後にまた半分建てるという、通常の工期よりも

たくさん工期がかかっておりまして、その分のお金を見込んでいただいたという経

緯はあります」と証言した。 

「周辺道路整備、あるいは移転に係る調整業務であるとか、この辺を標準外業務と

して見積りをされた、なぜ標準外業務とされたのか、その辺について御記憶ございま

すでしょうか」との尋問に、「国土交通省の告示15号というフォーマットというか、

見積りのベースがあるわけなんですね、それで計算をしているわけなんですけれど

も、２万5,700円というのは、技師でいくとＣというランクになるんですかね。３万

8,500円というのはちょっと、技師ＢかＡなんですけれども、仕事の難しさに応じて

金額が違ってくるわけなんですね。難しい工事に関しては金額が高くなるという見

積りの仕方をしております、これは」と証言した。 

「施工者は、請負工事契約はたしか平成24年９月27日から平成27年３月30日ぐら

いまで、これで契約している。通常、これが工期なんです。そうじゃありませんか」

との尋問に、「何度も言いますけれども、建築のやり方が通常と異なるところで、工

期が長くなっているんです。その分のお金を見込んでいただいたと。市の職員にも納

得していただいて、その金額で決定していただいたということですね」と証言した。 

「これまでの証言では、実際に金額の交渉をするように市長から副市長が言われ

て、担当者とお話をしながら何回か協議をしたという話は出ています。その中で、御

社から出精値引きの510万円引いた、ＮＥＴで、税抜きで4,500万円というのが御社の

ほうから提示されたということですが、それは間違いないですか」との尋問に、「協

議の上で、580万円という金額を値引きさせていただいたと思っています」と証言し

た。 
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⌐ ∆╢

 
「県基準では技師Ｃを使うことになっているのに、なぜ技師Ａを使った見積りが

出てきたのかについては、いかがでしょうか」との尋問に、「国土交通省が定める面

積から出てくる監理業務の労務工数というのは、御指摘のとおり技師Ｃです。ただ、

実態、技師Ｃというのは一級建築士取得後３年まで、いわゆる経験のない若者です。

到底現場の管理をできるような資質のある者ではございませんので、実態は、もっと

上級の経験を有する技師を配置します。その配置する人間が、今回は中心は当社の監

理部長であったわけですが、技師Ａに該当する人間を12か月、長い工期の間つけます

ので、その費用を面倒見てくださいとお願いをしましたので、見積りは、その追加分

については技師Ａを出させていただいたということです」と証言した。 

「工事見積りが高くなる原因として、難しい工事ということも、その要因だという

話もあったと思うが、フジタの現場副所長がいらっしゃるんですが、その方が７月24

日の証言で、特に難しい工事ではなかったという証言もあるんです。高くなるような

要因があるような難しい工事じゃないという証言についてはどのように感じますで

しょうか」との尋問に、「庁舎の建設ですから、建設の難易度では決して高くないと

思うんです、おっしゃるように難しい工事ではございません。ただ、難しい工事では

ないけれども工期が長いということでございます。5,000平方メートルの建物を２回

つくる工事監理業務をお受けしたわけですから、１つの建物ではなくて、２回同じ業

務を繰り返すけれども、監督としては長期間にわたるということでございます」と証

言した。 

桂前議員が見積金額を知っていたことについては、「記憶が、申し訳ございません、

定かではないんですが、もし、桂議員が御存じだとすれば、その出どころは私どもだ

と思います。私どもということは私だと思います。市から、これしか予算がないとい

うことを言われましたことを、もしかしたらお伝えしているかもしれません。ちょっ

と私自身記憶にないんですが、可能性としては私しかないと思います」と証言した。 

「その4,500万円で落ち着いた経緯では、どのような話があったんでしょうか」と

の尋問に、「その後の交渉は全て担当の（企画部企画担当）が行いました。最終的に

市から、もうこれしか出せませんという金額はその4,500万円だと、どうしますかと

いうことでございました。私どもとしては、商売的にあう、あわないということも大

事ですけれども、やはり、一度かかった仕事を最後までやり遂げさせていただくこと

はもっと大事なことと思っておりますので、言い方は変ですけれども、500万円もう

け損なっても受けるという判断は私がしました」と証言した。 

「それが、580万円の出精値引きという状況になったんでしょうか」との尋問に、

「はい、最後にお出しした見積りは、たしか580万円の値引きというのを書かせてい

ただいてお出ししたと思います」と証言した。 

それに対する桂前議員の反応については、「何で、もっと頑張らなかったんだとお
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っしゃったと思います」と証言した。 

「頑張らなかったんだということは、もっと値引きしろということだったんです

か」との尋問に「違います、540万円も値引きしたばか者ということです」と証言し

た。 

 

⌐ ∆╢  
「（庁舎建設担当主幹に）契約金額をけちるなと言っていますが、間違いありませ

んか」との尋問に、「何年何月のどのときに、（庁舎建設担当主幹）というのは一切忘

れています。ただし、契約金額をけちるなと言ったのは、そうじゃないです。似たよ

うなことを言ったのを覚えています。これ国交省の告示であります。国交省の告示は

ですね、発注者は、受注した建設業者でも、設計業者でもいいです、何でもいいです、

にですね、無理に、予算がこれなので、この金額でやれと言ってはいけないという告

示があるんです。私もそれ十分承知しておりまして。（中略）この金額しか予算がな

いのでやってくれと言うのは、それは間違っていますと言いました。それはどこで、

誰に対して言ったかは覚えていませんが、そういうことを言ったのは記憶にござい

ます」と証言した。 

「（企画本部総括）から、証人に見積額を伝えたことに関する証言がありました（企

画本部総括）から見積額を聞きましたか」との尋問に、「聞いていません」と証言し

た。 

「それでは、（企画本部総括）がうその証言をしているということですか」との尋

問に、「私は、私の記憶に基づいて話しているので、（企画本部総括）からですね、何

だかわかりませんけれども、金額について、この金額なんですよということは聞いた

ことはございません。ただし、えらい安い金額でとは聞いたことはございます」と証

言した。 

「そのえらい安い金額とは、何のことですか」との尋問に、「いや、よくわかりま

せんが、市はひどいんですよと、何だかえらい安い金額でやれと言うんですよという

のは、どこかの会話の中で出てきた記憶にございます」と証言した。 

「そうすると、証人は、見積額に関して、（企画本部総括）と何らかの話はしたわ

けですね」との尋問に、「見積り金額だか何だかわかりませんけれども、市は何だか

安いことを言っているんですとは聞きました」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「安井設計に早く発注を出せと職員に証人は指示をしたと聞いております。その

ことがあったのかどうか、また、あったとしたらなぜ急いだのかについてはいかがで

しょうか」との尋問に、「記憶にありません」と証言した。 

「西岡元副市長が、安井設計の契約を証人が急いでやれと言ったと証言をしてい

ます。そのことについても覚えていませんか」との尋問に、「記憶にありません」と
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証言した。 

「安井設計から見積書が提出されたわけですね。その金額は5,080万と、これは税

抜きですか、この報告を受けたと。その報告の内容について覚えていたら発言をして

ください」との尋問に、「記憶にありません」と証言した。 

「安井設計から見積書が提出されたわけですね。その金額は5,080万と、これは税

抜きですか、この報告を受けたと。その報告の内容について覚えていたら発言をして

ください」との尋問に、「記憶にありません」と証言した。 

「当初予算にあわせて一度は設計をして、それを起案をし、証人は決裁をしている

わけですけれども、決裁をしていますか」との尋問に、「記憶にありません」と証言

した。 

「（設計金額を上回った見積書が提出された）証人は副市長にどのような指示を出

されましたか」との尋問に、「記憶にありません」と証言した。 
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┘ ↓≥╙ⱪ

ꜝ◙ ─ ⌐≈™≡ 
 

 

市は、安井建築設計事務所東京事務所と、契約期間を平成23年11月29日から24年

３月23日までとし、契約金額を8,610万円とする北本市新庁舎建設実施設計業務委託

契約を、また、契約金額を2,835万円とする（仮称）こどもプラザ整備実施設計業務

委託契約をそれぞれ平成23年11月29日に締結した。 

しかしながら、随時監査結果報告書において、それぞれの業務の積算内訳書、積

算数量調書等の一部について、北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザのものでは

なく別の建築工事に係る資料が綴じ込まれていることが確認されたこと、さらに、

完了検査を実施した際には、新庁舎建設実施設計及び（仮称）こどもプラザ整備実

施設計は完成していなかったとの証言を受けたとの報告を受け、事実の確認と真相

の究明が必要であることから調査をした。 

 

≤⇔≡─  

北本市新庁舎建設実施設計業務委託契約及び（仮称）こどもプラザ整備実施設計業

務委託契約については、随時監査結果報告書での報告及び関係職員からの意見聴取、

設計事務所の関係者からの証言、関係書類の検証等から、以下のような不適正な事務

執行が認められた。 

ア 契約期間の満了日である平成 24 年３月 23 日には新庁舎建設実施設計及び

（仮称）こどもプラザ整備実施設計は完成していなかったことは、契約違反の

可能性がある。関係職員は基本設計策定の期間が延びたことから、実施設計の

発注の時点で実施設計策定期間が不足していると認識していたと述べている

ことから、平成 24 年第１回定例会に契約期間の変更と繰越明許の手続きをす

べきであったが、それを行わなかった。 

イ 契約期間内に完了できないことが予測されたことから、市は、設計事務所に

対し、完了検査に合わせ体裁を整えるよう依頼し、依頼を受けた設計事務所は

北本市新庁舎と関係のない成果物を綴じた冊子の表紙に北本市新庁舎及び

（仮称）こどもプラザ建設工事と虚偽の記載をしたうえ納品したことは、関係

職員の地方公務員法第32条及び第33条、設計事務所の建築士法第22条の３の

２に反する可能性がある。 

ウ 市職員と設計事務所は、一部実際と異なる虚偽の資料を含む成果物により

検査員に完了検査をさせた。その完了報告書をもって、市は設計事務所から委

託料の請求書を提出させ、委託業務が未完了であることを認識しつつ支出命令

書を起案し市長の決裁を受けて支払いをした。 

エ 未完了であると認識しつつ完了検査をさせた実施設計業務は、平成24年６
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月に完了し納品された。しかしながら、今回の業務執行には担当職員及び関係

した設計事務所建築士等は、建築士法第18条に反する疑いのあるもので、その

責任は重いものと言える。二度とこのようなことが起きないようコンプライ

アンスの徹底などの再発防止策が必要である。 

 

⌐ ╢  

ア 契約期間内に当該業務を完了できないのであれば、契約期間の変更と予算

の繰越手続が必要だが、市はそれを行わなかった。 

イ 安井建築設計事務所が契約期間を変更せずに契約期間内に当該業務を完了

できなかったことは、契約書、標準委託契約約款に反している。また、この

行為は建築士法第22条の３の２に反する可能性がある。 

ウ 市及び安井建築設計事務所は、実施設計業務の契約にあたり、契約期間で

業務を完了することが難しい状況を共有しながら、契約期間の変更と予算の

繰越手続を行わなかったことを確認した。このことは、地方公共団体の契約

の原則に反する行為である。 

エ 安井建築設計事務所が、実施設計の成果物の一部に北本市新庁舎及び（仮

称）こどもプラザと異なるものを綴じて納入したことを確認したが、このこ

とは、北本市標準委託契約約款及び建築士法第22条の３の２に反する可能性

がある。また市担当職員が、完了していないことを知りながら検査員に完了

検査させたことを確認した。このことは、地方公務員法等関係法令に反す

る。 

オ 担当者は、実施設計委託業務が完了していないことを認識しながら、検査

員に完了検査をさせ、市は設計業務受託者から請求書を受領し、委託料全額

を支払っていることを確認した。 

カ 検査員が、完了検査において不正な成果物を検出できなかったことを確認

した。 

 

─  

⌐ ∆╢ ⱥ▪ꜞfi◓ 
「基本設計の設計に関する委託期間よりもはるかに短い期間の中で実施設計を委

託しているという、結果としてできなかったという監査報告になっているんです。こ

れは最終的に誰の判断で、どこからの指示というか、要請というか、そういうのはあ

ったんでしょうか」との質問に、「担当レベルだと、きびしいよねという話はしてい

まして、ただ、大前提というか、お尻が決まっていますので、どうしてもそれに間に

合わせなくちゃいけないというのが我々のプレッシャーだと感じていました。です

から、当然─想像ですけれども、基本設計をやる中で、議会の特別委員会の中でも

細かい仕様が決まってきますので、それに合わせて基本設計であったり、実施設計ま

で含めてやっていけば終わるのかなという感覚も、私は受けていましたけれども」と
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述べた。 

「監査の報告書を見れば、実は実施設計は結局３月には完成していなかった。６月

ぐらいのことを書いていたのかな、平成24年の契約期間の３月には完成をしていな

いと。しかしながら、完了検査は行っているということなんですけれども、この完了

検査で使ったときの成果物の中に庁舎はつづられていなくて、江東区立豊洲西小学

校の新築工事に係る資料がとじられていたという報告がされておりまして、正直び

っくりしているんですが、このことについて、課長としてどのような報告を受け、ど

のような状況であったのですか」との質問に、「検査の日が決まっていまして、それ

に向かって検査したということで、私、大変恐縮ですが、内容までは把握はしており

ません。一個一個見たわけではないです。成果品に対しての決裁をしていますけれど

も、その中身の内容までは全て確認したわけじゃないです」と述べた。 

「これ厳密に言うと、豊洲のものが入っていたものに完了検査でもって合格を出

していて、公金が支払われていたとしたら、大変なことじゃないかと思うんですけれ

ども、どうでしょうか」との質問に、「そういうのが入っていたという、私もこれの

監査のときに聞きまして、びっくりするより弱ったんですけれども、基本的には私の

立場では、ああそうだったのかと言うしかなくてですね。それを知っていて、悪意が

あってとかじゃなくて、担当もやっていたと思いますので、そこら辺は何とも言える

立場でもないので、担当課長としてですね」と述べた。 

 

─ ⌐ ∆╢ ⱥ▪ꜞfi◓ 
「監査が契約管財課から提出を受けた資料を監査委員が検証したところ、積算内

訳書、積算数量調書の一部について、北本市の新庁舎でなく、江東区立豊洲西小学校

の新築工事に係る資料がつづられていたことが確認されたとあるんですけれども、

ここは当時、この仕事を担当されていた（担当職員）としては、これは納入されたと

きに、（担当職員）も確認しましたか、それとも全く確認しないままに、そんなもの

入っていると知らなかったというようなことなのか、どちらですか」との質問に、「ど

この何が入っているとまでは記憶はないんですが、確かに委託期間が５か月間しか

なかった中で、積算がどうしても終わらないという話の中で、途中でもいいからとい

うことで検査を受けてしまった記憶はあります」と述べた。 

「それは、どちらからのリクエストで検査を受けることになったのか、こちらから

も３月が契約期間ですから出してください、それとも向こうが３月だからとりあえ

ず出します、どちらの働きかけだったとご記憶されていますか」との質問に、「契約

期間が３月しかないので、どちらかというか、もうそこでやるしかないということで

やったと記憶しております」と述べた。 

「これを契約期間を延長するとか、繰越明許をかけるとか、そういった手続につい

ては当時は全く考えなかったか」との質問に、「もともと発注するときにやるべき話

だったとは思っています。そういうのが言えなかった、それでやってしまったのが問

題だというのは、確かに申しわけないと思っているんですが、本来であれば、先ほど
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言ったスケジュール観の話ですけれども、発注のときに、実質５か月しかないのに、

多分実績はほぼ難しい中で発注ですか、やっていましたので、何というんですか、そ

こからもう繰り越しですか、事故繰りとかというのは当然できないような雰囲気で

すか、そういうのもあったので、それはそのまま検査を受けるしかないと記憶してい

ます」と述べた。 

「（実施設計が）いつごろできたんですか、最終的には」との質問に、「実際ちゃん

と積算したものは、起工の直前ぐらい、その日までに仕上げないとだめだよというリ

ミットぎりぎりぐらいたしかできてきたように記憶しています」と述べた。 

「当時、検査までには完成品までは至らなかったという認識はあったということ

でしたけれども、（担当職員）としては、豊洲の資料がとじられていることについて、

確認されたのは監査からの報告なのか、それとも受け取った時点のものだったのか、

そこについてはいかがですか」との質問に、「その当時の記憶ですと、あくまでも北

本市庁舎の途中までの─100％じゃないかもしれませんが─ものが提出された

という認識でいたと思います。実際、指摘があってから、全然件名も違うんだという

ような状況をそのとき知ったというようなことです」と述べた。 

 

─ ⌐ ∆╢ ⱥ▪ꜞfi◓ 
「当時の検査員の一人として、どういう状況だったのか、お聞かせいただきたい」

との質問に、「この検査については、指定された日に検査を行ったわけですけれども、

書類が大分不足、出来高書類が示されなかったという点。そのため、再度日程を組

んで、検査を行っています。その際には、当初、私が要望している書類はそろって

いたと」と述べた。 

「当時、１回目のときに書類が整っている部分が少なかったから、再度それを追

加させた結果、指摘したものについてはそろっていたことで、一応完了となったの

は、（検査員）としては十分検査したんだろうとわかるんですけれども、書類をきち

っと提出させないで検査させたのかと思うんですけれども、今、改めてどのように

お考えになりますか」との質問に、「建築関係の設計委託につきましては、数量調書

までが一般的と思うんです。そういうふうに県の共通仕様書、そういったものが示

されておりますので、単価云々に関しましての当時の関係につきましては、私は見

ておりません」と述べた。 

検査全体に関して、「今、この書面を見せられて、江東区云々のお話がございます

けれども、なぜこういう書類ができるのかと、私も非常に疑問ですよ、これ。少な

くても、こういう調書に残しておく前に、ぱらぱらっとめくってみてもわかるわけ

ですよね。誰がこれを確認しているのかというところです。検査のとき、この書類

ありませんでした。数量調書まではそろっていましたけれども。ですから、言った

ことが次の人に伝わっているのかどうか（中略）逆に、私はこういう書類を見ると、

怒りを覚えますよね。なぜなんだと」と述べた。 
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⌐ ∆╢

 
「実施設計書の積算書一式が納品されていますが、それが工事関係に関する積算

の計算書ですか」との尋問に、「これは、中身は違いますね。最終納品ではございま

せん」と証言した。 

「最終納品ではない」との尋問に、「はい、ないと思います」と証言した。 

「というと、いつの納品になりますか」との尋問に、「私、これ伝え聞いた話で、

伝聞ということになってしまいますが、私そのものは確認はしてございませんで、３

月23日が実施設計の完了日だったと思います。29日が検査だったと思います。この検

査に対して、納品をそろえなさいという御指示がありまして、それはいろいろ事情が

ございまして、その前に実施設計を開始したときに、期間が非常に短かったことで、

工期の延伸をお願いをしていたわけですが、その工期の延伸が─市のどういう事

情かわかりませんが─かなわなかったということで、３月23日工期のところで、29

日検査ということだったんですが、これは実際には間に合いませんという話はして

まして、結果的には違ったものを納品し、それも了解済みで検査を受けて、最終的に

は、その後６月に最終納品をしているということです」と証言した。 

「そういう指示を出したのは北本市からという認識でよろしいわけですか」との

尋問に、「そういった理解をしてます。当然、協議なので御相談はさせていただきま

した。これは、履行期間の期限が厳しいというときには、必ず協議をさせていただく

ことになっております。それに対して、多分、市の事情だったと思いますが、実施設

計に関しては工期延伸はしないという、そういった方針だったと、私どもの、これは

設計でやっている人間から聞きました」と証言した。 

「契約どおり平成24年３月23日に完了するということで契約したものですか」と

の尋問に、「契約上はそう理解いただいて結構だと思います」と証言した。 

「実施設計が契約満了日の平成24年３月23日に完成しないことがわかったのはい

つですか」との尋問に、「３月23日までに実施設計が完成しないことがわかったのは、

ちょっと今、期日はよく覚えてございませんが、１月に入ってからだと思います」と

証言した。 

「１月ぐらいには完了しないことがわかったということですが、このことを北本

市のどなたに報告しましたか」との尋問に、「庁舎建設推進室の（担当者）にお話を

しました」と証言した。 

「先ほど御覧いただきました積算数量算出書の表紙は北本市になっています。と

ころが、中身は豊洲西小学校になっています。なぜですか」との尋問に、「これも先

ほど申し上げたとおり、３月23日までには積算ができませんでした。先ほど申し上げ

ましたとおり、実施設計図が延びましたので、実施設計図が終わってから積算はやる

わけでございます。図面ができたのが、内部の調査でいきますと、３月の末、４月ぐ

らいから積算を行っていたかな。だから、そういう時期でございますので、当然、中
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身はできてなかったところです」と証言した。 

「これは意図的に違うものを入れたんですか」との尋問に、「私どもが意図的にと

いうよりは、御指示があって、何でもいいからというところがあって入れたところで

す。そういうふうに聞いてございます」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「実施設計の契約は、平成23年11月29日から平成24年３月23日の約４か月間です。

４か月で行うことを提案したのは安井建築設計事務所ですか」との尋問に、「先ほど

御説明しましたように、私どもはその前の年の３月の段階で、そのスケジュールで延

びてしまうと、実施設計は夏過ぎまでかかりますと報告をしています我々としては、

かなり事業スケジュールに合わせるために設計期間を短縮されたという思いで、そ

のときはいたと思います」と証言した。 

「夏までかかるというのは、北本市の誰に話していますか」との尋問に、「そのと

き、政策推進課の（担当者）と打合せをしています」と証言した。 

「実施設計は、平成23年11月29日に委託料8,610万円、完了を平成24年３月23日と

し、契約期間内に実施設計が完了するということで契約締結したものですか」との尋

問に、「書面上はそうなっていますが、先ほど来、何度も説明していますように、我々

としては、夏までかかる設計を大幅に短縮されていますので、図面は何とか間に合わ

せるような努力は最大限しました。事実、３月末には、図面についてはある程度了解

をとれるような動きをしています。ただし、積算は、そこで図面がひっくり返ってし

まうと全部やり直しになりますから、積算開始時期については、３月末の段階でまだ

確認はできてない状態です」と証言した。 

「今、書面上ではという発言もあったと思いますが、契約書で24年３月23日までに

完了すると言っているということは、この日までに完了させるんじゃないんですか」

との尋問に、「私どもの認識では、そのときにはかなり厳しいという認識で、担当（者）

にもお話ししている状態です」と証言した。 

「実施設計が契約期間に完了していないことを、北本市の誰が把握していたと考

えますか」との尋問に、「先ほどお話ししたように、担当と、そのときに（担当）課

長もその担当部署の課でしたから、その方々は皆さん把握している状態だと思いま

す」と証言した。 

「積算数量算出表の表紙は北本市になっていますが、中身は豊洲西小学校になっ

ています。なぜですか」との尋問に、「積算担当のほうからは─実際、積算自体が

スタートしてないので成果品は整えられないので、そういう共通認識は政策推進課

のほうにもありましたので、政策推進課から、体裁だけは整えるように指示があった

と積算担当から聞いています」と証言した。 

「これらの成果物を作成したのは、安井建築設計事務所のどの部署の誰ですか」と

の尋問に、「コスト計算部の積算の担当です」と証言した。 

「（担当者）は誰の指示で作成したのですか」との尋問に、「私が聞いているのは、
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政策推進課の（担当者）だと聞いています」と証言した。 

「虚偽の成果物を提出することは、契約の履行として正しいですか」との尋問に、

「契約の履行としては正しくないです。ただし、それは北本市さんとほぼ共有認識の

もとで、指示があってやったと理解しています」と証言した。 

 

◖☻♩ ⌐ ∆╢  
「実施設計は、平成24年３月23日に完了しましたか」との尋問に、「積算は、その

時点ではまだスタートしていませんでした」と証言した。 

「それは実施設計が完了していないということですか」との尋問に、「完了してな

いことと認識しています」と証言した。 

「実施設計は、平成24年３月23日は完了していません。実施設計の契約書に示され

ている提出予定の成果物は、全て提出できましたか」との尋問に、「３月末の段階で

は、成果品は提出しておりませんけれども、それに倣うものは提出させていただきま

した」と証言した。 

「その倣うものとは何ですか」との尋問に、「積算関係につきましては、形を整え

てほしいという要望がございましたので、他物件のものを納めた記憶がございます」

と証言した。 

「形を整えてほしいという要望があったのですか」との尋問に「あったと記憶して

おります」と証言した。 

「それは誰からですか」との尋問に、「当時は（担当者）だったと思います」と証

言した。 

「途中経過なものでもいいから出せというようなことでしたか」との尋問に、「途

中経過もやってございませんでした。たしか、３月末に図面ができて、恐らく４月の

中ぐらいから積算スタートしたと記憶しております」と証言した。「実施設計の契約

書に示されている成果物の中に、積算数量算出書があります。その表紙は北本市にな

っています。中身は豊洲西小学校になっています。なぜですか」との尋問に、「当時、

豊洲小学校の業務が終わっていまして、ちょうどそこにあったもんですから、それを

単純に使わせていただいたというのが正直な話です」と証言した。 

「意図的に行ったのですか」との尋問に、「意図的にそこを使ったという意味合い

でしょうか。意図的にそこを使ったという記憶はないですけれども、たまたまその時

期にちょうど業務が終わって、そのコピーがあったと記憶しています」と証言した。 

「これは、ただ豊洲西小学校の書類がつづられているだけではありません。最初の

３ページは、左上に表示されている「豊洲西小学校」という文字の上に修正テープが

張られています。名前を隠すように細工してあります。どういうことですか」との尋

問に、「修正テープだったかわかりませんけれども、北本市の書類に見えるような形

でつくったと僕は思っておりますけれども、ちょっと定かではございません」と証言

した。 

「それは意図的に細工をしたということですか」との尋問に、「意図的にというよ
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りも、当初積算がスタートしてないという状況の中で書類をつくり上げるというこ

とだったので、そのようにしたと記憶しております」と証言した。 

「契約満了日に間に合わないから、とりあえず違うものを出しておいて、後かで差

し替えるつもりだったのですか」との尋問に、「積算は４月の中ぐらいからスタート

しておりまして、当然その成果品は、たしか５月末に締めろという指示だったように

記憶していますけれども、それからスタートしていますので、差し替えるというより

も、成果物はその時点のものを精査して、６月25日に出したと記憶しています」と証

言した。 
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⌐ ∆╢  
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北本市拠点防災倉庫建設工事は、平成24年第１回定例議会で議会が可決した平成 

24年度当初予算のうち庁舎建設事業経費において、庁舎と一体の防災倉庫棟（予算１

億1,000万円）として計画されていた。しかし、その後、財源等の問題で設計変更し

た際に実施設計から削除された。その後、北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建

設工事の入札が行われ、落札減が生じたことを受け、議会は平成24年第４回定例議会

で「防災・環境に配慮した新庁舎のあり方に関する決議」を可決した。市はそれらを

踏まえ、防災倉庫の建設を検討した。 

平成25年第２回定例会で補正予算（北本市拠点防災倉庫実施設計業務委託料800万

円、北本市拠点防災倉庫建設工事に係る工事請負費5,000万円）を議会が可決した。

平成25年６月17日に安井建築設計事務所と契約金額759万2,550円で北本市拠点防災

倉庫実施計画業務委託契約を随意契約により締結し、同年８月８日に北本市拠点防

災倉庫建設工事を制限付一般競争入札により行うことを公告した。同年９月３日に、

設計金額１億2,495万円（予定価格1億2, 232万6,050円は事後公表）で入札を実施し

た。１回目は３者が応札したが不落、２回目は１者が応札したが不落。これにより、

随意契約の希望者を募ったが希望者がおらず、契約に至らなかった。 

市は、平成25年９月９日付けで、建築開発課長からくらし安全課長に「北本市拠点

防災倉庫建設工事の入札結果について（報告）」を通知した。西岡元副市長は石津前

市長の指示を受け、市役所敷地内で先行して工事を進めている庁舎建設工事請負会

社への見積りの打診をくらし安全課長に指示した。その後、担当者を含め４人で庁舎

建設工事請負会社の現場事務所を訪ね見積りを打診した。 

石津前市長は、８号随意契約（不落随意契約）でなく７号随意契約（時価に比して

著しく有利な価格）に決め、西岡元副市長の指示で、平成25年９月18日にくらし安全

課長はフジタ・伊田特定建設工事共同企業体へ参考見積を依頼した。同年９月20日に

税抜き１億1,900万円（税込み１億2,495万円）の参考見積書が提出された。市は、見

積金額が設計金額以内であることから、契約金額１億2,495万円とする北本市拠点防

災倉庫建設工事に係る請負契約を同日に締結した。 

議員有志が市長に３つの事項（防災倉庫の不落後の随意契約について、発注支援業

務委託（93万2,400円）について、工事監理と意図伝達業務の委託について）につい

て調査を要望した。これを受け、市長は、平成28年５月17日に弁護士や一級建築士等

からなる北本市公共施設等検証委員会を設置し、調査に着手した。４回の調査を実施
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し、平成29年２月17日最終報告がなされた。 

北本市公共施設等検証委員会の事務局は、議員有志から要望された事項のうち「防

災倉庫の不落後の随意契約について」について、報告書に基づき次のように委員会で

説明した。 

ア 今回の入札が不落になった場合、地方自治法施行令第167条の２第１項第８

号の規定により、当該入札の参加者の中から見積徴取をし、予定価格の範囲内

であれば随意契約をできることになっているが、市から当該入札の参加者に

随意契約の見積提出の話をしたかどうかは不明である。 

イ 上記で随意契約できる事業者がいない場合は、通常、設計を見直すか、予算

の増額等をし、再度入札をすることも考えられるが、市は、地方自治法施行令

第167条の２第１項第７号の規定により入札参加者以外の事業者と市内部で

決定している当初の設計金額で随意契約をした。 

ウ 当時の職員からの聞き取りによれば、石津前市長から新庁舎建設を進めて

いるフジタ・伊田特定建設工事共同企業体に打診すれば安くできるのはない

かと言われ、市の担当職員が現場事務所を訪ね見積依頼をした。 

エ 一方、桂前議員が市と事業者の間に入り調整役を果たし、設計金額と同額の

随意契約を提案し、石津前市長がそれを受け入れた結果、事業者から設計金額

と同額の見積書が提出され、契約に至ったようである。 

オ 見積金額が偶然設計金額と一致することは考え難いことから、事業者に対

し設計金額（予定価格）は事前に知らされた可能性は高いと思料する。 

カ 市は、事業者に対し金額を少しでも安く抑える交渉をした形跡はなく、設計

金額と同額で締結した随意契約の進め方に不十分な点があったと思料する。 

 以上のことから、委員会は北本市拠点防災倉庫建設工事における随意契約の契約

金額が設計金額と同額であることの妥当性について調査した。 

 

≤⇔≡─  

 北本市拠点防災倉庫建設工事における随意契約については、地方自治法施行令第

167条の２第１項第７号の規定に照らして、違法性はない。しかしながら、契約に至

る過程において以下の不適切な事務執行がある。まず、発注先が庁舎建設工事を請

負うフジタ・伊田特定建設工事共同企業体となっていることについては、北本市建

設工事共同企業体取扱要綱（平成23年告示第62号）第11条の「大規模工事で技術的

難度の高い」に該当する対象工事とはいえず、要綱の規定に反するものと考えられ

る。次に、建築開発課が作成した「北本市拠点防災倉庫建設工事の入札結果につい

て（報告）」については、庁舎建設工事請負共同企業体との契約及び随意契約を示唆

しているものと考えられる。また、地方自治法施行令第167条の２第１項第７号に規

定する随意契約とはいっても、財源の合理的運用の観点から１者特定の見積徴取で

なく、複数の見積りを徴取すべきあった。さらに、見積依頼から見積徴取までの期

間を２日としたことは、建設業法施行令第６条に反している。 
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以上の不適切な事務執行が行われたことについては、遺憾である。 

 

⌐ ╢  

ア 新庁舎等建設工事請負業者の共同企業体に発注したことは、北本市建設工

事共同企業体取扱要綱第 11 条（対象工事）に「特定建設工事共同企業体によ

る施工の対象とする工事は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設

工事で市長が適当であると認めたものとする」と規定されているが、北本市拠

点防災倉庫は当該規定に該当する対象工事といえないと思料する。 

イ 不落後の平成 25年９月９日付けで都市整備部建築開発課長が、市民経済部

くらし安全課長に「北本市拠点防災倉庫建設工事の入札結果について（報告）」

を通知した。その中で、仕切り直しの業者決定方法として「市役所敷地内で先

行して工事を進めている庁舎建設工事請負会社に随意契約にて行う方法」と

記述していることは、発注先を具体的に想定させ、かつ、随意契約を示唆して

いると思料する。 

ウ 北本市拠点防災倉庫建設工事については、基本設計がないにもかかわらず、

設計金額１億 2,520 万円が積算できた根拠が不明のままである。また、同様

に、基本設計がない中で、平成 25 年６月 17 日に実施設計策定業務委託契約

を締結し、同年７月１日に完成している。倉庫とはいえ、２週間で実施設計を

完了させるのは一般的に不可能であると思料する。 

エ 北本市拠点防災倉庫建設工事の見積依頼を平成 25年９月 18日付けで行い、

見積書の提出期限を同年９月 20日までと２日間とした。このことは、建設業

法施行令第６条（建設工事の見積期間）第１項第３号に「工事１件の予定価格

が 5,000 万円以上の工事については、15 日以上」と、第１項ただし書に「た

だし、やむを得ない事情があるときは、第２号及び第３号の期間は、５日以内

に限り短縮することができる」と規定されていることから、当該規定に反した

見積依頼であった。 

オ 北本市拠点防災倉庫建設工事について、入札予定価格を超えた設計金額と

同額で契約を締結したこと、特定の１者にのみ見積依頼したこと、金額を安く

抑えるための交渉をした形跡がないことから、このような事務の進め方は公

共工事の競争性、透明性を確保する観点を欠いている。 

カ 北本市拠点防災倉庫建設工事の入札の不落後に、フジタ・伊田特定建設工事

共同企業体と契約を締結するまでの間、建築開発課長がくらし安全課長に「北

本市拠点防災倉庫建設工事の入札結果について（報告）」を通知、石津前市長

が西岡元副市長にフジタ・伊田特定建設工事共同企業体への見積依頼を打診

させている。その際、西岡元副市長は、「（石津前市長から）今、桂議員が調整

に入っているので、その指示を待つように（という趣旨のこと）」を言われ、

また、「（桂前議員から）７号─何号随意契約かは忘れちゃいましたけれども、

一者随意契約するに当たっての向こうから出てきた条件はこれとこれですか



 

51 

 

らねという話を聞いた記憶がございます」と証言した。対して、フジタ、石津

前市長、桂前議員はそういった趣旨の発言や関与を否定している。 

 

─  

⌐ ∆╢  
北本市拠点防災倉庫建設工事の入札の不落後に、随意契約の希望者がいなかった

ことについて、「入札を執行して、価格が合わなかったということです。その際に、

通常ですと不落随意契約をすることができるんですけれども、それをお集まりいた

だいた入札参加業者にお話をしたところ、希望が出なかった。金額的にもかなり差

があったと記憶しているんですけれども、それで全然折り合わない額だったという

状況でした。ただ、その場合に、もう一回予算を組み直して金額を増やすとか、あ

るいは設計額を見直して、もう一度違う設計にして入札をやるかという方法を通常

とるんですけれども、ただ、そのときは消費税が上がるタイミングだったんですね。

10月以降は消費税が上がるという中で、そうすると数百万円からお金が足りないと

いう状況になってしまう（以下略）」と証言した。 

「入札の結果は、常に市長にその日のうちに報告にいらっしゃるということです

が、それは課長が行くというのが通例なんでしょうか。それと、今回の防災倉庫に

ついての報告は、御一人でいらしたのかどうか」との尋問に、「入札結果の報告は、

基本的には私が行うのが通例です。防災倉庫についても、多分私がやったんだとは

思うんですけれども、基本的には私は一人で行っていたと思います」と証言した。 

「市長とお会いして報告するというのが基本になっているようなんですが、お会

いする段階で、市長が御一人でお話を聞くのかどうか、そのあたり覚えていました

らお願いいたします」との尋問に、「基本的には会ってお話をするというか、こうで

したと御説明を差し上げております。一人で聞くのかについては、副市長が一緒に

したことあったかな、基本的には市長室に一人でいらっしゃいますので、市長室に

行って御説明をするというスタイルでした」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
入札の不落後の市長等の対応について、「２回入札をして、２回とも入札ができな

かった。そのために、本来は２回目の入札の最低金額を出したところと、８号いわゆ

る不落随意契約を進めていくんだけれども、入札に参加した業者が希望しなかった

という理由から、８号の不落随意契約ではなく、７号の不落随意契約にして、そして

庁舎建設をしている事業所に７号随意契約をするというような方針が示されて、当

時のくらし安全課の課長と主幹、そして建築開発課の課長と主幹になるんでしょう

か。それと財政課の人間が庁舎建設をしている作業事務所に行って、そういう工事が

可能なのかについて打診をしてこいと言われて打診というようなことで行った。そ

れは誰がそういう指示を出したのかという尋問に対して、当時の副市長から行って
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こいと指示がありましたとお話をいただきましたけれども、そのことについて証人

は、どういう経緯の中でそういうことになったと承知しておりますでしょうか」との

尋問に、「入札が不調になった報告が、市長室で多分一緒に聞いていたと思うんです

けれども、そのときに、その後だったですかね。庁舎を建設している業者だったら、

いろいろな理由で安くできるかもしれないので、交渉してこいというのはもっと後

だったような気がするんですけれども、随意契約に向けてやるようにという指示を

受けた記憶はございます」と証言した。 

「今までの証言によると、フジタと７号随意契約をするようにという指示が副市

長からあったという証言があるんですけれども、このことについてはいかがですか」

との尋問に、「私が勝手に指示はしませんので、市長の、この業者と随意契約する方

向で調整するようにという指示は受けた記憶はございます。」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「当時の状況として、この防災倉庫が入札が不落になったという事実は、当時の状

況を考えると、大変証人もこれは困ったと思ったんだろうことは推察できるけれど

も、これが不落になったという報告を受けたときには、これはどうしようとされまし

たか。設計変更してもう一回やり直すのか、それとも、これをどういうふうにしよう

かは、非常に判断の要るところだったと思うんですけれども、そのときに、まず思い

浮かんだのはどういうことをしようかということだったんですか」との尋問に、「記

憶にありませんが、一般的に私が相談をしたのは副市長がほとんど、常にと言ってい

いと思いますけれども、相談をして、担当者も交えて決めていったことだと思います

ので、当然、そのような打合せを行っただろうと、ちょっと記憶にありませんけれど

も、そういうことだと思います」と証言した。 

 

─ ⁸₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢

 
建築開発課長がくらし安全課長あてに通知した「北本市拠点防災倉庫建設工事の

入札結果について（報告）」の作成について、「その辺の経緯は、一切関わっており

ません」と証言した。 

「北本市防災拠点倉庫建設工事の入札結果について（報告）ということで、建築

開発課長からくらし安全課長への入札結果の報告があるんですが、それを担当され

たのが建築開発課営繕・住宅担当で、（Ａ職員とＢ職員の）お二人の名前が出ている

んですが、その場所にいらしたことは確かだろうと思うんですが、その文書をつく

るに当たっては関わってないということでよろしいんでしょうか」との尋問に、「確

かに、入札に関与しているといいますか、関わる部署としては建築開発課が工事を、

実施部隊ということで関わっているという、その関係では、入札に際して工事金額

から予定価格を定める際に、助言なり関わっている、それが実態だったと思います。
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ただ、私記憶していますのは、専らそれは実務を担当している職員ではなくて、課

長なり、管理職がそこの役割は担っていましたので、ちょっと私のところへ届いて

いなかったという状況であります。ええ、加わってはおりませんでした」と証言し

た。 

 

─ ─ ⁸₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢

 
「不落後の対応として、今、そちらに文書があると思いますけれども、私が証人

尋問のときに、（Ａ職員）に対して、ここに営繕・住宅担当で（Ａ職員及びＢ職員の

２名の職員名が）起案書の表紙についていますから、これはたまたま（Ａ職員及び

Ｂ職員の２名の職員）が住宅担当ということで、仕事の業務に関わりがある、なし

にかかわらず、建築開発課長がくらし安全課長に出して文書のところの担当という

ような位置付けだったのでしょうか、伺います」との質問に、「建築開発課長名でく

らし安全課長に出している文書につきましては、記憶曖昧な部分もございますけれ

ども、中で起案をとった上で報告をされているものだと思いますので、その際には、

私もグループリーダーとして決裁ラインとして関わっているのは間違いありません。

この文書をつくったかどうかと言われますと、私は（Ａ職員）がつくったというよ

うな記憶がございましてという言い方になってしまいますが、てにをはを直したり

とか、言い回しを直したりという部分でのやりとりはあったと思いますけれども、

メインは（Ａ職員）がつくったと記憶しています」と述べた。 

「（北本市拠点防災倉庫建設工事の入札不落に伴う対応についての理由書の）「仕

切り直しの業者決定方法」というところがあります。ここの（１）に、今回随意契

約になったと思われる業者を示唆するような内容になっています。そうしますと、

理由書を作成する段階で、１つの候補者としてこういうことは想定されますという

ことなのか、それともここへある程度誘導しなきゃならないような状況で、どこか

らか何らかの指示ないしは方針、そういったようなものがこの理由書を作成する前

の段階で、つくっている段階も含めて、何かあったという御記憶はありますでしょ

うか」との質問に、「「仕切り直しの業者決定方法」という中で、庁舎建設工事請負

会社が出ておりますけれども、実際に９月３日の入札が不落になった段階で、今後

どうしましょうかという部分で、くらし安全課の担当と課長、部長もいたとは思う

んですけれども、うちの（Ａ職員）、（建築開発）課長と含めて、くらし安全課で一

度協議した記憶はございます。そのときには、通常、工事が不落になった場合には、

予算内での設計を見直しにして仕切り直しするか、予算をやむなく増額して、新し

い設計書をつくって工事を発注するか、若しくは随意契約の可能性を探るかという

３パターンが考えられたと思います」と述べた。 

 

  



 

54 

 

⌐ ∆╢  
「（Ｂ職員）に聞いたら、（Ｂ職員）はそういう考え方もあるんだなと思われた程

度なので、そうすると、一体誰かなと。先ほどのお話ですと、入札の関係とか、庁

舎のところじゃないかということですけれども、そういうふうな感じですか」との

質問に、「多分、こういった重要な判断を行うとなると、担当部署、所管していると

ころはそれぞれありますけれども、もっと上のところで方針決定されて、ただそれ

を実務処理してきたのではないかという感じはします」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
「平成25年７月29日に起案されています「防災倉庫の入札の伺」があるんですが、

それに添付されている工事設計書があります。設計金額が１億2,495万円、設計者の

欄に（Ａ職員）という判こがあるんですが、これを作成されたのは証人でしょうか」

との尋問に「そのとおりです」と証言した。「最終的にこの１億2,495万円という金額

になっていますけれども、これは適正に計算されて算出された数字だという認識は

ありますか」との尋問に、「（略）一応設計事務所が適正な価格ということで上げてき

たものということで、そこの段階ではかなり信頼を置いてやらざるを得なかった状

況でした」と証言した。 

 

ↄ╠⇔ ⌐ ∆╢  
「北本市拠点防災倉庫建設工事について、この１億2,495万円で起業起案がされて

いました。この間、この防災拠点倉庫建設工事に関して、証人が担当した当初から、

例えば計画立案、予算積算、予算要求、入札依頼、不落後の協議の経過、そして設計

金額と同額の７号随意契約締結に至るまでの一連の経過についてお話いただきたい

と思います」との尋問に、「（略）不落後について、結果的に随意契約を結ぶわけです

けれども、不落後の入札から随意契約に至る経過については、随意契約で行えるかに

ついては、当時の入札所管課である財政課と建築開発課も入ったと思います。そこで、

随意契約で行うことが法的に妥当かどうかという検討がなされたと記憶をしていま

す。それを待てという指示がありましたので、それを待って、くらし安全課としては

随意契約にシフトしていったということです（略）」と証言した。 

「不落後に、いわゆる７号随意契約という形でフジタ・伊田特定建設工事共同企業

体との交渉役は証人たちになったという流れだと思うんですけれども、このフジタ・

伊田特定建設工事共同企業体と交渉をするようにというのは、どういう経緯で、誰か

らの指示で、また、そういう提言をした人がいたかどうか、お聞きしたいと思います」

との尋問に、「７号随意契約で進められるかどうかの検討については、冒頭申し上げ

ましたけれども、当時の契約主管課、入札の主管課である財政課あるいは建築開発課

で見解を出していったと、それを私どもがもらって随意契約の起案につけた記憶が

あります。それと、交渉の指示については、西岡元副市長から指示をいただいており
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ます」と証言した。 

 

ↄ╠⇔ ⌐ ∆╢  
「北本市拠点防災倉庫建設工事起工における参考見積りの徴取についてとあるけ

れども、これを作成したのも証人ですか」との尋問に、「そうだと思います」と証言

した。 

「３番のところ、契約の締結方法についての検討とあります。（１）から（３）ま

で示されて、（３）の同一敷地内の業者に（７号随意契約で）頼むのがいいんであろ

うとなっておりますけれども、この判断をされたのは証人ですか」との尋問に、「こ

ちらにつきましては、上司の命令です」と証言した。 

「上司の命令ということですけれども、具体的にどなたの命令だったんでしょう

か」との尋問に、「副市長から命令がありました」と証言した。 

また、「その次のページ、５番に参考見積りを徴取する相手方が書いてありますけ

れども、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体から見積りをとるように判断をされた

のは証人ですか」との尋問に、「こちらにつきましても、上司の命令です」と証言し

た。 

「その上司というのは、具体的にどなたですか」との尋問に、「副市長です」と証

言した。 

 

ↄ╠⇔ ⌐ ∆╢  
「価格の交渉を一番の当事者であるくらし安全課がしていなくて、設計額で決着

したのはどういう経緯だったんですか」との尋問に、「価格の交渉はしていないのは

先ほどのとおりです。入札が２回不落に終わって、入札額と予定額の差というのは何

千万円単位であったと聞いています。そこを踏まえて、設計額いわゆる予算額は頭に

ありましたけれども、予算額程度で契約していこうという起案を上げたと記憶をし

ております」と証言し、「証人と部下・上司との話合いの中では先方に設計金額は伝

わっていなかったけれども、見積りとしてはその数字が出てきたと理解してよろし

いですか」との尋問に、「相手方から出た金額については、どういう積算をかけたか

は記憶ないですけれども、そのとおりの額が出てきて、予算の範囲内の額が出てきた

と記憶をしています」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「部長としては、自分の所管になった事業ですから、その予算について、予算内に

収まっているかは、非常に関心があったと思いますけれども、実際には予算額と、設

計額、入札時の予定額、３つあるわけです。そちらで７号随意契約の起案のときには、

その１億2,495万円という、これは設計額ですか、それが起案にあったと。ですから、

最終的にこの金額で決まりましたという報告は、さすがに部長にもあったと思いま
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すけれども、そのときの記憶というのはいかがですか。その起案書と一致していたと

いうのは、我々非常に驚いている点なんですけれども、記憶はございませんか」との

尋問に、「私の記憶をたどりますと、私が気になったのが、設計額とその入札額が同

じだったというよりも、予算の範囲内で見積り等も上がってきていた中で、７号随意

契約でという関係が私の脳裏に浮かんだんで、副市長に確認を求めたということで、

その段階では、設計額と入札額というものについては、私はそこ余り気にならなかっ

た。ただ、予算の範囲内でいけるという報告はあったかなということで、私が不安に

思ったのが７号随意契約が気になったということです」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「今回の防災備蓄倉庫については、設計額と同額という契約は、これまでさまざま

な経験の中で、そういうことはあり得るのかどうか」との質問に、「設計額と同額と

いう契約は、私は経験したことはございません。22年から営繕やっておりまして、数

多く工事に関わってきておりますけれども、設計額と同額というのはございません。

同額での入札をされて、抽せんになったという記憶はありますけれども、それは設計

額じゃなくて、実際に積算された額がたまたま業者同士一緒だったというのは経験

ありますけれども、設計額は記憶にありません」と述べた。 

 

ⱨ☺♃ ⌐ ∆╢  
「我々は１億1,900万円ぴったりの金額があったからといって、それがどうのじゃ

なくて、何で１億1,900万円というきちっとした数字ができたのかということと、こ

れまでの我々の調査によって、桂前議員がフジタと調整をした、そのときの条件が１

億2,950万円の設計金額だということを、市長が桂前議員に委ねていて、結果として

この数字になっている。それを受注したフジタが、そういうことになっていたかどう

かということを確認したいだけなんです。それはいかがですか」との尋問に、「そう

いうことはありません」と証言した。 

「そういう立場にいなかったということなんですか」との尋問に、「金額を決める

場にはいましたので、私の知っている限りでは、そういうことはありません」と証言

した。 

「この金額の調整には、実際は証人は関わっていないんじゃないんですか。ないと

いうことを、そこまで言い切れるんですか」との尋問に、「ですから、私の知り得る

限りではありません」と証言した。 

「重要なところを全部覚えていなくてよくわからないけれども、１億1,900万円が

北本市の公開されている資料の中で見つけましたというところだけが鮮明になって

いるけれども、それは違いますということをこちらは言っているんですけれども、誰

か証人以外のところで桂前議員と接触していたことについては、社内の中の話です

から、当然こういうことだから営業の（証人の名前）、おまえ北本市へ行って、この
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見積りを持っていって契約できるかというような、どこかで指示が出たんじゃない

ですか、違いますか」との尋問に、「指示はありませんでした」と証言した。 

「証人は１億1,900万円の数字が何で出てきたのかは覚えていないんじゃないで

すか、正確には。したがって、肝心なところになると「ない」と、言い切ってしまう

んじゃないですか」との尋問に、「ですから、記憶が曖昧な部分があると、どこのど

の資料というのは明確には覚えておりませんが、当時公開されていた補正予算の資

料から金額を多分税抜きにして端数を落としたものだと思います」と証言した。 

 

ⱨ☺♃ה ─ ⌐ ∆╢

 
「途中で防災倉庫が随意契約で発注されました。証人が直接どこまで関わったか

は定かではありませんけれども、防災倉庫の途中で、随意契約について、この間の（市

職員との）接触等について知っておりますか」との尋問に、「たしか不調になったこ

ろに、一度私のところを尋ねてこられたのは知っております。たしか、三、四人かな、

あのとき。当然そのときはまだ、随契自体が私ができるかどうかもわからない状態だ

ったんで、そういう話を伺った記憶はあります」と証言した。 

「市のほうで調べていて、当時の副市長がこの証人尋問で証言しているんですが、

当時は、この防災倉庫を随意契約するためには、市長から現在桂前議員がＪＶのとこ

ろと折衝をしているので、その結果を待てと言われたということでございます。そう

しますと、そのことが事実だとすれば、証人が桂前議員と全く接触していないという

ことではない、接触しているんではないかと、ということなんですが、いかがですか」

との尋問に、「接触しておりません。私がお話しさせていただいたのは、たしかくら

し安全課かどこかの課長だったと思いますけれども、ただ、細かい話はしておりませ

ん。私としては、あくまで工事として、契約を受ける場合、この２つか３つの項目を

クリアできないと、私どもとしても多分、金額が合おうが合うまいができませんとい

う話はした記憶はございます。それは、あくまで担当の、あそこは庁舎建設推進室だ

ったか、私もはっきり覚えていないんですけれども、くらし安全課か、そこは、その

来られた方にその話をした記憶がございます」と証言した。 

「今の防災倉庫は、ＪＶでは特定の事業ではないので、受注できないことについて

はお気づきでしたか」との尋問に、「当時、地元業者向けに発注されていた工事なん

で、基本的には受注できないという認識ではいました」と証言した。 

「ＪＶでは受注できないという認識があって受注したんですか」との尋問に、「ど

の工事もそうですけれども、監理者現場代理人を個別に置かなければいけないとい

う条件が必ず出てきますので、私どもで、普通に発注されると受けられないので、で

きませんよとそういう相談をさせていただいたと思っております」と証言した。 
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ⱨ☺♃ ⌐ ∆╢  
 「防災倉庫の受託に関しての背景等ですけれども、北本市建設工事共同企業体取扱

要綱というのがあるんです。対象工事が、大規模工事であって、技術的に高い特定建

設工事というものについてはＪＶを認める格好になっておりますけれども、今回の

防災倉庫に関しましては、一般の建物ですので、これには該当しないと思います。た

だ、例外規定がございまして、市長が認めるものということですけれども、こういっ

たものについて受注するに当たって、当然市と協議を持ったと思うんですけれども、

これについてはどうでしょうか」との尋問に、「ＪＶで受注できないという認識はし

ておりませんでした」と証言した。 

 「特に問題なくＪＶで受注できると証人は考えておったということですか」との尋

問に、「市から御相談があったことですので、我々としてはＪＶで受注できるものだ

と思っておりました」と証言した。 

 「この件については特に市から何も説明はなかったと考えてよろしいですか」との

尋問に、「なかったと思います」と証言した。 

 「防災倉庫の結果的には共同企業体で受託したということですけれども、どのよう

な経緯で受託したと考えていらっしゃいますか、その経緯を確認したいと思います。

例えばその前の一般入札で不落になった後、どういうふうに動いたのか」との尋問に、

「時期は不鮮明ですが、市の方が不落後に現場に来られまして、所長に御相談があっ

たと聞いております。その後、翌日だったと思いますが、たしかくらし安全課だった

と思いますが、そちらのほうに営業、私と所長でお伺いをして、当時の担当の方に見

積もり資料をいただいたと認識をしています」と証言した。 

 「証人は桂（当時）議員ですけれども、御存じですか」との尋問に、「名前は存じ

上げております」と証言した。 

 「名前だけですか」との尋問に、「先ほど申し上げたとおり、着手時の式典に御出

席いただいていれば、御挨拶はしていると思いますけれども、そのくらいの認識でご

ざいます」と証言した。 

 「この後、いろいろ数字的なものを確認するんですけれども、この桂前議員から、

この防災倉庫について何か話はなかったですか、少しアドバイスとかサジェスチョ

ンとか、そういうのはなかったでしょうか」との尋問に、「ございません」と証言し

た。 

 「当時の副市長の証言がございまして、このときにある議員が、市とフジタの間を

調整してくれたと証言があったんですけれども、その調整という、意味はこれから申

し上げますけれども、そういった調整について証人は関わっていますか」との尋問に、

「関わっておりません」と証言した。 

 「９月18日に見積りの資料をもらって９月20日に見積りが出せるんですか」との尋

問に、「事前の準備はしておりましたが、実際は２日で見積もっております」と証言

した。 

 「証人は先ほど９月18日に資料をもらったと言っているわけですよ。なぜ事前に準
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備ができるんですか」との尋問に、「事前に公開されている図面、参考数量等で工事

の内容等は確認していたと思います」と証言した。 

 「本当に図面が公開されていましたか」との尋問に、「その前に地元向けでの発注

があったと認識していますので、そのときにダウンロードしたものと思っておりま

す」と証言した。 

 「先ほど翌日と言いましたから前日だったら９月17日だと思いますけれども、その

日に不落後に初めて現場に市の担当が行っているんですよ。それまで何もわからな

いじゃないですか。何で事前にできるんですか」との尋問に、「当然敷地内で庁舎の

建設をしておりますので、もちろん敷地内の工事ということで興味を持ってダウン

ロードをしていたと思っております」と証言した。 

フジタの関東支店長（当時）及び営業部長も同様の証言をした。しかし、本件の

入札参加条件は、埼玉県北本県土整備事務所管内を参加資格としており、参加資格

のないフジタが不落前に事前に公告資料をダウンロードする必然性は乏しく不可解

である。また、「建設業法施行令の第６条第１項第３号は、工事１件の予定価格が

5,000万円以上の工事については15日以上の見積り期間が必要です。これは知ってい

ますか」との尋問に、「知りませんでした」と証言し、「９月18日に見積り依頼を受

けて９月20日に出していたら、建設業法施行令違反になりませんか」との尋問に「書

面にありますとおり、市からのスケジュールのこの依頼でしたので、それで対応し

たと思います」と証言した。また桂前議員との関係についても関東支店長と営業部

長は否定した。 

 

⌐ ∆╢  
 「第三者委員会の報告書の中でも、市の担当者が現場事務所に行って見積書の提出

の打診を行う。その一方で、前市議会議員のＡ氏という人が市と業者の間に入り調整

役を果たし、同氏が随意契約をする条件として設計金額と同額で契約することを提

案し、それを前市長が受け入れた結果、事業者から設計金額と100％一致した見積書

が提出され、最終的に前市長の指示のもとで、上記条件で共同企業体と契約するに至

ったとというような報告書の記載があるわけですけれども、それは先ほど証人がお

っしゃられたような、前市議会議員Ａ氏なる者は、先ほど申し上げしたような人物と

いうことを特定するような状況にあったのかどうか、最後に証言をいただきたいと

思います」との尋問に「そのとおりでございまして、桂議員が私のところに来て条件

を言ったという記憶はございます」と証言した。 

「防災倉庫ですけれども、庁舎の建設をしているフジタに話をすれば安くできる

のではないかという提案があったということですけれども、その動きについては、ほ

かに関与しているような方があるというような認識はあったでしょうか」との尋問

に、「当時の記憶ですと、市長のほうから、今、桂議員が調整に入っているので、そ

の指示を待つようにという趣旨を受けたような記憶はございます」と証言した。 

「防災倉庫に関して調整を図っているというお話があったんですが、防災倉庫に



 

60 

 

関して何か条件のようなものを展開しているようなお話は聞き取ったことは記憶と

してありますか」との尋問に、「その議員からは幾つか、会社が言っている条件はこ

うだという話を聞いた記憶がございます」と証言した。 

「それは、契約を７号随意契約の相手先としてその業者を選んだ場合はこういう

条件だということなんでしょうか。契約が終わった後─終わるというか、契約を結ぶ

段階でそういうものがあるよというようなお話だったんでしょうか。」との尋問に、

「時系列で記憶がないところもあるんですけれども、市長から、その議員が随意契約

に当たってのいろいろ今やってもらっているからと言った後に、議員が私のところ

に来て、何号随意契約かは忘れちゃいましたけれども、一者随意契約するに当たって

の向こうから出てきた条件はこれとこれですからという話を聞いた記憶がございま

す」と証言した。 

「ちょっと前の話ですので、条件の細かいところまでは覚えていらっしゃらない

かもしれないんですけれども、１つ、２つでも何か思い出していくものがありました

ら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか」との尋問に、「業者が随意契約

を受けるに当たっての条件ですか、幾つかこれとこれだというふうに業者の条件を

私に伝達された記憶はございます。幾つもあったような気なので、幾つか思い出せる

ものがあると、まず交渉相手というか、担当窓口─相手のですね─は、この会社

のこの人ですというのと、設計額はびた一文まけちゃだめだよという話は記憶に残

ってございます」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「先ほど、西岡副市長によく相談していたと証言されています。その西岡副市長の

証言ですけれども、市長から、今、桂議員が調整に入っているので、その指示を待つ

ようにと証言しています。証人に記憶はないですが、言った可能性があるんじゃない

んですか」との尋問に、「記憶にありませんが、調整を頼むということはあり得ませ

ん」と証言した。 

「大変重要なところなんですね。当時の西岡副市長が証人尋問で宣誓をして証言

しているんです。桂議員がフジタと、今、交渉しているのでそれを待てと言われと言

っているんですけれども、証人は、それを待てというふうに副市長には言っていませ

んか」との尋問に、「桂議員に調整を頼むということはあり得ませんし、待てと言っ

たかどうかということについては記憶にございません」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「北本市拠点防災倉庫の不落後の随意契約については、証人は、フジタ・伊田Ｊ

Ｖが契約を受託するための働きかけまたは交渉、または調整といったようなことは

一切していなかったということでいいわけですね」との尋問に、「働きかけ、交渉、

調整をした覚えは、私の記憶には一切ございません」と証言した。 
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「複数の職員が参考人招致等で述べているが、防災倉庫の随意契約に当たっては、

証人が施工者との間に調整に入っていたということであるが、関わっていたのでは

ないかという疑問です」との尋問に、「その件につきましては、私は全く調整に入っ

たという記憶というか、そういう行為をした記憶はございません。ただし、私の記

憶から掘り出してみればですね、当時、防災倉庫でよろしいですね。当時、防災倉

庫に関しましては、県内業者が対象であったと記憶しております。そして、大手と

県内業者のＪＶは、もう既にこの本庁舎にかかっていたと。（略）よくよく考えてや

るべきではないんですかという、そういう私の意見は申し上げた記憶はございます」

と証言した。 

「そのような意見は、誰に対して述べたということですか」との尋問に、「みませ

ん。そういうことで、さっきも申し上げたように、誰に言った。１年前ぐらいでし

たら、そういえばあの人いたなとか、この人いたなというのわかりますが、誰に言

ったかは覚えてございません」と証言した。 

「石津市長にそのようなことを言っていないのか」との尋問に、「石津市長には、

先ほど私申し上げたように、私の気持ちとしては、行く行くこういう委員会もある

のではないか。それから、絶えず法律関係者、警察のＯＢさんなどとのお話の中で、

私はこうやってこの案件は進めていくという、それは決意みたいなものがありまし

たから、一切、石津市長にはお話はしてございません」と証言した。 

「かなり明確に副市長は市長から、現在、桂議員がフジタと随意契約を受けてく

れることについて交渉または調整しているので、その結果を待てと言われたと、証

人尋問で宣誓をして証言しているわけですけれども、そういうことになると、市長

が勘違いをしていたというふうなことになるのですか」との尋問に、「それは、この

後、市長が呼ばれてですね、市長も宣誓をされて、どんなふうな御答弁になるか私

はわかりません。副市長さんはそういうふうにおっしゃったんであれば、それはそ

れなんでしょうが、どちらかの勘違いなのか、私も勘違いかもしれません。ただし、

今言ったように、何でもかんでも発注者側だから、さっさと話をして進めていいも

んではないよと。それは、業界をよく知っている人間ですので、そういうところに

注意をして、発注者だからといって横暴はしてはいけないよという意味の発言をし

た記憶だけございます。誰に言ったかは覚えていません」と証言した。 

「証人が監査の時代に建築開発課の定例監査をしているときに、証人が防災倉庫

の随意契約についてはフジタとまとめたというようなことを言っていたのを聞いて

いるというふうに、職員は参考人で述べているんですけれども、これも間違いとい

うことになるのか」との尋問に、「どんなようなお答えをされているかわかりません

が、ですから、そういう私は何ですかね、この工事が一時迷走しそうなときに、そ

んなことをしていても工期どおりに物事はおさまりませんよと、そういうこと、今

申し上げたことを、よく相手のことも考えながら、十分研究して発注すべきである

ことを、誰に言ったか覚えていませんけれども、それを言って、うまくいったんだ

ということを申し上げたんだと思います」と証言した。 
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「証人は、定例監査のときに、「防災倉庫決まってよかったね、私が調整したから

ね」という発言がありますけれども、この言葉は知っていますか」との尋問に、「議

事録にあるんであれば─それ議事録、ちょっと確認してください」「ですから、調

整したからねということはそういうことでなくて、何でもかんでも、不落だから、

今やっているフジタＪＶに持っていけば仕事をやってもらえるというのは大きな間

違いですよと、しっかりと建設現場の監督の確保だとか、予算がね、だって、地元

の業者が安いからやらないと言ったわけなんでしょう。ですから、そういうことも

よく考えて先に進むべきだというようなことで、私がそういうアドバイスをしたと

ころ、やっとおさまるべきところにおさまったんじゃないかなという私の感想を述

べたんだと思います。ちょっと待って、調整といったことを言ったかどうかという

ことは記憶にございません」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
「名前が出た議員なり市長等、直接指示を受けるということはなかったんですけ

れども、10月３日ぐらいに建築開発課の随時監査がございまして、その際に、当時

監査をやられていました議員から、「防災倉庫決まってよかったね、私が調整したか

らね」、そんな雰囲気で、私が間に入ってやったからねというような形を言われた記

憶はございます」と述べた。 

「そのお聞きした場で、ほかに誰かそのことを聞いていた人は記憶にございます

か、同席した人とか」との質問に、「監査の場でしたので、建築開発課長であったり、

代表監査委員もいましたし、事務局の方もいたと記憶しております」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
「当時、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体に防災倉庫を発注するということに

関して、ＪＶの持っている特性みたいなものの中で、何か発注できるか、できないの

かということについて議論というか、検討した御記憶はありますでしょうか」との質

問に、「私の記憶では、一切、その方面での議論はした記憶はございませんし、私自

身もＪＶにできるかどうかという問題意識もございませんでした」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
 「不落の後に指示、その日の上役から指示があったかどうか覚えていないという状

況を報告されたんですけれども、その日でなくても、この後の業者というのを決めな

きゃならないわけですよね。そういう中では、今、工事しているフジタの金額そのも

の自体も高止まりになるかもわからない状況の中で、折衝していかなければならな

いという状況はあるかと思うんですけれども、そういう上役の方から折衝を促され

るとか、そういうふうな話はあったんでしょうか」との尋問に、「通常の入札で不落

になった場合の不落随意契約の場合というのは、調整は財政課でしていたようです
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けれども、フジタとの随意契約については、入札と関係ない業者ですので、財政課で

交渉しろとか、そういった話はそもそもないし、我々からすると、連絡先も知らんよ

うな状態ですので、それについては、我々に対してフジタと交渉するようにという話

というのはありませんでした」と証言した。 

 「確認ですけれども、不落になったという報告で終わっているということの確認で

よろしいんでしょうか」との尋問に、「不落になったという報告をさせていただいて、

その後、フジタと随意契約をするというところについては我々は知らなくて、ただ、

それが法規上可能なのかということについては確認というか、我々が所管している

ので、恐らくそれは確認があったんだと思うんです。法規上の解釈、それが違法じゃ

ないかどうかという相談は受けたと思います」と証言した。 
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  ┘ ↓≥╙ⱪꜝ◙

⌐ ╢ ┘ ─ ⌐ ∆╢

 

 

─ ⌐≈™≡ 
 

 

市は、平成24年４月、新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事の入札で「技術提

案型総合評価方式」を採用するにあたり、その評価基準等を定める作業を県の協力を

得て市職員で行っていたが、急きょ安井建築設計事務所に委託するよう市長の指示

があり、発注支援業務の委託が行われた。職員間では、入札に影響を与えかねない業

務を民間事業所に委託することについて疑問があったが、市長の強い意向を受けて

行われている。この業務は当初予算になく、予算の流用により、93万2,400円で随意

契約により行われた。 

 

≤⇔≡─  

発注支援業務が安井建築設計事務所に委託されたことは違法とは認められない。 

しかしながら、委託契約で秘密の保持を定めていたとしても、市が取り組む大型公

共工事の入札の公正性や透明性を考えると、市の担当者による業務を突然民間事業

者に委託したことについては疑問が残る。本業務は、技術提案型総合評価方式による

入札であるから、それを左右する評価点を定める業務であり、秘密の保持には格段の

注意が必要であったと思料する。 

 

≢⅝√  

ア 発注支援業務について、職員が県と協議しながら進めていたが、前市長の指

示で予算措置がない中で突然外部に委託したことに合理的な理由が見当たら

ない。 

イ 発注支援業務は、入札に関する重要な評価点等を決める事務であり、入札に

関する情報漏えい等による公正な入札執行を妨げることが考えられるにもか

かわらず、秘密保持等の規定が設けられていない。 

ウ 監査委員が指摘した、仕様書に基づき委託先から提出されているはずの打

合せ記録が確認できない。 

 

─  

⌐ ∆╢  
 発注支援業務の委託について、「この発注支援業務、いわゆる入札に当たっての業
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者の評価ですけれども、この業務が今般の入札業務に欠かせない重要なものだと認

識をされていますか」との尋問に、「それは業者の提案を評価する項目及び点数です

よね、であるならば、極めて重要な業務だと思います」と証言した。 

 「市の職員は県の協力で原案をつくり始めたんですが、それが突然安井設計事務所

に変更になったという事実がございまして、それは証人の判断なのか、その辺につい

て確認をさせてください」との尋問に、「それは記憶にございませんが、これだけの

大事業は市で経験したことのない事業ですので、市で行うのは難しいという判断の

もとにお願いをしたのではないかと思います」と証言した。 

「証人としては、庁舎建設におけるこの発注支援業務は、相当重要視していたんで

はないかと考えられるんですが、いかがですか」との尋問に、「先ほど来の繰り返し

になりますが、重要だと思いますし、それを任せられる業者は安井をおいてほかにな

いという判断のもとにお願いをしたわけですけれども、その後にきちんと委員方に

チェックをしていただくと、たしかその後に、項目が変わったり、訂正されたりとい

うこともあったと思いますので、それは適正に行われていると理解しています」と証

言した。 

 

⌐ ∆╢ ⱥ▪ꜞfi◓ 
「総合評価方式を入れることと、規模から見て、ＪＶをしなくても可能であったと

おっしゃる方もいらっしゃるんです。あえて、ＪＶを組んでやるほどの特定事業なの

かと言う方もいるんですけれども、総合評価方式を入れて、なおかつＪＶを組むこと

によって、さらに発注支援業務が設計監理、実施設計をつくっていくところに行くこ

とによって、入札そのものに何らかの意図が働いたのではないのかということにつ

いては、当人は入札のときにいないと思いますけれども、この発注支援業務を安井設

計事務所に発注したときには、そういうことについて議論なかったんですか」との質

問に、「１点目のＪＶにするかどうかは、個人的にはＪＶじゃなく、単独でも全然問

題なく、特にＪＶにする理由もないとは思っていました。ただ、ＪＶにしろという指

示もありましたのでＪＶにしたと。あと当然、発注支援業務をやるとなったら、関係

コンサルが入ってつくること自体はおかしいので、我々職員でも当然このくらいの

ことは、一級建築士もいますのでできると思っていたんですけれども、市の職員はそ

れだけの技術がないから、市の職員じゃなくて、コンサルに頼めと。先ほど申し上げ

ましたように、最初は言ったらただでやってくれそうな話をしたわけです、安井さん

がね。手伝ってくれると、発注の支援の。そのうちお金を払ったほうがいいんじゃな

いかというのは、桂さんあたりから漏れ聞こえてきまして、最終的には安井がバック

アップしてくれるとか、委託は出さなくてもいいなんていうこともあったんですけ

れども、市長から安井でいいと確実に言われました。また少したつと、今度は副市長

から、別なコンサルに依頼しろという話もあったり、そういう時系列があるんです。

ただ、その後、また副市長から、安井と随契しろ、評価項目は全て、４項目全部入れ

ろと。あと、言われたのが、東京理科大の先生かな、菅原先生は、その評価の案件は
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絶対入れろというような、３項目は絶対言われました。それで、90万ぐらいで随契し

たんじゃないですかね」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
「（前略）証人は、どれぐらい庁舎担当をされていたのか承知してませんけれども、

その間に前市長から、庁舎建設を進めていく上で、基本的な部分でどのような指示が

なされていて、そして、または議員といったような政治家も含めて、業者も含めて、

どういうような関与と申しますか、関わりと申しますか、そういうものがあったのか、

どのようなものがあったのか、御記憶があれば、お話ししていただきたいと思います

が」との尋問に、「ＪＶです。そのための委員会もつくりましたけれども、委員会の

報告では、ＪＶではなくて単体若しくはＪＶというような、ＪＶということは出てこ

なかったですね。あと、私が担当したときの評価ですかね、技術提案型の。技術提案

型については、私は、安井建築設計事務所につくってもらえということを言われまし

たが、それについては抵抗しまして、同じ設計者にそういう評価をすること自体がお

かしいんじゃないかという話はさせていただきました。でも基本的には、当初、私と

副市長と（総合政策）部長で安井建築設計事務所を呼びまして、こういうことをやっ

たことはあるかと聞きましたら、お手伝いはできると、でも、やはり官のことなので

ということを記憶しております。その後、50万円という話になってきて、最終的に90

万円、これについては上司の命令で安井建築設計事務所と随意契約しろということ

になりました。それについては私かなり抵抗しまして、先ほどの質問の結果になった

のかなと思っております」と証言した。 

 

⌐ ∆╢  
 「（安井建築設計事務所の提案を）変えたことによって、どんな影響が出ることが

予測されましたか」との質問に、「支援業務でありますけれども、評価項目をつくり

上げるための委員会なんです。その評価項目自体は、あくまでも内部でつくり上げて、

県の評価委員会に打診したりとか、実際、大学の先生も入ってつくり上げていくもの

なので、民間に漏えいするような、あるいは工事業者に漏れると、非常に有利になる

可能性があるので、内部でつくり上げるものと私は認識していたので、民間の一業者

が委員に入ることによって、守秘義務があるとはいえ、可能性としてあるわけですね。

その辺がちょっと危惧されると、私はそのとき感じていました」と述べた。 

 「（部下）ほかの方も同じような考えをお持ちだったと思いますか」との質問に、

「24年の５月連休明けだと思うんですけれども、支援業務も、上の方の指示で起工し

てお願いしたわけですけれども、（政策推進）課長もこの業務を外に出すのはおかし

いという話はされていました」と述べた。 

 「副市長経由じゃなくて、市長から直接庁舎の関係でいろいろ言われたことはある

んですか」との質問に、「副市長と市長と２人いらっしゃって、私が直接言われまし
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た。言われてきた内容については、契約前に総合評価をやっていまして、総合評価の

関係で、実際、内部で当初はやっていまして、途中から安井建築設計事務所で支援業

務として入ってきまして、実際、評価内容を安井建築設計事務所から受けて、それを

もんでいて、７月終わりぐらいに提案を受けて、内部でもんだときにそれを外したん

です。翌週の月曜日に御二人に呼ばれて、誰がこういった内容をやったのかと……提

案について、室の誰がやったのかと２人に尋問されたことがございます」と述べた。 

 

⌐ ∆╢ ⱥ▪ꜞfi◓ 
「発注支援業務が安井設計に入ることに関しては、随分事務方レベルでは異論が

あって、上から叱られたり、横から何か言われたりしながらも、安井設計が担当する

ことになって、予算も補正予算も通って、いよいよ入札という段階になったと思うん

です。この発注支援業務の問題と落札減の問題と入札そのものの仕方の中で、何か特

に気がつかれたことというのはございますか」との質問に、「発注支援については、

普通は入札というデリケートな部分になりますので、基本的には民間というんです

か、第三者を入れてというのは、多分埼玉県でもやっていないんだと思うんです。あ

り得ないような話だったという中で、もしどうしても職員が信用できないのであれ

ば、ある程度公的な部分に依頼するというのもありましたので、記憶しているのは公

共建築協会、基本計画を策定していただいた協会があるんですけれども、そこにそう

いう事例はありますかという電話問合せをして、見積もりをお願いしますという依

頼もした記憶がありますので、そういった意味で、何でこういう支援業務をやらなく

ちゃいけないのかというのは記憶しています」と述べた。 

 

⌐ ∆╢  
「当時の担当していた人たちは、安井建築設計事務所に発注するということにつ

いては問題視していたことも承るんですけれども、入札にある意味大きく影響を与

えるかもしれないこの発注支援業務を、民間の会社に発注をしなければならなかっ

たことが、先ほどのご説明の中だけで本当に妥当性があったということですが、市

長が庁内でやるのはだめだというような意思というのは相当強かったということの

裏返しなんでしょうか」との質問に、「かなり強い意思表示を市長からされた記憶

がございます。これだけ大きな事業だから、職員では無理だと、国の公益法人もそ

んなできるはずはないという話を聞いたもんですから、ただ、前に進まないと、県

の第三者委員会も予約を早くしないと、詰まっちゃいますので予定が。前に進める

ために、安井建築設計事務所でやむなしと私が市長に進言しました。ただ、それが

妥当かどうかという、私の頭の中での判断は、安井建築設計事務所にやらせたとし

ても、最後、第三者の専門家の委員会を通っていくわけですから、それで安全性と

いうか、公平性が担保されると、自分の頭の中では解釈をしておりました」と述べ

た。 
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「なぜ市長はそこまで、職員なり国をだめだと言ったかについて、もう一度お願

いします」との質問に、「北本の50年に一度の大事業だから、職員ではその能力が

ないだろうし、国の機関でもそこまでの能力はないというような趣旨を言っていた

ような記憶はございます」と述べた。 

「基本的な前市長の方向性があって、安井建築設計事務所にお任せしろというこ

とで、庁内でやる、県との相談も、要するに自前でやるということについて前市長

が否定したので、安井建築設計事務所にというのは、そんたくして副市長は提言を

したという理解でよろしいでしょうか」との質問に、「そんたくは当たっていると

思います。あとは、安井建築設計事務所に絶大なる信頼を置いていたように記憶し

ておりますので、安井建築設計事務所が一番妥当という認識は私は持っておりまし

た」と述べた。 

「監査報告書の中では、予算の流用の措置をしたのが５月28日で、契約より後の

ことになっている、その点を指摘されているんです。今、西岡参考人は、委託料の

中で流用だから、予算の裏付けがないわけではないということですけれども、実際

にその流用の措置をされたのが日付的に契約の後ということについては、認識され

ていますか」との質問に、「認識はしておりません。ただ、手続的に、予算の契約

の後に流用というのは余りよくないと思いますけれども、私の自治法上の解釈です

と、契約した後に予算措置されれば、それはさかのぼって有効になるという解釈だ

ったと思いますので、そこまでは言えないかなと、個人では思っております」と述

べた。 

「これは当時、２月14日の参考人で（庁舎建設担当主幹（当時））が来て、先ほ

ど申し上げましたように、評価項目についての変更の話をしているときに、翌日、

副市長か市長に呼ばれて、何で変えるんだという話をいただいたというようなこと

があって、その中で、最終的に（庁舎建設担当主幹（当時））はこれを何というか

な、業者に漏れると非常に有利になる可能性があるので、内部でつくり上げるべき

もので、民間の業者が委員に入るということについては、たとえ守秘義務があると

はいえ、その辺を大変私は危惧したというような、そんな説明をされているんで

す。当然、私も素人なりに考えて、入札を左右する可能性があるかもしれないこの

発注支援業務が、実施設計の中にある程度の金額が明示されていると思いますの

で、その業者がこの業務の委託先になるということは非常に、入札の公正性といっ

たようなものに影響を与えたんじゃないだろうかというふうに推測するんですけれ

ども、当時、そういったようなことについての認識というのは、安井建築設計事務

所に出すという判断をされたときには、その辺の認識についてはどういうふうにお

考えになられていましたか」との質問に、「担当の（政策推進課長）などからも、

民間の業者に発注するのは、守秘義務の関係でいかがなものかという話は受けまし

た。今となったら、そういう業者に発注したのは余りよろしくなかったのかなとも

思っていますけれども、さっきの繰り返しになりますけれども、第三者の学者とか

建築技師ですとかの、当時、私もそのメンバーに入っていましたけれども、５人か
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６人の第三者委員会でその項目をもんでいるんですよ。しかも、入札が終わった後

に、その評価についてももむという前提のもと、公平性は安井建築設計事務所でも

保てるのかなと思っていましたし、実際に第三者委員会、私も委員でしたが、私は

素人なので１回も発言しませんでしたけれども、入札の総合評価項目が、安井建築

設計事務所が評価した１位の会社と２位の会社、３位の会社、実際入れ替わってい

ますので、仮に安井建築設計事務所が悪意を持っていたとして、１位に評価をして

いる会社だとしても、その１位が１位じゃ実際にはなくなっているのを私現場で確

認していましたので、結果的に入札は公正性は保っていたのかと、個人的には思っ

てございます」と述べた。 
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 ∕─ ─ ≢ ≢⅝√  
 

 本委員会は、議決された４件の調査事件について、証人尋問、参考人招致等による

証言等と、関係者から提出された記録等の検証・調査の過程において、調査の契機に

鑑み、以下の確認できた重要事項について報告する。 

 

┘ ↓≥╙ⱪꜝ◙ ⌐⅔↑╢

≤ ─ ⌐≈™≡ 
 

 

北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事における完了検査は、Ⅰ期工事

完了時とⅡ期工事完了時に分けて実施している。検査長には、都市整備部長（当時）

が就き、検査員は建築等に係る職員によって実施されている。検査に必要とされる

図面等の資料を施工者及び工事監理の設計事務所が整え、一定の書式に基づき行わ

れている。 

また、完成図については、施工者であるフジタ・伊田特定建設工事共同企業体の

現場所長が作成し、工事監理業務を受託した安井建築設計事務所が確認作業をして

いる。完成図は、最終的な完成図面であり設計図書、設計内訳書、施工図と現場が

一致していなければならない。しかしながら、施工者から提出された完成図は、随

時監査結果報告書において、「軽微な設計変更において変更された備品等については、

適正ではない」と報告された。 

完了検査においてどのような検査が行われ、その結果完成図がどのように作成さ

れたのか、その妥当性について確認する必要があった。 

その結果と経過は以下のとおりである。 

 

≤⇔≡─  

完了検査は、建築等に係る市職員６名が担当し、関係書類等に従い検査したが、一

部において書類等に不備が見られた。また、現場写真等の検査資料に不足があったと

検査員が述べていた。さらに、完成図は、軽微な設計変更が反映されていないなど、

不備があることをフジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長と工事監理者も

一部認めており、不備があったと判断する。 

完成図は、建築保全業務を行う上で、施設の現状を正確に把握するための大切な図

書であることから、改修、模様替え等を行ったときは必ず完成図の修正を行い、常に

現状を正確に把握された図書でなければならないことから、補正をすべきであった。 
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≢⅝√  

ア 検査員（当時）は、委員会ヒアリングで、完了検査について、検査資料等が

不十分であり、かつ、完成図の提出がない中で行われたと述べた。そのため、

検査員は、備品等の詳細については検査対象にはなっておらず、出来栄えを中

心に行われたと述べたことから、完了検査の在り方に課題がある。 

イ 完成図の不備については、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長

及び工事監理者が証人尋問で認めていることから、現存する完成図書と現状を

照合し是正すべきである。 

ウ 安井建築設計事務所は、平成 25年 12月 11日に締結した北本市（仮称）こ

どもプラザ建設工事監理及び設計意図伝達業務委託契約の契約書の仕様書に

おいて、完成図の確認業務が含まれていることから、責任があり、業務の不履

行にあたる。 
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─ ⌐╟╢ ┼─ ─

⌐≈™≡ 
 

▪ ≤ ≤─ ⌐≈™≡ 
 

 

桂前市議会議員と安井建築設計事務所との関係は、平成29年７月27日の証人尋問

で安井建築設計事務所常務執行役員企画本部総括（当時）が次のように証言した。 

（ア）「桂前議員と、私どもがお誘いをして桂前議員と会食をした場合は、基本

的には私がお支払いをしていました」 

（イ）「この北本市の庁舎の新築工事のプロポーザルに参加をするに当たって、

プロポーザルの１年半前ぐらいに御挨拶をさせていただいたのがきっかけ

です。その後、議員から、この建物のあり方というようなお話を数回伺いま

した」 

（ウ）「その後は、この建物に興味を持っておられるメーカーさん、あるいは施

工会社さんを御紹介をいただくという形で、接点を持たせていただきまし

た。大きなところではそういうところです」 

（エ）「桂先生につきましては、周りの埼玉県下のさまざまな建設関係の企業様

に、北本市での有力な方はどなたかということでヒアリングをしたところ、

多くの方から桂前議員のお名前が出ましたので、桂前議員に御挨拶に伺っ

たという経緯です」 

（オ）「通常、私どもの設計事務所は、受注案件としてターゲットを絞ります。

その絞った際に、私どもはこのお仕事にぜひ参加をさせていただきたいと

思いました。そうしますと、最終的にプロポーザルでの技術提案書には、市

が求めていらっしゃること、今、市が悩んでいらっしゃること、そういうこ

とを技術提案をさせていただくというのが一番提案の内容としては適切だ

というふうに認識をしておりまして、そのために、お力のある議員の方に御

挨拶をさせていただいて、実際にそういうお話、御相談、御指導くださる方

を御紹介いただくというようなお願いを通常しています」 

（カ）「この市庁舎建設以外のことでもさまざまなお付き合いがございましたの

で、それも含めますと、２か月に１回ぐらいの割合でお会いをしておりまし

た。事務所においでいただくのは、そのうちの半分ぐらいだったと思います

ので、３、４か月に一度ぐらいの割合で御来社をされておられたと思います」 

（キ）「庁舎の建設、いろんなところで、ちょっと接点がありましたので、それ

を庁舎の建設では何回やったのかということになると、恐らく３回か４回

だと思います」 

（ク）その他、安井建築設計事務所が費用を支払っての会食は数回あった旨の証
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言があった。 

これらの証言から、安井建築設計事務所は、桂前議員が発注者側の有力な議員（公

職者）であることを認識し、また桂議員もメーカー推薦や施工者紹介ができることを

認識した関係であることは明らかである。 

 

▬ ⌐╟╢ ⱷכ◌כ≤∕─ ™⌐≈™≡ 
 

 

 桂前議員が安井建築設計事務所に推薦したメーカー及び施工会社については、安

井建築設計事務所常務執行役員企画本部総括（当時）は次のように文書質問に回答

した。 

（ア）杭は、児玉コンクリート工業と日本ヒューム 

（イ）サッシは、ＹＫＫ ＡＰ 

（ウ）床用タイルは、セラミカ・クレオパトラ・ジャパン 

（エ）可動間仕切壁・家具は、イトーキ 

（オ）軒天井は、ヨドコウ 

（カ）天井クリップは、八潮建材工業 

（キ）内装工事は、寺下内装 

（ク）太陽光発電設備は、地元電気組合 

 （ア）～（ク）については、証人尋問で、「（紹介が）ございましたので、フジタの

ほうには私どものほうから、こういう御紹介がありましたので、金額的に問題がなけ

れば採用の御検討をお願いしたいということはお話ししています」と証言している。

また、「クレーンのお話は伺いましたけれども、設計図書に何ら反映するものでなく

て、施工会社がお選びになるものでしたので、私どもからは御紹介をしておりません」

と証言した。なお、太陽光発電については事業化されていない。 

 その後の施工者であるフジタは、杭は児玉コンクリート工業、サッシはＹＫＫ Ａ

Ｐ東京支店、内装工事は寺下内装に発注している。八潮建材工業の天井耐震クリップ

は、実施設計書の特記事項に「八潮建材工業同程度」と記載され、寺下内装は内装工

事に採用した旨の証言をした。 

本委員会は、関係職員等への証人尋問や参考人意見聴取、また、安井建築設計事務

所常務執行役員企画本部総括（当時）への証人尋問を受け、調査事項２北本市新庁舎

及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る設計委託業務及び施工並びに工事監理、意

図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項に基づき確認した。 
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► ◖fi◒ꜞכ♩ ⅜ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡ 
 

 

平成29年５月９日に参考人として意見聴取した市職員が、桂前議員と児玉コンク

リート工業、児玉コンクリート工業社長と石津前市長との関係について述べたこと

を受け、同年７月19日安井建築設計事務所執行役員東京事務所副所長（当時）を皮切

りに、安井建築設計事務所設計部部長（当時）、児玉コンクリート工業社長、安井設

計建築事務所常務執行役員企画本部総括（当時）、桂前議員、石津前市長、安井建築

設計事務所構造主任技術者（当時）、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所

長（当時）、フジタ東京支店建築工事部長に証人尋問を行い、桂前議員及び石津前市

長の関わり等について確認する必要があった。 

その結果と経過は以下のとおりである。 

 

≤⇔≡─  

フジタが、北本市新庁舎建設工事の杭工事を児玉コンクリート工業に下請として

発注したことは、民間同士の取引で違法とは認められない。しかしながら、当該工事

が児玉コンクリート工業に発注された経緯の過程で、一部妥当性を欠いた以下の不

適切な行為があった。 

安井建築設計事務所は新庁舎建設工事の杭工事に関し、発注者側の議員である桂

前議員から児玉コンクリート工業の推薦を受け、実施設計書に児玉コンクリート工

業も参入できるよう構造計算している。また、フジタが杭工事の下請への発注に当た

り、安井建築設計事務所構造主任技術者（当時）から児玉コンクリート工業の仕様で

ないと難しいと言われ、複数の見積者から児玉コンクリート工業に決めている。設計

事務所と施工者との関係性から見て、児玉コンクリート工業社長から要請を受け設

計事務所に紹介した桂前議員の行為は遺憾であり、それを受けた設計事務所の対応

は公共工事であることから不適切である。 

 

≢⅝√  

（ア）フジタが、杭工事を児玉コンクリート工業に発注したことに違法性はない。 

（イ）児玉コンクリート工業社長は、証人尋問で、「建設新聞に北本市が市庁舎

を建設するということが出ましたので、それで石津前市長にお願いに上が

りました。そうしたところ、桂先生を紹介していただいたということです」

と証言した。また、桂前議員に対して「安井建築設計事務所というのがやっ

ぱり情報に載っていましたので、我々の営業の仕方は、まず設計事務所に営

業するのがスタンダードな営業の仕方になりますので、設計事務所の紹介

をお願いました」と証言した。桂前議員はその後、児玉コンクリート工業社

長の要請を受け、児玉コンクリート工業を安井建築設計事務所へ紹介した。

安井建築設計事務所は、桂前議員が懇意にしているメーカーと認識をして
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いることから、桂前議員の働きかけは発注者側の市議会議員としては遺憾

である。 

（ウ）安井建築設計事務所構造主任技術者（当時）は、証人尋問で、「児玉コン

クリートも、特殊であったり、ハイレベルの工法を用いられると自分のとこ

ろでは扱えないので、そうでない一般工法、一般的な工法になるようにお願

いをしたということをおっしゃっていましたけれども、そういう意味で、こ

のＨｉＦＢ工法は適切であったということなんですか」との尋問に、「Ｈｉ

ＦＢ工法だけには特定しておりませんので、ですから、児玉コンクリートも

参入できる工法、それ以外のメーカーも、ですから、競争の原理が働く、い

ろんなメーカーが参入できると思います」と証言した。 

（エ）フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長（当時）は、杭工事につ

いて、証人尋問で、「たしか、当然図面を見て、性能とか構造ですね、使え

るだろうというのを数社、たしか見積りをした経緯があったと思います。そ

の中で、たしか安井建築設計事務所の構造の担当者に上げたときに、児玉コ

ンクリート工業の仕様でないと難しいんじゃないかという話がたしかあっ

たような記憶があります」と証言したが、桂前議員から推薦を受けた設計事

務所の意見は、下請への発注に影響を与えており不適切である。 

 

◄ ⅜ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡ 
 

 

平成29年２月14日に参考人として意見聴取した市職員が、市内のクレーン業者２

社から「なぜ市内業者を使わないのか」との旨のクレームがあったと述べ、また桂前

議員が新庁舎建設工事で採用された木島陸運の顧問をしていることを聞いたと述べ

たことから、本委員会の正副委員長が関係した市内業者から事情聴取した。事情聴取

した市内業者は次のように述べた。 

北本市新庁舎建設での揚重に、市内業者である２社を採用するため見積書を提出

するように、ＪＶの伊田テクノス常務の紹介でフジタの調達部から指示された。金額

はフジタの調達部に言われたとおりにした。しかしその後、連絡がなく２業者でフジ

タ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長に会い交渉したが、すでに木島陸運に決

まっていた。約束が違うことから２業者は、市の庁舎建設推進室長に相談したが、下

請契約は民間同士であるので市は関与できないと言われた。桂議員が木島陸運の顧

問になっている。その影響力があったと疑っていると述べ、調査依頼の意向があった。 

元請と下請という民間同士の取引であり、市が関与を断った経緯もあるが、発注者

側の公職者である桂前議員が当該事業所の顧問であるということから、木島陸運の

受注の経緯と市内２業者が外されたことと、桂前議員の関与を含め下請への発注に

至る過程の疑義について確認する必要があった。 

その結果と経過は以下のとおりである。 
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≤⇔≡─  

フジタが、北本市新庁舎建設工事の揚重を木島陸運に下請として発注したことは、

民間企業の取引で違法とは認められない。しかしながら、当該工事が木島陸運に発注

された経緯の過程で、一部妥当性を欠いた以下の不適切な行為があった。 

フジタが、入札及び入札後の低入札価格積算報告書に添付した資料に記載された

市内２業者と、発注について協議をした形跡がない中で、市内２業者以外の業者と契

約したことについて、市内２業者が下請への発注に不信感を持ったことに対しては

一定の理解をする。 

フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長（当時）は、証人尋問で、「私自

身もここで仕事をしたのが、ちょうど来て初めての仕事だったので、数社いろいろな

ところに聞いて、最初に情報収集してから見積りとかとったりしますので、その中の

一つだったと認識しております」と証言したが、その前に調達部に確認するのが通常

の仕事の手順であり対応に不自然さが見られた。 

木島陸運の営業担当は、証人尋問で、フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場

所長に認められ、見積提出に至った旨の証言をした。また、その後市内２業者が庁舎

担当に相談したことから、会社の顧問である北本市議会議員の桂前議員に庁舎担当

へのアポイントメントを取ってもらい挨拶に行った旨の証言をした。しかし、庁舎建

設推進室長（当時）は、桂前議員が木島陸運の営業と一緒に来て、「木島陸運は北本

市に営業所があるので市内業者になるだろうと話した」と述べている。桂前議員も証

人尋問で、木島陸運は「顧問先」と証言したように、発注者側の市議会議員の対応と

して遺憾である。 

なお、桂前議員は、木島陸運と平成17年４月１日から顧問契約を結んでおりかつ顧

問料を受領しているが、新庁舎建設の発注者側議員であることから公正性を害する

可能性が考えられる。 

 

≢⅝√  

（ア）新庁舎建設工事における揚重について、フジタ・伊田特定建設工事共同企

業体の現場所長の推薦で木島陸運を採用したことは、民間企業同士の契約

である。 

（イ）木島陸運の営業担当は、証人尋問で、庁舎建設推進室長に会うことについ

 て、「桂氏にアポをとっていただきました」と証言したが、桂前議員と一緒

 に会いに行ったかどうかについては、「私が１人で行ったのか、ちょっとそ

 の辺の記憶は定かじゃないですね」と証言した。桂前議員は、証人尋問で、

 「アポはとってございません」「後から（木島陸運の営業担当から）言われ

 たんですけれども、何か勘違いだったかもねと言っていました」「「私の顧問

 先の木島陸運が行くからお話は聞いてあげてね」という、そういうことは言

 ったかもしれません」と証言した。本委員会は、市職員がメモをもとに、議
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 員が一緒であったと述べたことを確認した。 

（ウ）木島陸運から提出された平成24年から27年までの総勘定元帳の手数料の

 科目において、桂前議員に対し顧問料として月額５万円支払われている記

 録がある。 

 

○ ⅜ ╩ ⇔√ ⌐≈™≡ 
 

 

フジタは、北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事の内装工事について、

平成25年５月29日に1, 827万円（ボード貼）、平成25年７月１日に1, 431万1,500円（耐

火間仕切）、契約金額合計3, 258万1,500円で寺下内装と契約を締結した。この経緯に

ついて、桂前議員から依頼を受けた安井建築設計事務所がフジタ・伊田特定建設工事

共同企業体の現場所長に伝え、それを受けて現場所長は東京支店の工事部に審査を

上げ発注が決まった。フジタの建設工事部長（当時）は「安井建築設計事務所からの

紹介」「当時というか、作業所長から、内装業者の寺下さんは御紹介を受けていると」

と現場所長から聞いていることから、公共工事の発注の経緯について、発注者側の市

議会議員の関与等を確認する必要があった。 

その結果と経過は以下のとおりである。 

 

≤⇔≡─  

フジタが、北本市新庁舎建設工事の内装工事を寺下内装に発注したことは、民間企

業の取引で違法とは認められない。しかしながら、当該工事を寺下内装に発注した経

緯の過程で、一部妥当性を欠いた不適切な行為があった。 

安井建築設計事務所は発注者側の市議会議員である桂前議員から内装工事の下請

に寺下内装の紹介を受け、その意向を安井建築設計事務所がフジタに伝え、それが反

映されているが、公共工事であることを考えると議員の関与は不適切である。 

また、桂前議員は天井の耐震クリップ工法のメーカーについても、寺下内装を介し

て安井建築設計事務所に紹介したことにより、実施設計書の特記事項に「八潮建材工

業同等程度」と記載されるに至っている。また、寺下内装はそれを受け、工事に採用

したと証言していることから、発注者側の市議会議員である公職者の関与があり、遺

憾なことである。 

 

≢⅝√  

（ア）フジタが、内装工事を寺下内装に発注したことに違法性はない。 

（イ）桂前議員が、安井建築設計事務所に寺下内装を北本市新庁舎建設工事の内

装工事の下請ができるよう紹介した。 

（ウ）寺下内装と八潮建材工業が桂前議員の紹介で安井建築設計事務所を訪問

し、天井の耐震クリップ工法の説明をした。実施設計書の特記事項に「八潮
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建材工業同等程度」と記載された。 

（エ）安井建築設計事務所の設計部部長は、寺下内装について、証人尋問で、「先

ほど桂前議員からメーカーの推薦であるとか、さまざまなものがあったと

いうようなお話しありましたけれども、まだほかにもありましたですか」と

の尋問に、「現場に入ってから、地元の内装業者を紹介したいという話があ

りまして、それについては施工者の所長のほうに、コストが折り合えばとい

うことで、検討お願いしますという伝達はしています」と証言した。また、

「証人は、桂前議員との間には、携帯電話のやりとりといったようなものも

かなり多くありましたですか」との尋問に、「主に、推薦したメーカーが採

用されたかどうかという問い合わせ等は、電話とか私の事務所のアドレス

が名刺に入っておりますので、そちらへの問い合わせ、それに対しての回答

というのはした記憶はあります」と証言している。 

（オ）フジタ・伊田特定建設工事共同企業体の現場所長は、証人尋問（１回目）

では、「内装工事で、鴻巣市にある寺下内装という会社が一次下請で入って

いますが、この経緯はどういうことですか」との尋問に、「単純に業者見積

りを支店等で、当然内装業者外注なんで、見積徴収をいろんなところに出し

ますけれども、そちらの中から選ばれた業者ですね。あの当時、１社ででき

る工事じゃなかったんで、多分２社とか３社を選定しようとしていた経緯

がございますので、その中のたまたま値段的に合意した２社を、そのとき日

本軽鉄かどこかと一緒に使っていると思いますけれども、そういう選定を

しております。ただ、それは、そこに関して、私がどこを使うとかっていう

話じゃないんで、どちらかというと、店内の調達部で見積りをとって、安い

ところを入れて選定していますんで、そこについては、当然２社か３社使お

うという認識は私は当初ございましたんで、そこで、たまたま値段が合った

んで入ってきたという認識でおります」と証言した。 

しかし、証人尋問（２回目）では、「寺下内装を下請に使った経緯につい

ては、あらかじめ安井設計から紹介があったのではないかということです

が、どのようなことだったでしょうか」との尋問に、「安井設計から紹介が

あった記憶はあります。ただはっきり覚えておりません、そこについては」

と証言した。フジタの建築工事部長（当時）は、証人尋問で、「（これまでの

間）全部で５回の証人尋問を行っております。フジタの関係者も来ていただ

きましたし、下請も来ていただきましたし、設計会社の方にも来ていただき

ました。この中で、設計会社のほうから、前北本市議会議員であります桂祐

司氏から安井設計にメーカーの紹介があり、そのことを施工者のほうに、値

段が合えば、条件が合えばということで伝えていますということを安井設

計事務所の当時の企画部長が証言されて、それで８月10日にこのような形

で当委員会のほうに資料が提供されております。今、当時の工事部の次長、

そして着工後の工事部長として、これらのメーカーについて何か御記憶が
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ありますでしょうか」との尋問に、「作業所長から、内装業者の寺下さんは

御紹介を受けていると」と証言した。 
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 ─  

（１）委員会の開催状況 

平成 29 年１月 17 日（火） 市役所委員会室１ （第１回委員会） 

○ 地方自治法第 100条第１項の規定に基づく記録提出について 

平成 29 年１月 24 日（火） 市役所委員会室１ （第２回委員会） 

○ 地方自治法第 100条第１項の規定に基づいて提出された記録について 

平成 29 年１月 26 日（木） 市役所委員会室１ （第３回委員会） 

○ 弁護士との委託契約について 

○ 地方自治法第 100条第１項の規定に基づく記録提出について 

平成 29 年１月 30 日（月） 市役所委員会室２ （第４回委員会） 

○ 職員等への質問について 

○ 証人の出頭請求について 

平成 29 年２月１日（水） 市役所委員会室１ （第５回委員会） 

○ 証人の出頭請求について 

平成 29 年２月６日（月） 市役所議場 （第６回委員会） 

○ 証人尋問について（６人） 

平成 29 年２月７日（火） 市役所議場 （第７回委員会） 

   ○ 証人尋問について（７人） 

平成 29 年２月 10 日（金） 市役所委員会室１ （第８回委員会） 

○ 記録の提出について 

○ 参考人の出席要求について 

平成 29 年２月 14 日（火） 市役所委員会室１ （第９回委員会） 

   ○ 参考人からの意見聴取について（３人） 

○ 記録の提出について 

○ 参考人の出席要求について 

平成 29 年２月 17 日（金） 市役所委員会室１ （第 10回委員会） 

   ○ 参考人からの意見聴取について（６人） 

○ 調査事項の追加について 

平成 29 年３月２日（木） 市役所委員会室２ （第 11回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ 調査経費の追加について 

平成 29 年３月 15 日（水） 市役所委員会室２ （第 12回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ 参考人の出席要求について 

平成 29 年３月 22 日（水） 市役所委員会室１ （第 13回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ 参考人からの意見聴取について（３人） 
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平成 29 年４月４日（火） 市役所委員会室１ （第 14回委員会） 

  ○ 建築士への調査支援の依頼について 

○ 記録の提出について 

平成 29 年４月 11 日（火） 市役所委員会室１ （第 15回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ 参考人の出席要求について 

平成 29 年４月 18 日（火） 市役所委員会室１ （第 16回委員会） 

   ○ 参考人からの意見聴取について（２人） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年４月 27 日（木） 市役所委員会室１ （第 17回委員会） 

○ 記録の提出について 

○ 参考人の出席要求について 

 平成 29年５月１日（月） 市役所委員会室１ （第 18 回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年５月９日（火） 市役所委員会室１ （第 19回委員会） 

  ○ 参考人からの意見聴取について（２人） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年５月 16 日（火） 市役所委員会室２ （第 20回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年６月５日（火） 市役所委員会室１ （第 21回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年６月 15 日（木） 市役所委員会室２ （第 22回委員会） 

   ○ 一級建築士からの意見聴取について 

○ 記録の提出について 

○ その他 

平成 29 年６月 26 日（月） 市役所委員会室１ （第 23回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

平成 29 年７月 10 日（月） 市役所委員会室１ （第 24回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ 証人の出頭請求について 

○ その他 

平成 29 年７月 19 日（水） 市役所議場 （第 25回委員会） 

   ○ 証人尋問について（３人） 

○ 記録の提出について 

  平成 29年７月 24 日（月） 市役所議場 （第 26 回委員会） 

   ○ 証人尋問について（４人） 

  平成 29年７月 27 日（木） 市役所議場 （第 27 回委員会） 

   ○ 証人尋問について（４人） 
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○ 証人の出頭請求について 

○ 記録の提出について 

平成 29 年８月７日（月） 市役所議場 （第 28回委員会） 

   ○ 証人尋問について（２人） 

  平成 29年８月 10 日（木） 市役所議場 （第 29 回委員会） 

   ○ 証人尋問について（４人） 

○ 記録の提出について 

  平成 29年９月６日（水） 市役所委員会室２ （第 30回委員会） 

   ○ 中間報告の申し出について 

○ その他 

平成 29 年 11月 21 日（火） 市役所委員会室１ （第 31 回委員会） 

   ○ 調査経費の追加について 

○ その他 

平成 29 年 12月４日（月） 市役所委員会室２ （第 32回委員会） 

   ○ 証人の出頭請求について 

○ 関係人に対する文書質問について 

○ その他 

平成 29 年 12月 20 日（水） 市役所議場 （第 33回委員会） 

   ○ 証人尋問について（２人） 

平成 30 年１月 22 日（月） 市役所委員会室１ （第 34回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

○ その他 

平成 30 年２月 26 日（月） 市役所委員会室２ （第 35回委員会） 

   ○ 記録の提出について 

   ○ 文書質問について 

○ その他 

平成 30 年３月 19 日（月） 市役所委員会室２ （第 36回委員会） 

   ○ 調査経費の追加について 

○ 文書質問について 

○ 記録の提出について 

○ その他 

平成 30 年８月 29 日（水） 市役所委員会室１ （第 37回委員会） 

○ 秘密性の解除について 

○ 記録の返還について 

○ 調査報告書（案）について 

○ その他 

（２）秘密会の状況 
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   平成 30 年１月 22日（月）（第 34回委員会）のうち、「○ 記録の提出に

ついて」の部分を秘密会としたが、平成 30年８月 29日（水）の第 37回委

員会において、当該部分の秘密性を解除した。 

（３）小委員会の状況 

   なし 

（４）分科会の状況 

   なし 

（５）連合審査会の状況 

   なし 

（６）中間報告の状況 

   平成 29 年第３回北本市議会定例会（平成 29年９月 22日）において、委

員長から議長に対して中間報告を行った。 

 

 ─  
 

  委員会運営の方針は、次のとおりとした。 

（１）確認事項 

ア 委員会は、これを補助し、又は準備するための協議会を継続して行う。 

イ 委員会には、専門的な知見を有する者として次の者を活用する。 

  （ア）弁護士、一級建築士 

  （イ）行政経験者、公共工事監理経験者、企業経営経験者等 

ウ 委員相互の確認事項 

（ア）本委員会は個人情報を知ることが多いので、情報の漏えいには十分配慮す

ること。 

（イ）委員会の活動をより円滑にするため、研修会及び講習会には欠席のないよ

うに努めること。 

（ウ）証人尋問及び調査対象の個人・団体との個人的接触は極力控えるように努

めること。 

（エ）委員会又は協議会の開催は、あらかじめ決めた日程を基本にするが、緊急

の開催があるときは、極力出席に努めること。 

エ 会議の公開 

（ア）委員会は、北本市議会委員会条例第16条の規定により原則公開とし、協議

会は、原則非公開とする。 

（イ）議事録及び提出された書類は、北本市情報公開条例による。 

（２）調査の方針 

ア 委員会の調査の方針は、次とおりとする。 

（ア）関係法令等からの逸脱及び不適正な手続の有無 
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（イ）執行者（担当者）の責任の有無 

（ウ）損害発生の有無 

（エ）前市長の不適正な指示及び他の公職者の関与の有無 

イ 調査の方法は、次のとおりとする。 

（ア）証人尋問 

（イ）参考人意見聴取 

（ウ）文書による質問 

（エ）協議会におけるヒアリング 

（オ）記録の提出 

（カ）このほか、委員会は必要と認めたときには、関係者に出頭及び証言並びに

記録の提出を求める。 

（３）業務委託 

   業務委託は、次のとおりとする。 

ア 弁護士への業務委託 

（ア）人数は２名以内とする。 

（イ）委託業務の範囲 

ａ 調査権の行使に係る法的助言 

ｂ 委員の証人への尋問に係る法的助言 

ｃ 委員会の運営に係る委員長への法的助言 

ｄ 議会に告発義務が生じた場合の告発事務に係る法的助言 

ｅ 委員会調査報告書（中間報告を含む。）作成に係る法的助言 

イ 一級建築士の業務委託 

  （ア）人数は若干名とする。 

  （イ）委託業務の範囲 

    ａ 調査権の行使に係る建築の法的助言 

    ｂ 委員会の調査に係る建築の技術的助言 

ｃ 委員会の調査に係る公共工事の施行・監理及び費用の積算根拠に係る

助言 

    ｄ 委員会調査報告書（中間報告書）作成に係る建築部分に関する助言 

ウ 公認会計士の業務委託 

  （ア）人数は１人とする。 

  （イ）委託業務の範囲 

    ａ 調査権の行使に係る財務の助言 

    ｂ 委員会の調査に係る財務の助言 

    ｃ 委員会調査報告書（中間報告書）作成に係る財務に関する助言 

（４）費用の内訳 

   本委員会の費用は、次のとおりとする。 

ア 弁護士への委託料 
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イ 一級建築士及び公認会計士への委託料 

ウ 実地調査経費 

エ 費用弁償（委員、証人・参考人）及び旅費 

オ 委員会記録等作成経費 

カ 謝礼（調査補助者等） 

キ その他諸費用 

 

 ⁸ ⁸ ─  

（１）証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項 

日付 
氏名 

（役職等） 
証言を求めた事項 

平成29年 

２月６日 

１ 清水孝良 

（北本市都市整備部

下水道課主幹） 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

 ２ 久保 剛 

（北本市都市整備部

建築開発課係長） 

３ 町田浩一 

（北本市都市整備部

長） 

４ 山田 聡 

（北本市都市整備部

建築開発課主幹） 

５ 須藤健治 

（北本市都市整備部

建築開発課主任） 

６ 朝尾光二 

（北本市退職者） 

平成29年 

２月７日 

７ 今西和夫 

（北本市退職者） 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

 ８ 金子能也 

（北本市総務部契約

管財課主幹） 

９ 村上拓也 

（埼玉県企画財政部

財政課主査） 
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10 中根 武 

（北本市市民経済部

環境課主幹） 

11 加藤 功 

（北本市市民経済部

市民課主任） 

12 荒井光男 

（北本市退職者） 

13 西岡利浩 

（埼玉県県土整備部

用地課長） 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

平成29年

７月19日 

14 村松弘治 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

15 斎藤英幸 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

16 満生忠昭 

（株式会社フジタ） 

平成29年

７月24日 

17 木村直人 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

18 岡 憲司 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

19 松原令幸 

（株式会社フジタ） 

20 供利直樹 

（株式会社フジタ） 
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に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

平成29年

７月27日 

21 児玉洋介 

（児玉コンクリート

工業株式会社） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

22 真崎繁美 

（株式会社木島陸

運） 

23 満園辰雄 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

24 淀川正敏 

（株式会社安井建築

設計事務所） 

平成29年

８月７日 

25 桂 祐司 

（前北本市議会議

員） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

26 石津賢治 

（前北本市長） 

平成29年

８月10日 

27 寺下宗幹 

（有限会社寺下内

装） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

28 森高英夫 

（株式会社安井建築
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設計事務所） 更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

29 小高顕弘 

（株式会社フジタ） 

30 西 和男 

（株式会社フジタ） 

平成29年

12月20日 

31 古郡健一 

（株式会社フジタ） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

32 満生忠昭 

（株式会社フジタ） 

※ 敬称略。役職等は調査時点のもの。  

 

（２）参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項 

日付 
氏名 

（役職等） 
意見を求めた事項 

平成29年 

2月14日 

１ 清水孝良 

（北本市都市整備部

下水道課主幹） 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

２ 須藤健治 

（北本市都市整備部

建築開発課主任） 

３ 小川政美 

（北本市退職者） 

平成29年 ４ 山田 聡 調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工
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２月17日 （北本市都市整備部

建築開発課主幹） 

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

５ 福島弘行 

（北本市企画財政部

秘書課長） 

６ 今西和夫 

（北本市退職者） 

７ 横田順一 

（北本市総務部契約

管財課主任兼都市整

備部都市計画課主

任） 

８ 加藤 功 

（北本市市民経済部

市民課主任） 

９ 中根 武 

（北本市市民経済部

環境課主幹） 

平成29年 

３月22日 

10 赤塚浩二 

（北本市議会事務局

副参事） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

11 新井信弘 

（北本市総務部副部

長兼税務課長） 

12 関根孝明 

（北本市福祉部長） 

平成29年 

４月18日 

13 市川光司 

（丸和工業株式会

社） 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

14 矢島洋一 

（丸和工業株式会

社） 

平成29年 

５月９日 

15 西岡利浩 

（埼玉県県土整備部

用地課長） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

16 吉野 一 

（北本市市民経済部
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くらし安全課主任） 更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事監理、

意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

調査事件３ 防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性

に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

※ 敬称略。役職等は調査時点のもの。  

 

（３）その他説明を求めた者、説明を求めた事項 

日付 
氏名 

（役職等） 
説明を求めた事項 

平成29年

５月25日 

１ 福島弘行 

（北本市企画財政部

秘書広報課長） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

２ 星 正三 

（北本市総務部契約

管財課主任） 

３ 大島衡基 

（北本市教育部参事

兼教育総務課長） 

４ 山崎 寿 

（北本市総務部契約

管財課長） 

５ 奥貫健司 

（北本市都市整備部

建築開発課長） 

平成29年

５月26日 

６ 町田浩一 

（北本市都市整備部

長） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

７ 久保 剛 

（北本市都市整備部

建築開発課主幹） 

８ 関根孝明 

（北本市福祉部福祉
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課主任） 項 

平成29年

５月31日 

９ 清水孝良 

（北本市都市整備部

下水道課主幹） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

10 須藤健治 

（北本市都市整備部

建築開発課主任） 

11 山田 聡 

（北本市都市整備部

建築開発課主幹） 

平成29年

６月１日 

12 赤塚浩二 

（北本市議会事務局

副参事） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

13 新井信弘 

（北本市市民経済部

長） 

14 荒井照男 

（北本市企画財政部

企画課主任） 

15 岩崎雄一 

（北本市退職者） 

平成29年

６月２日 

16 新井俊光 

（北本市退職者） 

調査事件１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工事、造作

家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見え

た設計書・仕様書・設計額と納入・工作実際との納

入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変

更、金額差異の財産管理の妥当性に関する事項 

調査事件４ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工

事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関する事

項 

17 今西和夫 

（北本市退職者） 

18 大塚敏晃 

（北本市都市整備部

都市計画課副課長） 

平成29年

６月５日 

19 矢島義幸 

（北本市代表監査委

員） 

「随時監査結果報告書」について 

20 小川和孝 

（北本市監査委員事

務局長） 

※ 敬称略。役職等は調査時点のもの。  
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 ⁸ ─  

 

（１）地方自治法第100条第１項で提出を求めた記録 

委員会 

議決日 
事件 相手方 記録の名称 

平成29年 

１月17日 

調査事件 

２・３ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 第三者委員会中間報告書の原文（写し） 

２ 工事監理及び意図伝達業務委託に関する起案書（起

業伺い、見積り徴取伺い、契約締結伺い、契約書）一

式。見積書、設計書積算調書、北本市新庁舎建設当初

予算継続費及び説明書、平成24年６月議会での継続費

減額補正予算書及び説明書 

３ 防災倉庫建設に関する起案書一式、入札結果一式、

不落後の随意契約に至る経過の記録一式、最終見積書 

４ 工事監理及び意図伝達業務並びに防災倉庫建設工事

の代金の支払書一式 

平成29年 

１月26日 

調査事件 

１・２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 監査に伴う庁舎建設工事に係る備品等について（依

頼） 

２ 監査に伴う庁舎建設工事に係る備品等について（回

答） 

３ 監査に伴う児童館及びこども図書館建設工事に係る

備品等について（依頼） 

４ 監査に伴う児童館及びこども図書館建設工事に係る

備品等について（回答） 

５ 随時監査にかかる調査について（依頼） 

６ 随時監査にかかる調査について（回答） 

平成29年 

２月10日 

調査事件 

１・２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 庁舎建設工事に係る備品等について（回答） 

２ 児童館及びこども図書館建設工事に係る備品等につ

いて（回答） 

３ 庁舎建設工事監理及び設計意図伝達業務委託（週

報・月報） 

４ 庁舎建設工事監理及び設計意図伝達業務委託に係る

施工体制台帳 

５ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設事業に

ついての随時監査に係る追加調査（依頼文） 

平成29年 

２月14日 

調査事件 

３ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 北本市拠点防災倉庫建設工事に係る一般競争入札参

加者配付資料一式 
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平成29年 

３月２日 

調査事件 

１・２・

３・４ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 北本市新庁舎建設工事管理及び設計意図伝達業務委

託工事管理業務関係 Ⅰ 

２ 北本市新庁舎建設工事管理及び設計意図伝達業務委

託工事管理業務関係 Ⅱ 

３ Ｈ24－26年度 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプ

ラザ建設工事試験成績報告書(5) 施工品質管理① 

４ Ｈ24－26年度 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプ

ラザ建設工事試験成績報告書(5) 施工品質管理② 

５ Ｈ24－26年度 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプ

ラザ建設工事試験成績報告書(1) 契約関係書類① 

６ Ｈ24－26年度 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプ

ラザ建設工事試験成績報告書(4) 機材・材料等③ 

７ 北本市新庁舎建設実施設計業務（仮称）こどもプラ

ザ整備実施設計業務 １／２ 

８ 北本市新庁舎建設実施設計業務（仮称）こどもプラ

ザ整備実施設計業務 ２／２ 

９ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

完成図（意匠図） 

10 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

完成図（電気設備図） 

11 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

完成図（構造図） 

12 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

工事請負契約書 

13 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑦ 

14 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑧ 

15 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑨ 

16 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑩ 

17 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑪ 

18 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑫ 

19 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑬ 
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20 Ｈ24－26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ

建設工事(3) 工程管理進捗の報告⑭ 

21 北本市拠点防災倉庫実施設計業務委託 

22 （仮称）こどもプラザ工事監理及び設計意図伝達業

務委託 

23 工事監理及び設計意図伝達業務委託（起業・契約・

管理・検査） 

24 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

設計書 

25 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

設計図 

26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

（Ⅰ期工事） 家具製作図 

27 北本市要求注文請書①（正） 

28 北本市要求注文請書②（正） 

29 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

軽微変更設計 

30 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

第二回設計変更 工事設計書 

31 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

変更設計書① 

32 Ｈ24－Ｈ26 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラ

ザ建設工事(1) 契約関係書類③ 

33 北本市新庁舎建設工事管理及び設計意図伝達業務委

託 共通 

34 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

第１回 変更設計図 

35 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

意匠図 （完成図） 

36 北本市拠点防災倉庫建設工事（№１） 

37 北本市拠点防災倉庫建設工事（№２） 

38 北本市拠点防災倉庫設計意図伝達業務委託 

39 北本市拠点防災倉庫建設工事の入札結果について

（平成25年９月９日起案） 

平成29年 

３月15日 

調査事件 

１・２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 庁舎建設工事発注支援業務委託 

２ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設Ⅰ期工

事仮使用承認申請他業務委託 

平成29年 調査事件 北本市長  １ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設事業に
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３月22日 １ 現王園孝昭 ついての随時監査に係る追加調査（回答） 

平成29年 

４月４日 

調査事件 

２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ （仮称）こどもプラザ整備に係る見積りの積算につ

いて（回答） 

２ 北本市（仮称）こどもプラザ建設工事監理及び意図

伝達業務委託の実施について（起業伺い） 

３ 北本市（仮称）こどもプラザ建設工事監理及び意図

伝達業務委託の決定と見積もり徴取について（伺い） 

４ 北本市（仮称）こどもプラザ建設工事監理及び意図

伝達業務委託の契約締結について（伺い） 

５ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設事業に

ついての随時監査に係る事業者からの聞き取り調査記

録（平成29年３月16日・24日実施分） 

平成29年 

４月11日 

調査事件 

２ 

株式会社安井

建築設計事務

所 代表取締

役社長 佐野

吉彦 

１ 株式会社 安井建築設計事務所 建築工事標準詳細

図（平成21年版） 

平成29年 

４月27日 

調査事件 

３ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 北本市拠点防災倉庫建設工事に係る入札金額見積内

訳書（平成25年９月20日付け）における金額の積算根

拠がわかる書類 

新井信弘（北

本市市民経済

部長） 

１ 防災倉庫の建設に関し、作成し、又は所有している

記録、資料等一式 

平成29年 

５月１日 

調査事件 

１・３ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 以下の工事に係る下請人通知書に添付されている下

請代金の別紙内訳書 

・ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事 

・ 北本市拠点防災倉庫建設工事 

平成29年 

５月９日 

調査事件 

２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設事業に

ついての随時監査に係る事業者からの聞き取り調査記

録（平成29年３月24日実施分） 

平成29年

６月５日 

調査事件 

１・２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

（平成26年10月９日検査）に係る 

 ・ 中間検査結果報告書 

 ・ 平成26年度Ⅱ期工事中間検査要領書 

 ・ 施主検査指摘事項記録書 

２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事
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（平成27年３月12日検査）に係る 

 ・ 完成検査報告書 

 ・ 完成検査要領書 

 ・ 工事検査範囲図 

 ・ 引渡し書類冊子一覧 

 ・ 社内検査指摘事項記録書 

 ・ 施主検査指摘事項記録書 

３ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

に係る見解書（平成27年３月30日付けで株式会社安井

建築設計事務所から提出されたもの） 

４ 平成24年３月29日に実施された新庁舎建設実施設計

及び（仮称）こどもプラザ整備実施設計完了検査書類

一式 

調査事件 

１・２・

３・４ 

新井信弘（北

本市市民経済

部長） 

１ 事務引継書（平成25年４月１日付け人事異動に伴う

政策推進課長のもの） 

平成29年

６月15日 

調査事件 

１ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ 「北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

の軽微変更設計について（伺い）」（平成27年１月27日

付け起案文書） 

２ 「庁舎建設工事に係る備品について（回答）」（平成

28年12月20日付け北総契収第34号） 

３ ２の回答に際し、調査対象備品が１に反映されてい

たかを確認した調査資料一式 

平成29年

６月26日 

調査事件 

２ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

に係る株式会社木島陸運から提出された注文請書一式 

調査事件 

１ 

株式会社安井

建築設計事務

所 代表取締

役社長 佐野

吉彦 

１ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

の変更設計書に係る見積書（お話コーナー書架の部分

の詳細なもの） 

平成29年

７月10日 

調査事件 

２ 

北本市長  

現王園孝昭 

１ （仮称）こどもプラザ建設工事における実施設計業

務委託料に係る支出票及び添付書類一式 

２ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事

における工事請負費に係る支出票及び添付書類一式 

平成29年 調査事件 株式会社フジ フジタ・伊田特定建設工事共同企業体に係る収支報告書
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７月19日 ２ タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

及び総勘定元帳一式（写し） 

平成29年

７月27日 

調査事件 

１・２ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事軽

微変更設計に係る設計変更リスト及び内訳書 

２ 揚重機に係る株式会社木島陸運及び他社から提出さ

れた見積書 

３ 内装工事に係る有限会社寺下内装から提出された見

積書 

調査事件 

１・２・

３・４ 

株式会社安井

建築設計事務

所 代表取締

役社長 佐野

吉彦 

１ 北本市の公職にあった者（前市長、前市議会議員

等）及び現在公職にある者への接待の記録、金額の記

録及び領収書（写し） 

２ 桂祐司前北本市議会議員から依頼された下請工事の

工事種別及び業者一覧 

調査事件 

２ 

株式会社木島

陸運 代表取

締役社長 木

島一也 

１ 株式会社木島陸運の商業・法人登記簿謄本（登記事

項証明書）（写し） 

２ 平成24年12月31日付けで発行した株式会社フジタ宛

ての請求書（請求者の住所：埼玉県北本市西高尾５‐

126、請求者：株式会社木島陸運北本営業所 代表取

締役 木島一也 のもの）（写し） 

３ 上記２の請求に基づく入金の確認ができる書類（写

し） 

４ 平成25年３月18日付けで株式会社フジタ首都圏支社

東京支店から発注された工事に係る、株式会社木島陸

運の請求書（写し） 

５ 株式会社木島陸運北本営業所に係る平成24年度及び

25年度の法人市民税の申告書（写し） 

平成29年

８月10日 

調査事件 

２ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 株式会社木島陸運からの請求（平成24年12月１日か

ら26年12月31日までの期間）に基づく支払状況が確認

できる書類一式（写し） 

平成30年

１月22日 

調査事件 

２・３ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ フジタ・伊田特定建設工事共同企業体に係る総勘定

元帳のうち費用科目の部分（写し） 

調査事件 

２ 

株式会社安井

建築設計事務

１ 東京事務所に係る総勘定元帳（平成22年１月から27

年６月までの期間のもの）のうち費用科目の部分（写
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所 代表取締

役社長 佐野

吉彦 

し） 

調査事件 

２・３ 

伊田テクノス

株式会社 代

表取締役社長

 伊田登喜三

郎 

１ フジタ・伊田特定建設工事共同企業体に係る総勘定

元帳のうち費用科目の部分（写し） 

調査事件 

２ 

児玉コンクリ

ート工業株式

会社 代表取

締役 児玉洋

介 

１ 総勘定元帳（平成24年１月から27年６月までの期間

のもの）のうち費用科目の部分（写し） 

株式会社木島

陸運 代表取

締役社長 木

島一也 

１ 総勘定元帳（平成24年１月から27年６月までの期間

のもの）のうち費用科目の部分（写し） 

有限会社寺下

内装 社長 

寺下宗幹 

１ 総勘定元帳（平成24年１月から27年６月までの期間

のもの）のうち費用科目の部分（写し） 

調査事件 

１・２・

３・４ 

石津賢治 １ 平成23年から27年までの所得税の確定申告書一式

（写し） 

桂 祐司 １ 平成23年から27年までの所得税の確定申告書一式

（写し） 

平成30年 

２月26日 

調査事件 

２ 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 「決算報告書 北本市新庁舎及び（仮称）こどもプ

ラザ建設工事（フジタ・伊田特定建設工事共同企業

体）」における、以下の項目の金額の内訳がわかるも

の 

５）完成工事原価内訳書 

・ 工事経費のうち「工事管理費」及び「その他

工事経費」 

・ 作業所経費のうち「雑費」 

※ 敬称略。役職等は調査時点のもの。  

 

（２）地方自治法第100条第10項で提出を求めた記録 

 なし 
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（３）文書質問 

委員会 

議決日 
相手方 質問内容 

平成29年 

12月４日 

株式会社安井

建築設計事務

所 淀川正敏 

１ 過日、別添のとおり貴社より提出していただきました、桂祐司前

北本市議会議員（以下、「桂氏」という。）から紹介されたメーカー

等の取扱いについて質問します。 

（１）桂氏から、いつごろ、どこで、貴社のどなたがメーカーを紹介

されましたか（工事種別ごとに）。 

（２）（１）の紹介を受け、設計図等の図面（書類）にどのように反映

していますか。 

（３）桂氏から紹介されたメーカーについて、いつごろ、貴社のどな

たが、施工者（株式会社フジタ）のどなたに、どのように（具体

的に）伝達しましたか。その時に、桂氏からの紹介と言っていま

すか（工事種別ごとに）。 

＊ 参考：７月24日の証人尋問では、貴社の木村直人氏は、有限会

社寺下内装については、株式会社フジタの満生所長（当時）に

「『桂議員から紹介された』と伝えた」と証言しています。 

（４）八潮建材工業株式会社（天井耐震工法・クリップ）について

は、寺下内装の社長は、「桂議員が日程調整をし、八潮建材工業の

営業と貴社へ出向き、性能等について説明した」と証言していま

す。これは、いつ頃でしたか。貴社はどなたが説明を受けました

か。また、この工法については、設計図等の図面（書類）に反映

していますか。 

平成30年 

２月26日 

株式会社フジ

タ 代表取締

役社長 奥村

洋治 

１ 過日、貴社より提出していただきました、「決算報告書 北本市新

庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事（フジタ・伊田特定建設工

事共同企業体）」について質問します。 

（１）工事名称、工期、工事場所等が記載されているページにおい

て、「作業所長」及び「事務担当」の欄が空欄である理由について

教えてください。 

（２）承認欄が記載されているページにおいて、日付が空欄である理

由について教えてください。 

※ 敬称略。役職等は調査時点のもの。 
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   なし 

 

  

   なし 

 

  

   なし 

 

  

（１）平成28年度分 

  当初 300万円（平成28年12月16日議決） 

（２）平成29年度分 

  当初 500万円（平成29年３月17日議決） 

  追加 250万円（平成29年12月４日議決） 

（３）平成30年度分 

  当初  10万円（平成30年３月22日議決） 

 

─  

（単位：円） 

節 細節 平成28年度 平成29年度 平成30年度 計 

８報償費 謝礼 知識経験者謝礼 147,600 271,800 -  419,400 

９旅 費 費用弁償 212,000 490,000 80,000 782,000 

議員旅費 3,368 11,732 -  15,100 

実費弁償 61,670 333,672 -  395,342 

11需用費 消耗品費 0 2,464 -  2,464 

13委託料 諸委託料 特別委員会テー

プ反訳 

530,280 1,522,800 -  2,053,080 

法律顧問等委託料 486,480 3,226,440 -  3,712,920 

９旅 費 職員旅費 6,736 10,016 -  16,752 

計 1,448,134 5,868,924 80,000 7,397,058 

※ 平成30年８月末日現在 
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 ⌐ ∆╢  

   なし 

 

10 ∕─  

（１）決議 

ア 「議提第12号」新庁舎等の公共工事等の調査に関する決議（平成28年12月

16日議決） 

新庁舎等の公共工事等の調査に関する決議 

 

１ 調査事項 

 本議会は、地方自治法第１００条第１項の規定により、次の事項について調査するものとする。 

（１）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る変更契約（追加工事）分の付帯工

事、造作家具・備品の調達、検収・検査の実施状況から見えた設計書・仕様書・設計額と納入・

工作実際との納入・完成数量、単価変更、仕様変更、器材・工法変更、金額差異の財産管理の妥

当性に関する事項 

（２）北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る設計委託業務及び施工、並びに工事

監理、意図伝達業務委託の随意契約の妥当性に関する事項 

（３）防災倉庫の建設に係る不落後の随意契約の妥当性に関する事項 

２ 特別委員会の設置 

  本調査は、委員会条例第４条の規定により委員８人からなる新庁舎等の公共工事等に係る調査特

別委員会を設置して、これに付託するものとする。 

３ 調査権限 

  本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第１項並びに同法第１００条

第１０項、及び同法第９８条第１項の権限を上記特別委員会に委任する。 

４ 調査期限 

  上記特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。 

５ 調査経費 

  本調査に要する経費は、本年度においては、３００万円以内とする。 

以上、決議する。 

 

平成２８年１２月１６日 

 

北 本 市 議 会 
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イ 北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る発注支援業務及

び入札の妥当性に関する調査について（平成29年３月２日議決） 

平成２９年２月１７日  

 

北本市議会議長 三 宮 幸 雄 様 

 

 

新庁舎等の公共工事等に係る  

調査特別委員長 工藤 日出夫  

 

 

調査事項の追加申し出書 

 

下記のとおり、北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る発注支援業務及び入札の

妥当性に関する事項を本委員会の調査事項に追加するとともに、当該調査につき地方自治法第１００

条第１項並びに同法第１００条第１０項及び同法第９８条第１項の権限を委任されることを申し出ま

す。 

 

記 

 

１ 追加を求める調査事項 

北本市新市庁舎及び（仮称）こどもプラザ建設工事に係る発注支援業務及び入札の妥当性に関す

る事項 

２ 調査権限の委任 

  １に掲げる事項の調査を行うための、地方自治法第１００条第１項並びに同法第１００条第１０

項、及び同法第９８条第１項の権限 

３ 調査期限 

  本調査の期限は、本委員会の調査が終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うこと 

４ 調査経費 

  本調査に要する経費は、議提第１２号「新庁舎等の公共工事等の調査に関する決議」の調査経

費の範囲内とすること 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

ウ 「委提第１号」新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の

追加に関する決議（平成29年３月17日議決） 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議 

 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会において審査中の事件を引き続き調査するため、地方

自治法第１００条第１１項の規定により、平成２９年度の調査経費を下記のとおり定める。 

 

記 

１ 調査経費 

調査に要する経費は、平成２９年度においては、５００万円以内とする。 

 

以上、決議する。 

 

平成２９年３月１７日 

 

北 本 市 議 会  

エ 「委提第４号」新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の

追加に関する決議（平成29年12月４日議決） 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議 

 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会において審査中の事件を引き続き調査するため、地方

自治法第１００条第１１項の規定により、調査経費を下記のとおり追加する。 

 

記 

１ 調査経費 

調査に要する経費に、２５０万円を追加し、７５０万円以内とする。 

 

以上、決議する。 

 

平成２９年１２月４日 

 

北 本 市 議 会  
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オ 「委提第４号」新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の

追加に関する決議（平成30年３月22日議決） 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議 

 

新庁舎等の公共工事等に係る調査特別委員会において審査中の事件を引き続き調査するため、地方

自治法第１００条第１１項の規定により、平成３０年度の調査経費を下記のとおり定める。 

 

記 

１ 調査経費 

調査に要する経費は、平成３０年度においては、１０万円以内とする。 

 

以上、決議する。 

 

平成３０年３月２２日 

 

北 本 市 議 会  
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（２）根拠法令等の抜粋 

ア 地方自治法 

 

 

第９８条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員

会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安

全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものと

して政令で定めるものを除く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委

員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の

執行及び出納を検査することができる。 

２ 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収

用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害す

るおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令

で定めるものを除く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。

この場合における監査の実施については、第１９９条第２項後段（監査の実施に関する政令への委

任）の規定を準用する。 

第１００条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委

員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の

安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないもの

として政令で定めるものを除く。次項において同じ。）に関する調査を行うことができる。この場

合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及

び証言並びに記録の提出を請求することができる。 

２ 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを

除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人そ

の他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関

する規定は、この限りでない。 

３ 第１項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理

由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、６箇月以

下の禁錮又は１０万円以下の罰金に処する。 

４ 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から

職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事

実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を

拒むときは、その理由を疏明しなければならない。 

５ 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記

録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。 

６ 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から２０日以内に声明をしないときは、選挙人そ

の他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。 
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７ 第２項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚

偽の陳述をしたときは、これを３箇月以上５年以下の禁錮に処する。 

８ 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑

を滅軽し又は免除することができる。 

９ 議会は、選挙人その他の関係人が、第３項又は第７項の罪を犯したものと認めるときは、告発し

なければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の

議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。 

１０ 議会が第１項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会

し又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。 

１１ 議会は、第１項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内におい

て、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を

必要とするときは、更に議決を経なければならない。 

１２ 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行

うための場を設けることができる。 

１３ 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において

必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。 

１４ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付す

ることができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

１５ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動

費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。議長は、第１４項の政務活動費につ

いては、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

１６ 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関

係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。 

１７ 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当

と認める刊行物を送付しなければならない。 

１８ 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前２項の規定により送付を受けた官

報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。 

１９ 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。 

第１０９条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置

くことができる。 

２ 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願

等を審査する。 

３ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 

一 議会の運営に関する事項 

二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

三 議長の諮問に関する事項 
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４ 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。 

５ 第１１５条の２の規定は、委員会について準用する。 

６ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する

ものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。 

７ 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 

８ 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査す

ることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。 

第１１５条の２ 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等につい

て公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができ

る。 

２ 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査

のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

（契約の締結） 

第２３４条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売

りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これ

によることができる。 

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」とい

う。）に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限

の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただ

し、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格

の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者

を契約の相手方とすることができる。 

４ 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結

しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の定めるところによりその納付に代えて提供

された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合におい

ては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名

押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受け

た者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的

記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであること

を確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定し

ないものとする。 

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及

びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 
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イ 地方自治法施行令 

 

 

（随意契約） 

第１６７条の２ 地方自治法第２３４条第２項の規定により随意契約によることができる場合は、次

に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額

又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通

地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入

に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないも

のをするとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５条第１１項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」という。）、

同条第２５項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」

という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介護、同条

第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。

以下この号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障

害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業

活動の場として同法第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以

下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通

地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５

号）第１０条第３項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困

窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第二条第一

項に規定する生活困窮者（以下この号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設

において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）（以下この号におい

て「障害者支援施設等」という。）において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地

方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センタ

ー、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（昭和４６年法律第６８号）第４１条第１項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条

第２項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるとこ

ろにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続によ

り役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６

条第６項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところ

により普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」

という。）が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現

に児童を扶養しているもの及び同条第４項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母
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子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困

窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進

に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに

限る。）が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提

供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通

地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通

地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供によ

り新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の

認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をす

るとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第８号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争

入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 

３ 第１項第９号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、か

つ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。 

４ 前２項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、

当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 

ウ 地方公務員法 

 

 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団

体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはな

らない。 
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エ 民事訴訟法 

 

 

（証人義務） 

第１９０条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 

（公務員の尋問） 

第１９１条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁

判所は、当該監督官庁（衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内

閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣）の承認を得なければならな

い。 

２ 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除

き、拒むことができない。 

（不出頭に対する過料等） 

第１９２条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟

費用の負担を命じ、かつ、１０万円以下の過料に処する。 

２ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

（不出頭に対する罰金等） 

第１９３条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、１０万円以下の罰金又は拘留に処する。 

２ 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 

（勾
こう

引） 

第１９４条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾
こう

引を命ずることができる。 

２ 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。 

（受命裁判官等による証人尋問） 

第１９５条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問

をさせることができる。 

一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができない

とき。 

二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。 

三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。 

四 当事者に異議がないとき。 

（証言拒絶権） 

第１９６条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受

けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名

誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 

一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。 

二 後見人と被後見人の関係にあること。 

第１９７条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 

一 第１９１条第１項の場合 
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二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、弁

理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう 若しくは祭祀し の職にある者又はこれらの職にあった

者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 

三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 

２ 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 

（証言拒絶の理由の疎明） 

第１９８条 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。 

（証言拒絶についての裁判） 

第１９９条 第１９７条第１項第１号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当

事者を審尋して、決定で、裁判をする。 

２ 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 

（証言拒絶に対する制裁） 

第２００条 第１９２条及び第１９３条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に

証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。 

（宣誓） 

第２０１条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。 

２ １６歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣

誓をさせることができない。 

３ 第１９６条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓

をさせないことができる。 

４ 証人は、自己又は自己と第１９６条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項に

ついて尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。 

５ 第１９８条及び第１９９条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第１９２条及び第１９３条

の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合に

ついて準用する。 

（尋問の順序） 

第２０２条 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。 

２ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 

３ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議につ

いて裁判をする。 

（書類に基づく陳述の禁止） 

第２０３条 証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたとき

は、この限りでない。 

（付添い） 

第２０３条の２ 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける

場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するの

に適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内

容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせること
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ができる。 

２ 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者

の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしては

ならない。 

３ 当事者が、第１項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、

その異議について裁判をする。 

（遮へいの措置） 

第２０３条の３ 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法

定代理人との関係（証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第

２号において同じ。）その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前（同条に

規定する方法による場合を含む。）において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害され

るおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とそ

の証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置

をとることができる。 

２ 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又

は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相

互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。 

３ 前条第３項の規定は、前２項の規定による裁判長の処置について準用する。 

（映像等の送受信による通話の方法による尋問） 

第２０４条 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問

をすることができる。 

一 証人が遠隔の地に居住するとき。 

二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その

他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述す

るときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認

めるとき。 

（尋問に代わる書面の提出） 

第２０５条 裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代

え、書面の提出をさせることができる。 

（受命裁判官等の権限） 

第２０６条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、そ

の裁判官が行う。ただし、第２０２条第３項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がす

る。 
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オ 民事訴訟規則 

 

 

（証人尋問の申出） 

第１０６条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてし

なければならない。 

（尋問事項書） 

第１０７条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書（尋問事項を記載した書面をいう。

以下同じ。）に通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の

定める期間内に提出すれば足りる。 

２ 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。 

３ 第１項の申出をする当事者は、尋問事項書について直送をしなければならない。 

（呼出状の記載事項等） 

第１０８条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。 

一 当事者の表示 

二 出頭すべき日時及び場所 

三 出頭しない場合における法律上の制裁 

（証人の出頭の確保） 

第１０９条 証人を尋問する旨の決定があったときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出

頭させるように努めなければならない。 

（不出頭の届出） 

第１１０条 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明ら

かにして届け出なければならない。 

（勾引・法第１９４条） 

第１１１条 刑事訴訟規則（昭和２３年最高裁判所規則第３２号）中勾引に関する規定は、正当な理

由なく出頭しない証人の勾引について準用する。 

（宣誓・法第２０１条） 

第１１２条 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、

尋問の後にさせることができる。 

２ 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 

３ 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓

書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならな

い。 

４ 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを

誓う旨を記載しなければならない。 

５ 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。 

（尋問の順序・法第２０２条） 

第１１３条 当事者による証人の尋問は、次の順序による。 
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一 尋問の申出をした当事者の尋問（主尋問） 

二 相手方の尋問（反対尋問） 

三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問（再主尋問） 

２ 当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。 

３ 裁判長は、法第２０２条（尋問の順序）第１項及び第２項の規定によるほか、必要があると認め

るときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。 

４ 陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。 

（質問の制限） 

第１１４条 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。 

一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項 

二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項 

三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項 

２ 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するもの

であって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。 

第１１５条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。 

２ 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第２号から第６号までに掲げる質問につ

いては、正当な理由がある場合は、この限りでない。 

一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問 

二 誘導質問 

三 既にした質問と重複する質問 

四 争点に関係のない質問 

五 意見の陳述を求める質問 

六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問 

３ 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、

これを制限することができる。 

（文書等の質問への利用） 

第１１６条 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件

（以下この条において「文書等」という。）を利用して証人に質問することができる。 

２ 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手

方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限り

でない。 

３ 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出

を求めることができる。 

（異議・法第２０２条） 

第１１７条 当事者は、第１１３条（尋問の順序）第２項及び第３項、第百十四条（質問の制限）第

２項、第１１５条（質問の制限）第３項並びに前条（文書等の質問への利用）第一項の規定による

裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。 

２ 前項の異議に対しては、裁判所は、決定で、直ちに裁判をしなければならない。 
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（対質） 

第１１８条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができ

る。 

２ 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。 

３ 対質を行うときは、裁判長がまず証人を尋問することができる。 

（文字の筆記等） 

第１１９条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の必要な行為をさせる

ことができる。 

（後に尋問すべき証人の取扱い） 

第１２０条 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができ

る。 

（傍聴人の退廷） 

第１２１条 裁判長は、証人が特定の傍聴人の面前（法第２０３条の３（遮へいの措置）第２項に規

定する措置をとる場合及び法第２０４条（映像等の送受信による通話の方法による尋問）に規定す

る方法による場合を含む。）においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるとき

は、当事者の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。 

（書面による質問又は回答の朗読・法第１５４条） 

第１２２条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせた

ときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。 

（付添い・法第２０３条の２） 

第１２２条の２ 裁判長は、法第２０３条の２（付添い）第１項に規定する措置をとるに当たって

は、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。 

２ 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係

を調書に記載しなければならない。 

（遮へいの措置・法第２０３条の３） 

第１２２条の３ 裁判長は、法第２０３条の３（遮へいの措置）第１項又は第２項に規定する措置を

とるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。 

２ 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。 

（映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第２０４条） 

第１２３条 法第２０４条（映像等の送受信による通話の方法による尋問）第一号に掲げる場合にお

ける同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、

証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。 

２ 法第２０４条第２号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の

意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設

置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるとき

は、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるも

のとする。 

３ 前２項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に
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必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。 

４ 第１項又は第２項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所（当該裁判所が受訴裁

判所である場合を除く。）を調書に記載しなければならない。 

（書面尋問・法第２０５条） 

第１２４条 法第２０５条（尋問に代わる書面の提出）の規定により証人の尋問に代えて書面の提出

をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を

希望する事項を記載した書面を提出させることができる。 

２ 裁判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。 

３ 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。 

（受命裁判官等の権限・法第２０６条） 

第１２５条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、そ

の裁判官が行う。 

カ 刑法 

 

 

（公用文書等毀棄） 

第２５８条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、３月以上７年以下の懲役に処

する。 
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キ 建築士法 

 

 

（設計及び工事監理） 

第１８条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物

に関する基準に適合するようにしなければならない。 

２ 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を

行うように努めなければならない。 

３ 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認める

ときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施する

よう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。 

４ 建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を

行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級

建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。 

 

（信用失墜行為の禁止） 

第２１条の４ 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 

 

（設計受託契約等の原則） 

第２２条の３の２ 設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約（以下それぞれ「設計受

託契約」又は「工事監理受託契約」という。）の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づ

いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 

ク 建設業法 

 

 

（建設工事の見積り等） 

第２０条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごと

に材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければ

ならない。 

２ 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設

工事の見積書を交付しなければならない。 

３ 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、

入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第１９条第１項第１号及び第３

号から第１４号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示か

ら当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定

める一定の期間を設けなければならない。 
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ケ 建設業法施行令 

 

 

（建設工事の見積期間） 

第６条 法第２０条第３項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない

事情があるときは、第２号及び第３号の期間は、５日以内に限り短縮することができる。 

一 工事１件の予定価格が５００万円に満たない工事については、１日以上 

二 工事１件の予定価格が５００万円以上５，０００万円に満たない工事については、１０日以上 

三 工事１件の予定価格が５，０００万円以上の工事については、１５日以上 

２ 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１

６５号）第７４条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。 

コ 北本市建設工事共同企業体取扱要綱 

 

 

 （対象工事） 

第１１条 特定建設工事共同企業体による施工の対象とする工事は、大規模工事であって技術的難度

の高い特定建設工事で市長が適当であると認めたものとする。ただし、工事の規模、性格等に照ら

し、共同企業体による施工が必要と認められる工事であっても、単体で施工できる者がいると認めら

れるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができる。 

サ 工事等の契約内容の変更に伴う事務取扱要綱 

─ ─ ⌐ ℮  

 

第２ 変更契約の事由 

   変更契約は、工事等の当初の契約（以下「当初契約」という。）の設計又は積算の時において

知り得ること又は予測することが困難で真にやむを得ない事由がある場合に行うものとする。 
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（３）会社名の表記 

本文中での表記 正式名称 

伊田テクノス 伊田テクノス株式会社 

イトーキ 株式会社イトーキ 

木島陸運 株式会社木島陸運 

児玉コンクリート工業 児玉コンクリート工業株式会社 

セラミカ・クレオパトラ・ジャパン セラミカ・クレオパトラ・ジャパン株式会社 

寺下内装 有限会社寺下内装 

日本ゴンドラ 日本ゴンドラ株式会社 

日本ヒューム 日本ヒューム株式会社 

日本軽鉄 日本軽鉄株式会社 

フジタ 株式会社フジタ 

八潮建材工業 八潮建材工業株式会社 

安井建築設計事務所 株式会社安井建築設計事務所 

ヨドコウ 株式会社淀川製鋼所 

ＹＫＫ ＡＰ ＹＫＫ ＡＰ株式会社 

※ 五十音順 

 


